
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査
（
第
百
九
十
六
条
の
十
四
―
第
二
百

第
六
章

医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定
（
第
百
九
十
六
条
の
十
四
―
第
二
百

三
条
）

三
条
）

第
七
章
～
第
十
四
章

（
略
）

第
七
章
～
第
十
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
開
設
の
申
請
）

（
開
設
の
申
請
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

薬
剤
師
不
在
時
間
（
開
店
時
間
（
営
業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
（
そ
の

二

薬
剤
師
不
在
時
間
（
開
店
時
間
（
営
業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
（
そ
の

薬
局
又
は
店
舗
に
お
け
る
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に

薬
局
又
は
店
舗
に
お
け
る
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に

対
す
る
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
一
般
用
医

対
す
る
一
般
用
医
薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇
薬
で

薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇
薬
で
あ
る
も
の
を
除
く

あ
る
も
の
を
除
く
。
第
四
項
第
二
号
ホ
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の

。
第
四
項
第
二
号
ヘ
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第

三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
の
六
、
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項

二
項
、
第
十
五
条
の
六
、
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

及
び
第
三
項
、
第
二
百
十
八
条
の
三
、
別
表
第
一
の
二
第
二
並
び
に
別
表

二
百
十
八
条
の
三
、
別
表
第
一
の
二
第
二
並
び
に
別
表
第
一
の
三
に
お
い

第
一
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
販
売
又
は
授
与
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

て
同
じ
。
）
の
販
売
又
は
授
与
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
行
う
時

）
の
み
を
行
う
時
間
を
除
い
た
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、

間
を
除
い
た
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
薬
局
に
お
い

当
該
薬
局
に
お
い
て
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
当
該
薬
局
以
外
の
場
所

て
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
当
該
薬
局
以
外
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
業

に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、
一
時
的
に
当

務
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、
一
時
的
に
当
該
薬
局
に
お
い
て

該
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
が
不
在
と
な
る
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

薬
剤
師
が
不
在
と
な
る
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
無

の
有
無

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

３

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の

３

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。



一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

第
二
類
医
薬
品
（
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
除
く
。
次
項
第
二
号
ニ
及
び

六

第
二
類
医
薬
品
（
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
除
く
。
次
項
第
二
号
ハ
及
び

第
十
五
条
の
六
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
十
五
条
の
六
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

（
略
）

七

（
略
）

４

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

４

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
販
売
を
行
う
医
薬
品
の
区
分

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
販
売
を
行
う
医
薬
品
の
区
分

イ

要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）

（
新
設
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
本
文
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
七
条
の
二

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
本
文
の
対
面
又
は
映
像
及
び
音
声
の

（
新
設
）

送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が

可
能
な
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
薬
剤
若
し
く
は
医
薬
品
の
適
正
な
使
用

を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
対
面
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗

販
売
業
者
が
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に

従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す

る
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を

相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
（
以
下

「
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
薬
剤
師
が
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
事
情
の

有
無
を
確
認
し
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
そ

の
都
度
責
任
を
も
つ
て
判
断
す
る
と
き
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
明
ら
か

に
し
た
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一

情
報
通
信
に
係
る
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
の
程
度



、
服
用
に
当
た
り
複
雑
な
操
作
が
必
要
な
医
薬
品
を
当
該
医
薬
品
を
購
入

し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
じ
め
て
販
売
又
は
授
与

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
者
の
当
該
医
薬
品
に
関
す
る
理
解
の
程
度
等
の

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
と

な
る
事
項

二

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
に
係
る
情
報
の
漏
え
い
等
の
危
険
に
関
す
る
事

項

２

法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報

の
提
供
及
び
指
導
に
あ
つ
て
は
、
前
項
中
「
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
開
設
者
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は

「
薬
局
」
と
、
「
医
薬
品
の
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
の
販
売
」
と
、
「

医
薬
品
を
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
を
」
と
、
「
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「
医
薬
品
に
」
と
あ
る
の
は
「

薬
剤
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に

関
す
る
情
報
の
提
供
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
本
文
中
「
薬
局
開
設
者
又
は
店

舗
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販

売
業
者
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又

は
そ
の
業
務
に
係
る
都
道
府
県
の
区
域
」
と
、
「
の
販
売
又
は
授
与
」
と
あ

る
の
は
「
の
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売
」
と
、
「
薬
剤
師
」
と
あ

る
の
は
「
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
」
と
、
「
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
、
「
情
報
の
提
供
及
び
指

導
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
情
報

の
提
供
」
と
、
「
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
対
面
に
よ

ら
な
い
方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
オ

ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
対
面
に
よ
ら
な
い
方
法
に
よ
る
情
報

の
提
供
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）



（
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
販
売
等
）

第
十
五
条
の
二

削
除

第
十
五
条
の
二

薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬

品
の
う
ち
、
濫
用
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
も
の
（
以
下
「
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
を
販

売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又

は
登
録
販
売
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

イ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
若
年
者

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
及
び
年
齢

ロ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該

医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
他
の
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業

者
又
は
配
置
販
売
業
者
か
ら
の
当
該
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
以
外
の

濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
購
入
又
は
譲
受
け
の
状
況

ハ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
適
正

な
使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
を
超
え
て
当
該
医
薬
品
を

購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

ニ

そ
の
他
当
該
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
目
的
と
す
る
購
入
又
は
譲
受

け
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二

当
該
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又

は
登
録
販
売
者
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
事
項
を
勘
案
し
、
適

正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
に
限
り
、
販
売
し
、
又
は

授
与
さ
せ
る
こ
と
。

（
特
定
販
売
の
方
法
等
）

（
特
定
販
売
の
方
法
等
）

第
十
五
条
の
六

薬
局
開
設
者
は
、
特
定
販
売
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

第
十
五
条
の
六

薬
局
開
設
者
は
、
特
定
販
売
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
に
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
て
い
る
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要

一

当
該
薬
局
に
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
て
い
る
一
般
用
医
薬
品
又
は
薬
局

指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
一
般
用
医
薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

製
造
販
売
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
こ
と
。

を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）



三

特
定
販
売
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と
き
は
、
要
指
導
医
薬

三

特
定
販
売
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と
き
は
、
第
一
類
医
薬

品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
第
一
類
医
薬
品
、
指
定
第
二
類

品
、
指
定
第
二
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
、
第
三
類
医
薬
品
及
び
薬
局

医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
、
第
三
類
医
薬
品
及
び
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

製
造
販
売
医
薬
品
の
区
分
ご
と
に
表
示
す
る
こ
と
。

の
区
分
ご
と
に
表
示
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

（
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

第
十
五
条
の
十
三

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
十
五
条
の
十
三

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
に
お
い

情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
に
お
い

て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

当
該
薬
局
内
に
お
い
て
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四

一

当
該
薬
局
内
に
お
い
て
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三

号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る

号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る

場
所
、
居
宅
等
に
お
い
て
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
合
若
し
く
は
薬
剤
師
法

場
所
、
居
宅
等
に
お
い
て
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
合
若
し
く
は
薬
剤
師
法

第
二
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
二
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

そ
の
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
場
合

そ
の
調
剤
の
業
務
を
行
う
場
所
又
は
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ

に
お
け
る
当
該
薬
局
に
お
い
て
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
と
相
互
に
連
絡

ン
服
薬
指
導
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
薬
局
に
お
い
て
調
剤
に
従
事
す

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

る
薬
剤
師
と
相
互
に
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
せ

る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
削
る
）

２

法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
薬
剤
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
映

像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話

を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

一

薬
局
開
設
者
が
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事

す
る
薬
剤
師
に
、
当
該
薬
剤
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
て

、
こ
の
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
薬
剤
師
が
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
事
情



の
有
無
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
そ
の
都
度
責
任
を
も
つ
て
判
断
す
る
と
き
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
薬
剤
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
明
ら
か
に
し
た
上
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

イ

情
報
通
信
に
係
る
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
の
程

度
、
服
用
に
当
た
り
複
雑
な
操
作
が
必
要
な
薬
剤
を
当
該
薬
剤
を
使
用

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
じ
め
て
処
方
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

者
の
当
該
薬
剤
に
関
す
る
理
解
の
程
度
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
を

行
う
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
項

ロ

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
に
係
る
情
報
の
漏
え
い
等
の
危
険
に
関
す
る

事
項

２
～
４

（
略
）

３
～
５

（
略
）

第
十
五
条
の
十
四
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
十
四
の
二

（
略
）

２

前
項
に
該
当
す
る
場
合
、
薬
局
開
設
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

２

前
項
に
該
当
す
る
場
合
、
薬
局
開
設
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
必
要
と

そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
必
要
と

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
薬
剤
師
に
把
握
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
薬
剤
師
に
把
握
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
五
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

一

第
十
五
条
の
十
三
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
製
造
業
の
許
可
の
申
請
）

（
製
造
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

２

法
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

（
新
設
）

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
当

該
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
補
佐
す
る
薬
剤
師
（
以
下
「
医
薬
品
製
造
管

理
者
補
佐
薬
剤
師
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
医
薬
品
製
造

管
理
者
補
佐
薬
剤
師
が
薬
剤
師
で
あ
る
旨



３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地

。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地

方
厚
生
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県

方
厚
生
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該

知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該

申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

（
新
設
）

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
当

該
医
薬
品
製
造
管
理
者
が
第
八
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師

以
外
の
技
術
者
を
置
く
理
由
を
記
載
し
た
書
類
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
補

佐
薬
剤
師
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
医
薬
品
製
造
管

理
者
補
佐
薬
剤
師
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類
並
び
に
医
薬
品
製

造
管
理
者
と
し
て
法
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
能
力
及
び
経
験
を
有

す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
計
画

五
～
八

（
略
）

四
～
七

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
製
造
業
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
製
造
業
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
三
十
二
条

令
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第

第
三
十
二
条

令
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第

八
項
の
許
可
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

八
項
の
許
可
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

（
新
設
）

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
医

薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
の
氏
名
及
び
住
所

七

（
略
）

六

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
七
条

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

第
三
十
七
条

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定
又
は
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

用
す
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定
又
は
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七

て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七



条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十

条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

製
造
業
者

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者

第
三
十
二
条

製
造
業
者

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者

第
七
号

（
略
）

（
略
）

第
六
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

第
三
十
九
条

法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準

第
三
十
九
条

法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外

品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請

品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請

に
係
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著
し
く

に
係
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著
し
く

不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
四
十
条

法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
四
十
条

法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

を
含
む
。
）
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
八
条
第

安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
の
各

一
項
又
は
第
四
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資

号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
及
び
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化

料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
及
び
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬

粧
品
の
有
効
成
分
の
種
類
、
投
与
経
路
、
剤
形
等
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

部
外
品
又
は
化
粧
品
の
有
効
成
分
の
種
類
、
投
与
経
路
、
剤
形
等
に
応
じ
、

げ
る
資
料
と
す
る
。

当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
料
と
す
る
。

一

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

一

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

ト

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

ト

臨
床
試
験
等
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

チ

ト
以
外
の
臨
床
等
で
得
ら
れ
た
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す

（
新
設
）

る
成
績
に
関
す
る
資
料
（
診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
個
人
の
心
身
の
状



態
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
含
む
。
）

リ

（
略
）

チ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
、
当

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
三

該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ

そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
の
四
第

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
臨
床
試
験
の

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
と
そ
の
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用

試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合

量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
に
つ
い
て

そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
新
医
薬
品
の
再
審
査
期
間
中
は
、
当
該
新
医
薬
品
の
承
認
申
請
に

は
、
そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
の

お
い
て
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
医
学

四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
と
そ
の
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法

薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。

、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
に
つ

い
て
は
、
当
該
新
医
薬
品
の
再
審
査
期
間
中
は
、
当
該
新
医
薬
品
の
承
認
申

請
に
お
い
て
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、

医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の

猶
予
）

猶
予
）

第
四
十
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二

第
四
十
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と

項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る

す
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び

医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
チ

に
リ
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相

に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の

当
の
期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の

（
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の

猶
予
）

猶
予
）

第
四
十
一
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規

第
四
十
一
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品

定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品

に
つ
い
て
、
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る
資

に
つ
い
て
、
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
チ
に
掲
げ
る
資

料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
そ
の
提

料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
そ
の
提



出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作

成
さ
れ
る
医
薬
品
）

成
さ
れ
る
医
薬
品
）

第
四
十
二
条

法
第
十
四
条
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
四
十
二
条

法
第
十
四
条
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
法
第
十
四
条

る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
法
第
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
人
又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
医

第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
人
又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
医

薬
品
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
権
限

薬
品
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
権
限

に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
医
薬
品
及
び
専
ら

に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
医
薬
品
及
び
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
）

動
物
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
）

と
す
る
。

と
す
る
。

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
四
十
三
条

法
第
十
四
条
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
四
十
三
条

法
第
十
四
条
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
場
合
及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
は
、
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
は
、
医
薬
品
の
安
全
性
に
関

臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第

号
）
、
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚

二
十
一
号
）
、
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成

生
省
令
第
二
十
八
号
）
及
び
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実

九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
及
び
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試

施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、
か
つ

一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ

、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十

三
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件

五
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び

及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処

期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の

分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保

日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が

存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

で
な
い
。

い
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が



で
き
る
資
料
）

で
き
る
資
料
）

第
四
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う

第
四
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登
録
証
の
写
し
及
び
当
該
原

と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登
録
証
の
写
し
及
び
当
該
原

薬
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「

薬
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「

原
薬
等
登
録
業
者
」
と
い
う
。
）
と
の
契
約
書
そ
の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申

原
薬
等
登
録
業
者
」
と
い
う
。
）
と
の
契
約
書
そ
の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申

請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
も
つ
て
、
法
第
十
四
条

請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
も
つ
て
、
法
第
十
四
条

第
三
項
の
資
料
の
う
ち
、
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

第
三
項
の
資
料
の
う
ち
、
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
資
料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
資
料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
二

法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

き
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品

が
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
薬
品
又
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の

医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数

を
対
象
と
す
る
臨
床
試
験
（
以
下
「
検
証
的
臨
床
試
験
」
と
い
う
。
）
の
実

施
が
困
難
で
あ
る
と
き
又
は
そ
の
実
施
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
と
判
断
さ

れ
る
と
き
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認

の
申
請
に
係
る
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
な

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
資
料
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と

と
す
る
場
合
の
手
続
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
三

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
う
ち
検
証
的

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
係
る
も
の
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
第
一
項
の
申
請



書
に
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
添
付

資
料
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医

薬
品
が
前
条
に
規
定
す
る
と
き
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
十
四

条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
う

ち
検
証
的
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
係
る
も
の
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
検
証
的
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
の
提
出
免
除

」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
第
一
項
の
申

請
書
及
び
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
添
付
資
料
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請

に
係
る
医
薬
品
が
前
条
に
規
定
す
る
と
き
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
証
的
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
の

提
出
免
除
が
で
き
る
。

５

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣

」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
」
と
す
る
。

（
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
に
係
る
手

続
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
四

法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
法
第
十
四
条
第
一
項

又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
以
下
「
医
薬
品
条
件
付
き
承
認
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
者
は
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
様
式
第
二
十
二

の
二
に
よ
る
申
請
書
に
添
え
て
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
調
査
の
た
め
必
要
と
認
め
て

当
該
医
薬
品
の
見
本
品
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
医
薬
品



条
件
付
き
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
四
条
第
十
二
項
前
段
の
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
べ
き
資
料
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
五

前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、

第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
概
要
そ
の
他

当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
果
及
び
安
全
性
に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認

後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料
は
不
要
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
十
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
六

法
第
十
四
条
第
十
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
十
二
項
後
段
の
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
七

法
第
十
四
条
第
十
二
項
後
段
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四

十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は

与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再

審
査
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

第
四
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品

第
四
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品

の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
三

の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
三

に
よ
る
申
請
書
（
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通

に
よ
る
申
請
書
（
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通

及
び
副
本
二
通
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
副
二
通

及
び
副
本
二
通
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
副
二
通

）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認

２

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、
第
三
十
八
条
第
二
項

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、
第
三
十
八
条
第
二
項



第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
四
十
七
条

法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

第
四
十
七
条

法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
四
十
八
条

法
第
十
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
十

第
四
十
八
条

法
第
十
四
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
十

四
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に

四
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
り
法
第
十
四
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県

よ
り
法
第
十
四
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県

知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
に
提
出

知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
に
提
出

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
後
三
十

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
後
三
十

日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

同
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
審
査
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

同
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
審
査
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八

十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
事

十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
四
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
事

務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県

務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県

知
事
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

知
事
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
四
十
九
条

令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

第
四
十
九
条

令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

十
五
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
五
十
条

法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
五
十
条

法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品



薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調

の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に

査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
薬
品
等

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
適
合

適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
を

性
調
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生

厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
調
査
の
権
限
に
属
す
る

労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
調
査
の
権
限
に
属
す
る
事
務

事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府

を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知

県
知
事
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

事
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
資
料
の
提
出
の
請
求
等
）

（
資
料
の
提
出
の
請
求
等
）

第
五
十
三
条
の
四

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認

第
五
十
三
条
の
四

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認

に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
に
対
し
、
法
第
十

に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
業
者
に
対
し
、
法
第
十

四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
四
条

四
条
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
、
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
四
条

の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質

の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第

の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
に
関
し
報
告
又
は
資
料

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
薬
品
等
区
分
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
医
薬
品
等
区
分
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
五
十
三
条
の
八

令
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
区
分

第
五
十
三
条
の
八

令
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
区
分

適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
製
造
工
程
の
区
分

五

法
第
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
製
造
工
程
の
区
分

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
）

第
五
十
三
条
の
九

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
調
査
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
法
第
十
四
条
の
承
認
（
次

条
及
び
第
五
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
「
医
薬
品
条
件
付
承
認
」
と
い
う
。

）
に
係
る
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
調
査
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に



よ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る

感
染
症
（
第
五
十
三
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
三
条
の
十
四
、
第

五
十
五
条
の
二
、
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
二

条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
「
副
作
用
等
」
と
い
う
。
）
の
発
現
状
況
並

び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め

に
行
う
調
査
、
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
果
及
び
安
全
性
に
関
し
そ
の
製

造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
当
該
医

薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
す
る
。

（
医
薬
品
条
件
付
承
認
に
関
す
る
調
査
の
申
請
に
係
る
手
続
）

第
五
十
三
条
の
十

医
薬
品
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
は
、
法
第
十
四
条
の
二

（
新
設
）

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
定
め
る
期

間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、

様
式
第
二
十
六
の
五
に
よ
る
申
請
書
に
添
え
て
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
調
査
の
た
め
必
要
と

認
め
て
当
該
医
薬
品
の
見
本
品
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、

医
薬
品
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
の
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
べ
き
資

料
）

第
五
十
三
条
の
十
一

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
資
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号

に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
五
十
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
資
料

二

医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発

現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は

確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
に
関
す
る
資
料
、
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効

果
及
び
安
全
性
に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告



に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に

関
す
る
資
料

２

前
項
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品

）
第
五
十
三
条
の
十
二

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
後
段
の
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
五
十
三
条
の
十
三

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
後
段
の
資
料
の
収
集
及

（
新
設
）

び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
法

第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た

も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
緊
急
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調

（
緊
急
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果

査
及
び
結
果
の
報
告
）

の
報
告
）

第
五
十
三
条
の
十
四

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条

第
五
十
三
条
の
九

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び

件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
療
用
医
薬
品
に
つ

期
限
を
付
し
た
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
医
療
用
医
薬
品
に
つ
き
当
該

き
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
四
項
の
調

承
認
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
調
査
は
、
当
該

査
は
、
当
該
期
限
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は

期
限
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
ま
で
の
期
間
、
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
副
作
用
等

後
の
も
の
）
ま
で
の
期
間
、
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現
状
況

の
発
現
状
況
そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
（
外
国

そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
（
外
国
で
使
用
さ
れ
る
物
で
あ
つ
て
当
該
医
療
用

で
使
用
さ
れ
る
物
で
あ
つ
て
当
該
医
療
用
医
薬
品
と
成
分
が
同
一
の
も
の
（

医
薬
品
と
成
分
が
同
一
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
成
分
同
一
物
」

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
成
分
同
一
物
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
物
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い

当
該
物
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対

２

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る

す
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。



一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
機
構
に
対
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認

（
機
構
に
対
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認

に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

第
五
十
四
条

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
五
十
四
条

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
機
構
に
法
第
十
四
条
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と

り
機
構
に
法
第
十
四
条
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と

き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化

き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化

粧
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機

粧
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機

構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

法
第
十
四
条
第
五
項
後
段
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

法
第
十
四
条
第
六
項
後
段
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項

む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第

に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第

十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の

十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る

品
目
の
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
書
に
添
付
し
て

品
目
の
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
書
に
添
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資

る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項

料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
こ

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て

し
た
と
き
は
、
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
第
四

第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項

十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
規

よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な

同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
十
四
条

６

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
十
四
条

の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用

の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四

十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限

条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、

り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

定
に
よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

い
て
は
、
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

は
、
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

同
項
中
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

中
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚

、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審

生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査
」

査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お

と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府

道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と

県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

７

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

医
薬
品
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き

定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
医
薬
品
条
件
付
承
認
に
係
る
も
の
に
係
る
当

は
、
医
薬
品
条
件
付
き
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
令
第
二
十
七
条
第
一

該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
医
薬
品
条
件
付
き
承
認
に
係
る
も
の

に
係
る
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係

８

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係

る
品
目
の
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
の
調
査
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行

る
品
目
の
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
調
査
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の

う
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

９

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
十
四
条

９

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
十
四
条

の
二
の
二
第
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
規
定

第
十
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
を
準
用

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
」
と
あ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
機
構
が
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経

「
機
構
が
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て

由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

10

10

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て

２

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て

行
う
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

行
う
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含



む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品

む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製

の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に

造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る

係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
る

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
る
通
知

通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て

４

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て

行
う
法
第
十
四
条
第
十
四
項
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に

行
う
法
第
十
四
条
第
十
六
項
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に

よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
調
査
）

第
五
十
五
条
の
二

令
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
調
査
は
、
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条
の
承
認

に
係
る
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
調
査
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
の

発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は

確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
、
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
果
及
び
安
全
性
に

関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
調
査
そ
の

他
の
当
該
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
す
る
。

（
再
審
査
に
関
す
る
調
査
期
間
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
）

（
再
審
査
に
関
す
る
調
査
期
間
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
）

第
五
十
七
条

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

第
五
十
七
条

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二

令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
次
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
次
項
及
び

及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
つ
た
日
後
六
年
を
超
え

第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
つ
た
日
後
六
年
を
超
え
る
期

る
期
間
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現
状
況
そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性
及

間
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は

び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
希
少
疾
病
用
医
薬

死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
（
第
六
十
二
条
及
び

品
又
は
先
駆
的
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
と
す
る
。

第
六
十
三
条
に
お
い
て
「
副
作
用
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
使
用
の
成
績

等
に
関
す
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
希
少
疾
病
用
医
薬
品
又
は

先
駆
的
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



（
再
審
査
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
再
審
査
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
五
十
九
条

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
の
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

第
五
十
九
条

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
六
条
の
申
請

全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
申
請
に
係

書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、
申
請
に
係
る
医
薬
品
の
使
用
成

る
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
係
る
調
査
又
は
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現

績
に
関
す
る
資
料
、
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提

状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認

出
し
た
資
料
の
概
要
そ
の
他
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
果
及
び
安
全
性
に

の
た
め
に
行
う
調
査
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
使
用
成
績
等
調
査
」
と
い

関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料
と
す

う
。
）
に
関
す
る
資
料
、
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し

る
。
た
だ
し
、
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
添
付
を
必
要
と
し

て
提
出
し
た
資
料
の
概
要
そ
の
他
当
該
医
薬
品
の
効
能
又
は
効
果
及
び
安
全

な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

性
に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料

と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
成
績
等
調
査
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
添
付

を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
を

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
を

す
る
者
は
、
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
収
集
及
び
作
成
さ
れ

す
る
者
は
、
法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

厚
生
労
働
大
臣
に
既
に
提
出
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
添
付
を
要
し

場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
収
集
及
び
作
成
さ
れ
厚
生
労
働
大
臣
に
既
に
提

な
い
。

出
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
添
付
を
要
し
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
再
審
査
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
再
審
査
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
六
十
一
条

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

第
六
十
一
条

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
後
段
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第

三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第

十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一

十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の

項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又

規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与

は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の

え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審

再
審
査
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

査
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の

（
新
医
薬
品
等
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

報
告
等
）

第
六
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
に

第
六
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
医
療
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
に

つ
き
法
第
十
四
条
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に

つ
き
法
第
十
四
条
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受

を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
調
査
は
、
当
該
各
号
に
定

け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
調
査
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る



め
る
期
間
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現
状
況
そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性

期
間
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
等
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も

及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
安
全
性
定
期
報
告
等
）

（
安
全
性
定
期
報
告
等
）

第
六
十
三
条

医
療
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の

第
六
十
三
条

医
療
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の

に
つ
き
法
第
十
四
条
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定

に
つ
き
法
第
十
四
条
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

）
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
調
査
は
、
前
条
第
一
項

受
け
た
者
が
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
調
査
は
、
前
条
第
一
項
各
号

各
号
に
定
め
る
期
間
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現
状
況
そ
の
他

に
定
め
る
期
間
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
副
作
用
等
の
発
現
状
況
そ
の
他
の
使

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
（
外
国
で
使
用
さ
れ
る
物
で

用
の
成
績
等
（
外
国
で
使
用
さ
れ
る
物
で
あ
つ
て
当
該
医
療
用
医
薬
品
と
成

あ
つ
て
当
該
医
療
用
医
薬
品
と
成
分
が
同
一
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

分
が
同
一
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
成
分
同
一
物
」
と
い
う
。
）

て
「
成
分
同
一
物
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
物
に
係
る
も
の

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
物
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告

２

法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告

又
は
法
第
十
四
条
の
五
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
機
構
に
対
す
る
報
告
は

又
は
法
第
十
四
条
の
五
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
機
構
に
対
す
る
報
告
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
三
条

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条

の
十
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
資
料
に
係
る
事
項
は
不
要
と
す
る
。

の
四
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
資
料
に
係
る
事
項
は
不
要
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
医
薬
品
の
再
評
価
の
申
請
等
）

（
医
薬
品
の
再
評
価
の
申
請
等
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
十
四
条
の
六
第
四
項
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
の
規
定
を

５

法
第
十
四
条
の
六
第
四
項
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項

又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条

り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨

件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処

の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
六
の
再
評
価
の
終
了
の
日
」

分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
の
六
の
再
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
届
出
後
に
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
日
数
）

（
届
出
後
に
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
日
数
）

第
六
十
八
条
の
十
二

法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
六
十
八
条
の
十
二

法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
日
数
は
、
四
十
日
（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
十
三
項
の

め
る
日
数
は
、
四
十
日
（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
十
五
項
の

承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
最
後
に
受
け
た
第
六
十
八
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る

承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
最
後
に
受
け
た
第
六
十
八
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
に
係
る
同
項
の
承
認
）
を
受
け
て
か
ら
第
六
十
八
条
の
三
各
号

事
項
の
変
更
に
係
る
同
項
の
承
認
）
を
受
け
て
か
ら
第
六
十
八
条
の
三
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は

、
最
後
に
受
け
た
同
項
の
承
認
に
係
る
変
更
）
に
係
る
第
四
十
八
条
の
規
定

、
最
後
に
受
け
た
同
項
の
承
認
に
係
る
変
更
）
に
係
る
第
四
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
行
つ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
変
更
計
画
に
つ
い
て
最
後
に
法
第

に
よ
る
届
出
を
行
つ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
変
更
計
画
に
つ
い
て
最
後
に
法
第

十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
か
ら
第
六
十
八
条

十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
て
か
ら
第
六
十
八
条

の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
、
二
十
日
）
（
日
曜
日

の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
、
二
十
日
）
（
日
曜
日

、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

規
定
す
る
休
日
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
及
び

規
定
す
る
休
日
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
及
び

土
曜
日
は
、
算
入
し
な
い
。
）
と
す
る
。

土
曜
日
は
、
算
入
し
な
い
。
）
と
す
る
。

（
承
継
の
届
出
）

（
承
継
の
届
出
）

第
六
十
九
条

法
第
十
四
条
の
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
及

第
六
十
九
条

法
第
十
四
条
の
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
及

び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
三
項
の
当
該
承
認

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
五
項
の
当
該
承
認

事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根

事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根

拠
と
な
つ
た
資
料

拠
と
な
つ
た
資
料

三

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料

三

法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料

四

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提

四

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提
出
し

出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

五
～
十
二

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
小
児
用
の
医
薬
品
に
係
る
計
画
の
作
成
等
）

第
六
十
九
条
の
二

法
第
十
四
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
計
画
の
作
成
は
、
同

（
新
設
）



条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
用
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
及
び
法
第
十
四

条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
つ
て
既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、

分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
法
第
十
四

条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
資
料
の
収
集
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
小
児
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又

は
予
防
に
使
用
す
る
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
医
薬
品
の
製
造
の
管

（
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
医
薬
品
の
製
造
の
管

理
）

理
）

第
八
十
八
条

医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規

第
八
十
八
条

医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
医
薬
品
の
製

定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤

造
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
技

師
に
代
え
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ

術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
製
造
す
る
場
合

イ

一

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ

又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

か
に
該
当
す
る
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

医
療
用
ガ
ス
類
を
製
造
す
る
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

二

医
療
用
ガ
ス
類

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

当
す
る
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て
、
薬
剤
師
を
置
く
こ
と

（
新
設
）

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者

イ

大
学
等
で
、
薬
学
又
は
化
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

ロ

厚
生
労
働
大
臣
が
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す

る
と
認
め
た
者



２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
医
薬
品
の
製
造
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬

（
新
設
）

剤
師
に
代
え
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
は
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
技
術
者
を
置
い
た
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
と
す
る
。

３

第
一
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録

２

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を

を
受
け
た
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
製
造
業

受
け
た
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
製
造
業
者

者
は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
に
係
る

は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
に
係
る
製

製
造
所
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

造
所
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

当
す
る
技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
製
造
販
売
の
た
め
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
輸
入
に
係
る

（
製
造
販
売
の
た
め
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
輸
入
に
係
る

手
続
）

手
続
）

第
九
十
四
条

製
造
販
売
の
た
め
に
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
、

第
九
十
四
条

製
造
販
売
の
た
め
に
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
、

業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に

業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は
そ
の
申
請

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は
そ
の
申
請

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
製
造
の
た
め
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
輸
入
に
係
る
手
続

（
製
造
の
た
め
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
輸
入
に
係
る
手
続

）

）

第
九
十
五
条

製
造
の
た
め
に
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
、
業
と

第
九
十
五
条

製
造
の
た
め
に
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
、
業
と

し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸
入
し

し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸
入
し

よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証

よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は
そ
の
申
請

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は
そ
の
申
請

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）



（
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
医
薬
品
製
造

業
者
の
遵
守
事
項
）

第
九
十
六
条
の
二

医
薬
品
の
製
造
業
者
（
法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第

（
新
設
）

一
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
を
す
る
製
造
業
者
及
び

法
第
十
三
条
の
二
の
二
の
登
録
を
受
け
て
保
管
の
み
を
行
う
製
造
業
者
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術

者
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
医
薬
品
の
製
造
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

一

医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
を
置
く
こ
と
。

二

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
能
力
及

び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に
必
要
な
措
置

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
九
十
六
条
の
三

（
略
）

第
九
十
六
条
の
二

（
略
）

（
製
造
業
の
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
の
変
更
の
届
出
）

（
製
造
業
の
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

第
百
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

（
新
設
）

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
医

薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為

号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為

の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
、
地
方
厚
生
局
長

の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
、
地
方
厚
生
局
長

若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由

若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い

し
て
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い

て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書

（
新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
と
な
つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ
る
場

（
新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
と
な
つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ
る
場

合
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
等
の
新
た
に

医
薬
品
製
造
管
理
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

及
び
新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
な
つ
た
者
が
薬
剤
師
若
し
く
は
第
八

十
八
条
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
新
た
に
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術

者
と
な
つ
た
者
が
第
九
十
一
条
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
二
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

イ

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
等
の
新
た
に
医
薬
品
製
造

（
新
設
）

管
理
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

ロ

新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
な
つ
た
者
が
薬
剤
師
若
し
く
は
第
八

（
新
設
）

十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
新
た

に
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
と
な
つ
た
者
が
第
九
十
一
条
若
し
く
は

第
九
十
一
条
の
二
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ

法
第
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て

（
新
設
）

、
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は

、
当
該
医
薬
品
製
造
管
理
者
が
第
八
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師

以
外
の
技
術
者
を
置
く
理
由
を
記
載
し
た
書
類
、
医
薬
品
製
造
管
理
者

補
佐
薬
剤
師
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
医
薬
品
製

造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類
並
び
に
医

薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
能
力
及
び

経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
計
画

三

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

（
新
設
）

る
書
類

イ

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
新
た
に
医
薬
品
製
造
管

理
者
補
佐
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

ロ

医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
能
力

及
び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
計

画



（
資
料
の
保
存
）

（
資
料
の
保
存
）

第
百
一
条

医
薬
品
等
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ

第
百
一
条

医
薬
品
等
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資

料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ

料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し

た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第

た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項

一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第
十
四
条
の
承
認

、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第
十
四
条
の
承
認
）
を

）
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再

受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査

審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
薬
品
（
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
薬
品
（
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第

二
の
二
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た

一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
再

日
か
ら
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る

審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

二

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料

再
審
査
が
終

二

法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

了
す
る
ま
で
の
期
間

含
む
。
）
に
規
定
す
る
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料

再

審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
条

令
第
十
九
条
に
規
定
す
る
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第

第
百
三
条

令
第
十
九
条
に
規
定
す
る
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に

記
載
す
る
事
項
は
、
第
四
十
九
条
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事

記
載
す
る
事
項
は
、
第
四
十
九
条
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事

項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
四
条

選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は

第
百
四
条

選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は

、
第
九
十
二
条
各
号
及
び
第
九
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

、
第
九
十
二
条
各
号
及
び
第
九
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項

ロ

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項

及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認

及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認

の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ホ

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

ホ

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚

り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準

生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
又
は
第
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定

る
法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
又
は
第
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条

り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
二

の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

十
四
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
生
物
由
来
製
品
に
係
る
感
染
症

労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
生
物
由
来
製
品
に
係
る
感
染
症
定
期

評
価
報
告
及
び
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

報
告
及
び
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚

り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三

（
略
）

三

（
略
）

（
情
報
の
提
供
）

（
情
報
の
提
供
）

第
百
六
条

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
医
薬

第
百
六
条

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
医
薬

品
等
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

品
等
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ

一

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ

れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項

れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
さ
れ

の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
さ
れ

た
事
項
及
び
変
更
理
由

た
事
項
及
び
変
更
理
由

二

法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二

二

法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項

三

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
、
法

十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
、
法

第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査

第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
再
審
査



の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
十
九
条
の
四
に
お

の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
十
九
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
六
第
一
項
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
六
第
一
項
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提

出
し
た
資
料
の
写
し

出
し
た
資
料
の
写
し

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

第
百
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条

る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条

の
二
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
三
条
の
九
か
ら
第
六

の
二
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
三
条
の
九
か
ら
第
六

十
九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第

十
九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
の

一
項
中
「
様
式
第
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
五
」
と
、
第
四
十

四
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
四
の
四

八
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
六
」
と
、

」
と
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第

第
五
十
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
七
」

五
十
五
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「

と
、
第
五
十
三
条
の
十
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
六
の
五
」
と
あ
る
の
は
「

様
式
第
五
十
六
」
と
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
五
」
と
あ
る
の

様
式
第
五
十
七
の
二
」
と
、
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
様
式
第

は
「
様
式
第
五
十
七
」
と
、
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
様
式
第

二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第

二
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第

二
十
七
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
の
二
」
と
、
第
五
十
六
条
中

二
十
七
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
の
二
」
と
、
第
五
十
六
条
中

「
様
式
第
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
九
」
と
、
第
六
十
四
条
第
二

「
様
式
第
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
九
」
と
、
第
六
十
四
条
第
二

項
中
「
様
式
第
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
」
と
、
第
六
十
六
条

項
中
「
様
式
第
三
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
」
と
、
第
六
十
六
条

第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
一
」
と
、
第
六

第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
一
」
と
、
第
六

十
七
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
」
と

十
七
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
」
と

、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
様

、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
様

式
第
六
十
二
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
三
」
と
あ
る

式
第
六
十
二
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
三
」
と
あ
る

の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
三
」
と
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
中
「
様
式
第

の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
三
」
と
、
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
中
「
様
式
第

三
十
七
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
四
」
と
、
第
六
十
八
条
の

三
十
七
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
四
」
と
、
第
六
十
八
条
の

九
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
五

九
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
五

」
と
、
第
六
十
八
条
の
十
三
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
八
」
と
あ
る
の

」
と
、
第
六
十
八
条
の
十
三
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
八
」
と
あ
る
の

は
「
様
式
第
六
十
二
の
六
」
と
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
二
項
中
「
様
式
第

は
「
様
式
第
六
十
二
の
六
」
と
、
第
六
十
八
条
の
十
四
第
二
項
中
「
様
式
第

三
十
七
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
七
」
と
、
第
六
十
八
条
の

三
十
七
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の
七
」
と
、
第
六
十
八
条
の

十
五
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の

十
五
第
一
項
中
「
様
式
第
三
十
七
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
二
の



八
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式

八
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
様
式
第
三
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式

第
六
十
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
登
録
の
申
請
）

（
製
造
業
の
登
録
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
九

（
略
）

第
百
十
四
条
の
九

（
略
）

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
該
当
す
る
場

（
新
設
）

合
で
あ
つ
て
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の

技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
当
該
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
補
佐
す
る
薬
剤

師
（
以
下
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
」
と
い
う
。

）
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤

師
が
薬
剤
師
で
あ
る
旨

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都

。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都

道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が

道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が

付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
該
当
す
る
場

（
新
設
）

合
で
あ
つ
て
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の

技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
が
第
百

十
四
条
の
五
十
三
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以

外
の
技
術
者
を
置
く
理
由
を
記
載
し
た
書
類
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造

管
理
者
補
佐
薬
剤
師
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
体
外

診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る

書
類
並
び
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置

く
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
計
画

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）



４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
製
造
業
の
登
録
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
製
造
業
の
登
録
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
十
四

令
第
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二
十

第
百
十
四
条
の
十
四

令
第
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
該
当
す
る
場

（
新
設
）

合
で
あ
つ
て
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の

技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師

の
氏
名
及
び
住
所

六

（
略
）

五

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
四
条
の
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は

第
百
十
四
条
の
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は

、
第
百
十
四
条
の
十
か
ら
第
百
十
四
条
の
十
三
ま
で
及
び
第
百
十
四
条
の
十

、
第
百
十
四
条
の
十
か
ら
第
百
十
四
条
の
十
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

第
百
十
四
条
の
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第

第
百
十
四
条
の
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
と
し
て
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

用
医
薬
品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健

、
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保

衛
生
上
著
し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

健
衛
生
上
著
し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
十
四
条
の
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
に

第
百
十
四
条
の
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
の
規
定

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
百
十

品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付



定
め
る
資
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
及
び
申
請
に
係
る
医
療

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
及
び
申

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
構
造
、
性
能
等
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
構
造
、
性
能
等
に
応
じ
、

げ
る
資
料
と
す
る
。

当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
料
と
す
る
。

一

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

一

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
も
の

ヘ

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
資
料
（
診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
個

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
資
料

人
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
含

む
。
）

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

チ

臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る

チ

臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
資
料
（
診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ

る
個
人
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
て
作
成
さ
れ
た
資
料

を
含
む
。
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
、
当

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定

該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

に
よ
り
第
百
十
四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の

他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る

そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
法
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一

部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と

し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に

添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の
猶
予
）

添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の
猶
予
）

第
百
十
四
条
の
十
九
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
二
十
三
条
の

第
百
十
四
条
の
十
九
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
二
十
三
条
の

二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受

二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受

け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い

け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い



て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
ト
及
び
チ
又
は
第
二
号
イ
か
ら

て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
ト
及
び
チ
又
は
第
二
号
イ
か
ら

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

相
当
の
期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
当
の
期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作

成
さ
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

成
さ
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
百
十
四
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十

第
百
十
四
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
と
す
る
。

医
療
機
器
と
す
る
。

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十

第
百
十
四
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
は
、
医
療

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資

機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平

料
は
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す

成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
、
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施

る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
、
医
療
機
器
の
臨
床

の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
及
び

試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十

医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
に
関
す
る
省
令
に
定
め

六
号
）
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
に
関
す
る

る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成

省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規

項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与

定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与

え
な
い
旨
の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の

え
な
い
旨
の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の

性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て

性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
）



（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

き
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
係

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く

は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又

は
特
定
用
途
医
療
機
器
若
し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特

に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検

証
す
る
た
め
の
十
分
な
人
数
を
対
象
と
す
る
臨
床
試
験
若
し
く
は
臨
床
性

能
試
験
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
き
又
は
そ
の
実
施
に
相
当
の
時
間
を
要

す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
係

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
若
し
く

は
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
先
駆
的
医
療
機
器
若
し
く
は
先
駆
的
医
薬
品
又

は
特
定
用
途
医
療
機
器
若
し
く
は
特
定
用
途
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
上
特

に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
焼

灼

そ
の
他
の

し
や
く

物
的
な
機
能
に
よ
り
人
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
臨
床
試

験
又
は
臨
床
性
能
試
験
を
実
施
し
な
く
と
も
そ
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

（
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
一
部
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と

と
す
る
場
合
の
手
続
）

（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五

項
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
臨
床
試
験
又
は
臨
床
性
能
試
験
の

試
験
成
績
に
係
る
も
の
の
添
付
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
第
百
十
四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二
十



四
第
一
項
の
申
請
書
に
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
事
実
に
関
す
る
資
料
を
添

付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
添
付

資
料
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申

請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
臨
床
試
験
又
は
臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績
に
係
る
も
の
の
添
付

を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
臨
床
試
験
等
の

試
験
成
績
の
提
出
免
除
」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
百
十
四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二

十
四
第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
百
十
四
条
の
十
九
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
添
付
資
料
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
床
試
験
等
の
試
験
成
績

の
提
出
免
除
が
で
き
る
。

５

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
臨
床
試
験
等
の
試
験
成
績

の
提
出
免
除
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
評

価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
臨
床
試
験
又
は
臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績

そ
の
他
必
要
な
資
料
が
存
在
し
な
い
と
き

二

そ
の
使
用
及
び
取
扱
い
に
係
る
条
件
の
設
定
及
び
医
療
機
器
等
リ
ス
ク

管
理
（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等

製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
医
療
機
器
等
リ
ス
ク
管
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し

て
も
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を

確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

６

第
三
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
に
関
連
す
る
医
学
医
術
に
関
す
る
学
術
団
体

と
連
携
し
て
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
を
作
成
す
る
た
め
の
計
画
を
含
む
医
薬
品
、
医



薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安

全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
医
療

機
器
等
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ

と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
」
と
す
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の

他
の
資
料
の
提
出
に
係
る
手
続
）

（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
（
同
条
第

十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第

十
五
項
の
承
認
（
以
下
「
医
療
機
器
等
条
件
付
き
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受

け
た
者
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第

二
十
二
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
添
え
て
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
調
査
の
た
め
必

要
と
認
め
て
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
見
本
品
そ
の
他
の

資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
医
療
機
器
等
条
件
付
き
承
認
を
受
け
た
者

は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

医
療
機
器
等
条
件
付
き
承
認
を
受
け
た
者
が
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九

第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、

同
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
前
段
の
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
べ

き
資
料
）



（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
五

前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
に
つ

い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
四
十
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
後
段
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、

第
百
十
四
条
の
四
十
一
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
後
段
の
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
削
る
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
後
段
（
同

条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の
収
集
及
び
作

成
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期

限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評

価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
資
料
）

で
き
る
資
料
）

第
百
十
四
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の

第
百
十
四
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の

承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登
録

承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登
録

証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書
そ

証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書
そ

の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
資
料
の
う
ち
、
第
百
十
四

を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
資
料
の
う
ち
、
第
百
十
四

条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
ホ
又
は
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
資
料
の
一
部
に
代
え

条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
ホ
又
は
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
資
料
の
一
部
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

第
百
十
四
条
の
二
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
医
療
機
器
又

第
百
十
四
条
の
二
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
医
療
機
器
又



は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申

請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
九
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）

請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
九
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
十
三
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、

五
第
十
五
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、

第
百
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

第
百
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
百
十
四
条
の
二
十
五

医
療
機
器
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三

第
百
十
四
条
の
二
十
五

医
療
機
器
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更

以
外
の
も
の
と
す
る
。

以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二

に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二

の
五
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の

の
五
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
厚
生

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も

労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二

に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二

の
五
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の

の
五
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
十
四
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大

届
出
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
軽
微
な
変
更
を

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
軽
微
な
変
更
を

し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）



（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
二
十
七

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

第
百
十
四
条
の
二
十
七

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
の
五
第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項

の
二
の
五
第
一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項

第
百
十
四
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性

調
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
一
に
よ
る
申
請
書
を

調
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
一
に
よ
る
申
請
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

(

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項)

(

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項)

第
百
十
四
条
の
三
十

令
第
三
十
七
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適

第
百
十
四
条
の
三
十

令
第
三
十
七
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適

合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

当
該
品
目
が
属
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定

五

当
該
品
目
が
属
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定

す
る
区
分

す
る
区
分

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

（
製
造
所
が
同
一
で
な
い
場
合
で
も
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
を
要
し
な
い

（
製
造
所
が
同
一
で
な
い
場
合
で
も
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
を
要
し
な
い

製
造
所
の
製
造
工
程
）

製
造
所
の
製
造
工
程
）

第
百
十
四
条
の
三
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
二
号
の
厚
生
労

第
百
十
四
条
の
三
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
二
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）



（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
必
要
な
場
合
）

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
必
要
な
場
合
）

第
百
十
四
条
の
三
十
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、

第
百
十
四
条
の
三
十
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実

地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
以
下
こ
の

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
承
認
」
と
い
う
。
）
に
係
る
医
療
機
器
が
、
法
第
七
十
九

条
に
お
い
て
「
承
認
」
と
い
う
。
）
に
係
る
医
療
機
器
が
、
法
第
七
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条
件
と
し
て
当
該
承

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条
件
と
し
て
当
該
承

認
を
受
け
た
者
に
対
し
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

認
を
受
け
た
者
に
対
し
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

た
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
で
あ
る
場
合

た
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
で
あ
る
場
合

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
次
の
イ

六

承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ロ
の
承
継
が
あ
つ
た
日
以
降
、
イ
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器

ハ

ロ
の
承
継
が
あ
つ
た
日
以
降
、
イ
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項

第
一
号
に
規
定
す
る
区
分
に
属
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

第
一
号
に
規
定
す
る
区
分
に
属
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

品
（
当
該
承
継
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す

品
（
当
該
承
継
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す

る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
前
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
み
を

断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
前
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
み
を

す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体

す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器

外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
同
一
の
製
造
工
程
が
、
当
該

製
造
所
に
お
い
て
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

製
造
所
に
お
い
て
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
項
（
第
百
十
八
条
第
一
項
及

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
項
（
第
百
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面

び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面

に
よ
る
調
査
若
し
く
は
実
地
の
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の

に
よ
る
調
査
若
し
く
は
実
地
の
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
基
準
適
合
証
の
交
付
）

（
基
準
適
合
証
の
交
付
）

第
百
十
四
条
の
三
十
四

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三
十
四

（
略
）

２

基
準
適
合
証
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
法
第
二

２

基
準
適
合
証
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
法
第
二

十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
又
は
第

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
又
は
第

四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外

四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外

診
断
用
医
薬
品
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
併
せ
て
、
当
該
区

診
断
用
医
薬
品
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
併
せ
て
、
当
該
区

分
の
特
性
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
調
査
を
行
つ
た
旨
を
示
す
書
類
を
交
付
す

分
の
特
性
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
調
査
を
行
つ
た
旨
を
示
す
書
類
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
基
準
適
合
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

（
基
準
適
合
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
五

令
第
三
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様

第
百
十
四
条
の
三
十
五

令
第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様

式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
適
合
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
基
準
適
合
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六

令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様

第
百
十
四
条
の
三
十
六

令
第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様

式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査

）
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
法
第
二

十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（
次
条
及
び
第
百
十
四
条
の
三
十
七
第
七
項
に
お

い
て
「
医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
」
と
い
う
。
）
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
調
査
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外

診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は

死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
（
第
百
十
四
条
の
三

十
六
の
四
第
二
号
、
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
七
第
一
項
、
第
百
十
四
条
の



三
十
八
の
二
、
第
百
十
四
条
の
四
十
第
一
項
、
第
百
十
四
条
の
四
十
三
第
一

項
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
五
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
七
の
二
、
第
百
三

十
七
条
の
三
十
九
第
一
項
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
第
一
項
及
び
第
百
三
十

七
条
の
四
十
三
に
お
い
て
「
不
具
合
等
」
と
い
う
。
）
の
発
現
状
況
並
び
に

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行

う
調
査
そ
の
他
の
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
に
関
す
る
調
査
の
申
請
に
係
る
手
続
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
三

医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
は
、
法

（
新
設
）

第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
二
十
六
の
五

に
よ
る
申
請
書
に
添
え
て
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
の
た
め

必
要
と
認
め
て
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
見
本
品
そ
の
他

の
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者

は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
が
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第

一
項
の
指
定
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
同

項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に

よ
る
資
料
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
の
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す

べ
き
資
料
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
の

（
新
設
）

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
添
付
を
要
し
な
い
合
理
的
理

由
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
資
料

二

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
、
当

該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況
並
び
に

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に



行
う
調
査
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
後
段
の

（
新
設
）

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は

、
第
百
十
四
条
の
四
十
一
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
後
段
の
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
後
段
の

（
新
設
）

資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は

与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
緊
急
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効

（
緊
急
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績

性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け

に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け

た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
行

た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
行

う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
四
項
の
調
査
は
、
当
該
期
限
（
同
条
第

う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
調
査
は
、
当
該
期
限
（
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
ま

三
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
ま

で
の
期
間
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
等
の
発
現

で
の
期
間
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
に
よ
る
も

状
況
そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
行
う

の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と

も
の
と
す
る
。

疑
わ
れ
る
感
染
症
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に

対
す
る
報
告
は
、
当
該
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

対
す
る
報
告
は
、
当
該
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の



製
造
販
売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

製
造
販
売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ

年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ

つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了

つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了

後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
に
対
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

（
機
構
に
対
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
七

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項

第
百
十
四
条
の
三
十
七

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を

の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し

第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
後
段
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
後
段
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三

十
七
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に

十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者
は

に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
者

、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
五
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
五
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請

に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の

に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の

申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か

二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
三
十

ど
う
か
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
第
百
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
第
百

四
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第

十
四
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二

一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

者
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該
調

る
者
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該



査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

６

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項

三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
医

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
医

療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九
第
五

療
機
器
等
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九
第
五

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
各
号
に

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ

る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
二
十
三
条

る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
二
十
三
条

の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚

の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

７

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

と
き
は
、
医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
令
第
三
十
七

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ

条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ

と
と
し
た
と
き
は
、
医
療
機
器
等
条
件
付
き
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に

て
当
該
医
療
機
器
等
条
件
付
承
認
に
係
る
も
の
に
係
る
当
該
調
査
の
申
請
を

令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
薬
品
で
あ
つ
て
当
該
医
療
機
器
等
条
件
付
き
承
認
に
係
る
も
の
に
係
る
当

該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係

８

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
二
十
七
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係

る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
の
申
請
書
に
添
付

る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
調
査
の
申
請
書
に
添
付
し

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

９

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

９

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
三
十
六

三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の

の
三
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
厚
生

四
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
厚
生
労

労
働
大
臣
が
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ

働
大
臣
が
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る

る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

る
。

。



第
八
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
は
、
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
四
の

第
八
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
五
の

10

10

資
料
と
す
る
。

資
料
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
三
十
八

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三
十
八

（
略
）

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三

定
を
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三

条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
管

条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
管

理
又
は
製
造
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二

理
又
は
製
造
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二

十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
二
に
よ
る
通
知
書
に
よ

よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
二
に
よ
る
通
知
書
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の

通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
例
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
調
査
）

第
百
十
四
条
の
三
十
八
の
二

令
第
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
の
厚

（
新
設
）

生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
調
査
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用

医
薬
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関

す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
そ
の
他
の
当
該
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と

す
る
。

（
使
用
成
績
評
価
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
使
用
成
績
評
価
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
十
四
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
の
医
療
機
器
又
は
体

第
百
十
四
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
前

外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚

条
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、
申
請
に
係
る
医
療
機

生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
と
す
る
。



医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す

る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
当

該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関

す
る
資
料
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
使
用
成
績
評
価
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
使
用
成
績
評
価
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
十
四
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る

第
百
十
四
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る

資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第

合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第

十
三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条

十
五
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条

件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処

件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処

分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に

分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に

関
す
る
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

関
す
る
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及

す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

び
結
果
の
報
告
等
）

第
百
十
四
条
の
四
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療

第
百
十
四
条
の
四
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
（

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付

し
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二

し
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二

十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
の
調
査
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
期
間

十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
の
調
査
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
期
間

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の

期
間
）
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況

期
間
）
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
に
よ
る
も
の
と

そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の

疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ

と
す
る
。

れ
る
感
染
症
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
機
構
に
対
す
る
使
用
成
績
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

（
機
構
に
対
す
る
使
用
成
績
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
百
十
四
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す



る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調

の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
確
認
等
」
と
い
う
。

査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
確
認
等
」
と
い
う
。

）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
三
十
二
に
規
定
す

）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
三
十
一
に
規
定
す

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第

一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
医
療
機
器
等

一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
医
療
機
器
等

確
認
等
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
認
等
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
変
更

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
変
更

）

）

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
の
製
造

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
の
製
造

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
変
更
と
し
て

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
変
更
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
五
及
び
第
百
十
四

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
五
及
び
第
百
十
四

条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
変
更
以
外
の
変
更
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
変
更
以
外
の
変
更
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
申
請

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
申
請

を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
変
更
以
外
の
変
更

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
変
更
以
外
の
変
更

イ

変
更
計
画
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
確
認
を
受
け
た
者
が

イ

変
更
計
画
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
確
認
を
受
け
た
者
が

既
に
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
基
準

既
に
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
基
準

適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
製
品
群

適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
製
品
群

区
分
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
別
に

区
分
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
別
に

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
も
の
に
係
る
変

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
も
の
に
係
る
変

更

更

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条
件

二

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条
件

と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項

と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
た
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
変
更

ら
な
い
と
さ
れ
た
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
変
更

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）



（
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
八

令
第
三
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
八

令
第
三
十
七
条
の
三
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と

医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十

令
第
三
十
七
条
の
三
十
七
の
規
定
に
よ
る
医
療

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十

令
第
三
十
七
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
る
医
療

機
器
等
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
七
に
よ

機
器
等
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
七
に
よ

る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
一

令
第
三
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
に
規
定
す

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
一

令
第
三
十
七
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す

る
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と

る
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
三
十
七
条
の
三
十
七
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
の

三

令
第
三
十
七
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認
の

結
果
を
通
知
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
通
知
の
年
月
日
及
び
番
号

結
果
を
通
知
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
通
知
の
年
月
日
及
び
番
号

（
機
構
に
対
す
る
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
の
申
請
）

（
機
構
に
対
す
る
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
一
項
の
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
一
項
の
確
認
を
行
わ
せ
る
こ
と

と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
三
十
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外

と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体

診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
確
認
の
申

外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
確
認
の

請
者
は
、
機
構
に
当
該
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
承
継
の
届
出
）

（
承
継
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
四
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

第
百
十
四
条
の
四
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
三
項

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
五
項

の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
に
規
定
す
る
使
用
の
成
績
に
関
す

る
資
料
そ
の
他
の
資
料

四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て

四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て

提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

五
～
十
二

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

（
薬
剤
師
以
外
の
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製

の
製
造
の
管
理
）

造
の
管
理
）

第
百
十
四
条
の
五
十
三
の
二

（
略
）

第
百
十
四
条
の
五
十
三
の
二

（
略
）

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
工
程
の
み
を

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

行
う
製
造
所
の
製
造
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
の
規
定

当
該
製
造
所
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

に
よ
り
、
当
該
製
造
所
の
管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
次
の
各
号
の

掲
げ
る
技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
管
理
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
工
程
の
み
行
う
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ

一

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学
又

か
に
該
当
す
る
者

は
化
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

イ

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学
又

又
は
化
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

は
化
学
に
関
す
る
科
目
を
修
得
し
た
後
、
医
薬
品
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

ロ

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学

品
の
製
造
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

又
は
化
学
に
関
す
る
科
目
を
修
得
し
た
後
、
医
薬
品
又
は
体
外
診
断
用

三

厚
生
労
働
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有

医
薬
品
の
製
造
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

す
る
と
認
め
た
者

ハ

厚
生
労
働
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験

を
有
す
る
と
認
め
た
者

二

薬
剤
師
を
置
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

大
学
等
で
、
薬
学
又
は
化
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

ロ

厚
生
労
働
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有

す
る
と
認
め
た
者



３

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
当
該
製
造
所
の

（
新
設
）

管
理
に
つ
い
て
、
薬
剤
師
に
代
え
、
同
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

技
術
者
を
も
つ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品

製
造
管
理
者
と
し
て
技
術
者
を
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
と
す
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
十
四
条
の
五
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医

第
百
十
四
条
の
五
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
原
型
医
療
機
器

十
一

再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
原
型
医
療
機
器

の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国

の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国

指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を

指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を

速
や
か
に
提
供
す
る
こ
と
。

速
や
か
に
提
供
す
る
こ
と
。

イ

再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

イ

再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器

項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器

等
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る

等
製
造
販
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る

第
百
十
四
条
の
七
十
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を

第
百
十
四
条
の
七
十
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を

受
け
た
場
合
）
は
、
当
該
承
認
が
与
え
ら
れ
た
旨

受
け
た
場
合
）
は
、
当
該
承
認
が
与
え
ら
れ
た
旨

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
十
四
条
の
五
十
四
の
四

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
（
法
第
二
十

（
新
設
）

三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
一
号
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬

品
に
つ
い
て
の
み
そ
の
製
造
を
す
る
製
造
業
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ

の
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く

場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
を
置
く
こ
と
。

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四



第
十
一
項
に
規
定
す
る
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に

必
要
な
措
置

（
製
造
販
売
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る

（
製
造
販
売
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る

手
続
）

手
続
）

第
百
十
四
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

第
百
十
四
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と

薬
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と

き
ま
で
に
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ

き
ま
で
に
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又

は
そ
の
申
請

は
そ
の
申
請

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
製
造
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る
手
続

（
製
造
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る
手
続

）

）

第
百
十
四
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

第
百
十
四
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に

を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又

は
そ
の
申
請

は
そ
の
申
請

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
製
造
業
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
変
更
の
届
出
）

（
製
造
業
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
七
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変

第
百
十
四
条
の
七
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変

更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
該
当
す
る
場

（
新
設
）



合
で
あ
つ
て
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以
外
の

技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師

の
氏
名
及
び
住
所

五

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為

号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為

の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た

事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
氏
名
に
係
る
届

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
氏
名
に
係
る
届

書
（
新
た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
と
な
つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ

書
（
新
た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
と
な
つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ

る
場
合
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
等
の
新

た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す

る
書
類
及
び
新
た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
と
な
つ
た
者
が
第
百
十
四
条

の
五
十
二
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
新
た
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
製

造
管
理
者
と
な
つ
た
者
が
薬
剤
師
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

イ

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
等
の
新
た
に
医
療
機
器
責

（
新
設
）

任
技
術
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

ロ

新
た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
と
な
つ
た
者
が
第
百
十
四
条
の
五
十

（
新
設
）

二
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
新
た
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管

理
者
と
な
つ
た
者
が
薬
剤
師
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
項
た
だ
し
書
第
二
号
に
該
当
す
る

（
新
設
）

場
合
で
あ
つ
て
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
薬
剤
師
以

外
の
技
術
者
を
置
く
と
き
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
が
第

百
十
四
条
の
五
十
三
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
者
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て

薬
剤
師
以
外
の
技
術
者
を
置
く
理
由
を
記
載
し
た
書
類
、
体
外
診
断
用

医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製

造
業
者
の
新
た
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
と
な



つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類
並
び
に
体
外
診
断
用
医
薬

品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
十
一
項
に
規
定

す
る
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た
め
に
必
要
な
措
置
に

関
す
る
計
画

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

（
新
設
）

る
書
類

イ

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
製
造
業
者
の
新
た
に
体
外
診
断
用
医

薬
品
製
造
管
理
者
補
佐
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証

す
る
書
類

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
と
し
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
薬
剤
師
を
置
く
た

め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
計
画

（
資
料
の
保
存
）

（
資
料
の
保
存
）

第
百
十
四
条
の
七
十
一

医
療
機
器
等
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
百
十
四
条
の
七
十
一

医
療
機
器
等
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
際

し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ

二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
）
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法

二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
）
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法

第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け

第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
承
認
（
法
第
二
十

れ
ば
な
ら
な
い
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
承
認
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。

三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。

）
を
受
け
た
日
か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

）
を
受
け
た
日
か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用
成

が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用
成

績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料

使
用

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
に
規
定
す
る
使
用
の
成
績
に
関
す

成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

る
資
料
そ
の
他
の
資
料

使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の



期
間

三

（
略
）

三

（
略
）

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
七
十
三

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

第
百
十
四
条
の
七
十
三

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百
十

の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百
十

四
条
の
二
十
七
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

四
条
の
二
十
七
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
十
四
条
の
七
十
四

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
遵
守

第
百
十
四
条
の
七
十
四

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
遵
守

す
べ
き
事
項
は
、
第
百
十
四
条
の
五
十
四
各
号
及
び
第
百
十
四
条
の
五
十
九

す
べ
き
事
項
は
、
第
百
十
四
条
の
五
十
四
各
号
及
び
第
百
十
四
条
の
五
十
九

の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

二

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の

ロ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の

ニ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
四

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
二
十
三
条

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
又

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
又

は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又

は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又

は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第

は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第

六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構

六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構

に
報
告
し
た
生
物
由
来
製
品
に
係
る
感
染
症
評
価
報
告
及
び
法
第
七
十

に
報
告
し
た
生
物
由
来
製
品
に
係
る
感
染
症
定
期
報
告
及
び
法
第
七
十



五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
規

三

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
不
具
合
の
発
生
、
不
具

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
不
具
合
の
発
生
、
不
具

合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ

合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ

の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
（
第
百
三
十
七
条
の
七
十
第
三

の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
（
以
下
「
不
具
合
等
」
と
い
う

号
に
お
い
て
「
不
具
合
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
の
根
拠
と
な
つ

。
）
に
関
す
る
事
項
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
を
、
利
用
し
な
く
な
つ
た
日

た
資
料
を
、
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ

か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著

し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。

（
情
報
の
提
供
）

（
情
報
の
提
供
）

第
百
十
四
条
の
七
十
六

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任

第
百
十
四
条
の
七
十
六

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任

外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供

外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い

て
承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

て
承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ

条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

て
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
六
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事

条
の
二
の
六
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事

項

項

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出

し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請

に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）



第
百
十
四
条
の
七
十
八

令
第
三
十
七
条
の
三
十
九
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

第
百
十
四
条
の
七
十
八

令
第
三
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の

（
機
構
に
よ
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の

届
出
の
状
況
の
通
知
）

届
出
の
状
況
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
七
十
八
の
二

令
第
三
十
七
条
の
三
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
百
十
四
条
の
七
十
八
の
二

令
第
三
十
七
条
の
三
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認

り
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認

取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
五
十
四
の
二
に

取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
五
十
四
の
二
に

よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
四
条
の
八
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
又
は
同
条
第
五

第
百
十
四
条
の
八
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
又
は
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
に
つ
い

て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
八
、
第
百
十
四
条
の
十
九
の
二
か
ら
第
百
十
四
条

て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
八
、
第
百
十
四
条
の
十
九
の
二
か
ら
第
百
十
四
条

の
二
十
六
ま
で
、
第
百
十
四
条
の
二
十
八
及
び
第
百
十
四
条
の
三
十
二
か
ら

の
二
十
六
ま
で
、
第
百
十
四
条
の
二
十
八
及
び
第
百
十
四
条
の
三
十
二
か
ら

第
百
十
四
条
の
四
十
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
十
四
条
の
四
十
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
九
」
と
あ
る
の
は
「

第
百
十
四
の
二
十
二
の
四
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
二
の
二
」
と
あ
る
の
は

様
式
第
六
十
三
の
二
十
三
」
と
、
第
百
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
様
式

「
様
式
第
五
十
四
の
四
」
と
、
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第

第
六
十
三
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
四
」
と
、
第
百
十

六
十
三
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
三
」
と
、
第
百
十
四

四
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
様
式

条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六

第
六
十
三
の
二
十
五
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
二
項
中
「
様
式
第
六

十
三
の
二
十
四
」
と
、
第
百
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三

十
三
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
六
」
と
、
第
百
十
四

の
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
五
」
と
、
第
百
十
四
条
の

条
の
三
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第

三
十
三
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十

六
十
三
の
二
十
七
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
三
第
一
項
中
「
様
式
第

三
の
二
十
六
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の

二
十
六
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
七
の
二
」
と
、
第
百
十
四
条
の

十
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
七
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三

三
十
七
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「

十
七
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様

様
式
第
六
十
三
の
二
十
八
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第
二
十
七
の
二
」

式
第
六
十
三
の
二
十
八
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
様
式
第
二
十
七
の
二
」
と

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
の
二
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
八
第
二
項

あ
る
の
は
「
様
式
第
五
十
八
の
二
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
八
第
二
項
中

中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
九
」

「
様
式
第
六
十
三
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
九
」
と



と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
九
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「

、
第
百
十
四
条
の
三
十
九
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
様

様
式
第
六
十
三
の
三
十
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
四
第
二
項
中
「
様
式
第

式
第
六
十
三
の
三
十
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
四
第
二
項
中
「
様
式
第
六

六
十
三
の
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
」
と
、
第
百
十

十
三
の
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
」
と
、
第
百
十
四

四
条
の
四
十
五
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
二
」
と
あ
る
の

条
の
四
十
五
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
二
」
と
あ
る
の
は

は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十

「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三

三
の
十
九
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
三
」
と
、
第

の
十
九
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
三
」
と
、
第
百

百
十
四
条
の
四
十
五
の
七
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
四
」
と
あ
る
の
は

十
四
条
の
四
十
五
の
七
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
四
」
と
あ
る
の
は
「

「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
四
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
九
第
一

様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
四
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
九
第
一
項

項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三

中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十

十
一
の
五
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
六
」
と
あ
る

一
の
五
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
六
」
と
あ
る
の

の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
六
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十

は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
六
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
中

中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十

「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一

一
の
七
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三

の
七
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の

の
十
九
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
八
」
と
、
第
百

十
九
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
八
」
と
、
第
百
十

十
四
条
の
四
十
五
の
十
五
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
九
」
と
あ

四
条
の
四
十
五
の
十
五
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
九
」
と
あ
る

る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
九
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の

の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
九
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
五
の
十

十
六
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六

六
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十

十
三
の
三
十
一
の
十
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
十

三
の
三
十
一
の
十
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
九
の
十
一

一
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
十
一
」
と
、
第
百
十
四
条

」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
の
十
一
」
と
、
第
百
十
四
条
の

の
四
十
六
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六

四
十
六
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十

十
三
の
三
十
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
の
三
十
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
八
条

（
略
）

第
百
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
二
十

三
項

三
第
七
項

条
の
二
十

五
項

三
第
七
項

四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十



条
の
二
十

三
項

三
第
七
項

条
の
二
十

五
項

三
第
七
項

五

（
略
）

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
二
十

四
項

三
第
八
項

条
の
二
十

六
項

三
第
八
項

六
第
一
項

（
略
）

（
略
）

六
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
二
十

三
項

三
第
七
項

条
の
二
十

五
項

三
第
七
項

六
第
二
項

六
第
二
項

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
二
十

項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ

三
第
四
項
又
は
第
六
項
（

条
の
二
十

項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ

三
第
四
項
又
は
第
六
項
（

八
第
一
項

ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

八
第
一
項

ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

場
合
を
含
む
。
）

含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

場
合
を
含
む
。
）

の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医

の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質

薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質

管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調

管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調

査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法

査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法

第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二

第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

条
の
三
十

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
三
十

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

三
第
一
項

項

三
第
六
項

三
第
一
項

項

三
第
六
項

各
号
列
記

各
号
列
記

以
外
の
部

以
外
の
部

分

分

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
三
十

項
又
は
第
十
三
項

三
第
六
項

条
の
三
十

項
又
は
第
十
五
項

三
第
六
項



三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
一
号

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
一
号

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

項

三
第
六
項

項

三
第
六
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
三
十

項
（
同
条
第
十
三
項

三
第
四
項
（
同
条
第
七
項

条
の
三
十

項
（
同
条
第
十
五
項

三
第
四
項
（
同
条
第
七
項

四
第
二
項

四
第
二
項

第
百
十
四

第
三
十
七
条
の
二
十
八
第
二

第
四
十
条
の
五
第
二
項

第
百
十
四

第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
二

第
四
十
条
の
五
第
二
項

条
の
三
十

項

条
の
三
十

項

五

五

第
百
十
四

第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
二

第
四
十
条
の
六
第
二
項

第
百
十
四

第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
二

第
四
十
条
の
六
第
二
項

条
の
三
十

項

条
の
三
十

項

六

六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

基
準
適
合
性
認
証

第
百
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

基
準
適
合
性
認
証

条
の
七
十

一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認

条
の
七
十

一
項
又
は
第
十
五
項
の
承
認

一
第
一
号

一
第
一
号

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

承
認

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

承
認

の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に

の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し

よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定

て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第

に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認

二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認

）

）

五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
二

五
年
間

五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
二

五
年
間

十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の

十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の

使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を

使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
承
認
（
法
第
二
十
三

薬
品
（
承
認
（
法
第
二
十
三



条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の

条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の

条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も

条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も

の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日

の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日

か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評

か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評

価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限

が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ

る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ

て
は
、
使
用
成
績
に
関
す
る

て
は
、
使
用
成
績
に
関
す
る

評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期

評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期

間

間

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

条
の
七
十

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

条
の
七
十

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

四

一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

三
第
一
項
又
は
第
七
項

四

一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

三
第
一
項
又
は
第
七
項

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
十
三
項

条
の
二
の
五
第
十
五
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四

（
略
）

（
略
）

条
の
七
十

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

同
条
第
六
項

条
の
七
十

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

同
条
第
六
項

六
第
一
項

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

六
第
一
項

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

第
一
号

五
第
十
三
項

第
一
号

五
第
十
五
項

第
百
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

基
準
適
合
性
認
証

第
百
十
四

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

基
準
適
合
性
認
証

条
の
七
十

第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に

条
の
七
十

一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

六
第
一
項

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

六
第
一
項

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

第
三
号

三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
の

第
三
号

条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承

承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出

認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し

し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法

た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第

第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に

二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お



お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使

条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用

用
成
績
に
関
す
る
評
価

成
績
に
関
す
る
評
価

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

（
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同

第
百
三
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同

条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
と

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
に
係

の
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
再
生
医
療
等
製
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著
し
く
不
適
当
な
場

る
場
合
は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生

合
と
す
る
。

上
著
し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三

第
百
三
十
七
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
生
医
療
等
製

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

。
）
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
百
三
十
七
条

定
め
る
資
料
は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝

の
二
十
七
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、
申
請

子
の
種
類
、
投
与
経
路
、
構
造
、
性
能
等
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
資
料
と
す

に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
の
種
類
、
投
与
経
路

る
。

、
構
造
、
性
能
等
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
資
料
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

七

臨
床
試
験
等
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

八

前
号
以
外
の
臨
床
等
で
得
ら
れ
た
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す

（
新
設
）

る
成
績
に
関
す
る
資
料
（
診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
個
人
の
心
身
の
状
態

に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
含
む
。
）

九
・
十

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
、
当

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定

該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

に
よ
り
第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
第

他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請

そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二

に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料



十
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
再
生
医
療
等
製
品
と
そ
の
構
成
細
胞
、

の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
資

導
入
遺
伝
子
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
が
同
一

料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第

性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
再
生

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
再
生
医
療
等
製
品
と
そ
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺

医
療
等
製
品
の
再
審
査
期
間
中
は
、
当
該
新
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
申
請

伝
子
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
が
同
一
性
を
有

に
お
い
て
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
医

す
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
再
生
医
療
等

学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。

製
品
の
再
審
査
期
間
中
は
、
当
該
新
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
申
請
に
お
い

て
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
医
学
薬
学

上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第

第
百
三
十
七
条
の
二
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（

十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
は
、
再

）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る

資
料
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
八
号
）
、
再
生
医
療
等
製
品

準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
八
号
）
、
再
生

の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省

医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年

令
第
八
十
九
号
）
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験

厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号

査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省

）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、
か

令
第
九
十
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収

つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一

項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十

項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十

六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。

六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。

）
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

）
又
は
同
条
第
十
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項

二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又

く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る

は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資

こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ

め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
資
料
）

で
き
る
資
料
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項

第
百
三
十
七
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項

の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登

の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
百
八
十
条
の
四
第
二
項
の
登

録
証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書

録
証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書

そ
の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

そ
の
他
の
当
該
原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち

類
を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち

、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
資

、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
資

料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
再
生
医
療

第
百
三
十
七
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
再
生
医
療

等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第

等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第

七
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ

七
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十

五
第
十
三
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、

五
第
十
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、

第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
厚
生
労
働

第
百
三
十
七
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ

第
百
三
十
七
条
の
二
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
様
式
第
七
十
五
の
四
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働

る
届
出
は
、
様
式
第
七
十
五
の
四
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。



２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
軽
微
な
変
更
を

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
軽
微
な
変
更
を

し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三

第
百
三
十
七
条
の
三
十

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事

条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
十
一
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三

第
百
三
十
七
条
の
三
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三

条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管

条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管

理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法

理
若
し
く
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査

定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査

」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
五
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労

」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
五
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
二

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
を
行
つ
た
者
が
令

第
百
三
十
七
条
の
三
十
二

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
実
施
者
（
令
第
四

第
四
十
三
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
う
再
生

十
三
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
実
施
者
を
い

医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
に
よ
る

う
。
）
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権
者
（

通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

同
条
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権
者
を
い
う
。
）
に

対
し
て
行
う
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七

十
五
の
六
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

（
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
三

再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
を
行
つ

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
三

再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
を
行
つ



た
者
が
令
第
四
十
三
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行

た
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権
者
（
令

う
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五

第
四
十
三
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権

の
六
の
三
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
機
構
が

者
を
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
の
結
果

厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
当
該
通
知
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の

の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
の
三
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の

三
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
結
果
の
通
知
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
も
の
と

と
す
る
。
た
だ
し
、
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
当
該
通
知
に
つ

す
る
。

い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
結
果
の
通
知
を
も

つ
て
こ
れ
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
基
準
確
認
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

（
再
生
医
療
等
製
品
基
準
確
認
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
六

令
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第
二
項
の
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
六

令
第
四
十
三
条
の
三
十
一
第
二
項
の
申
請
書

は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
基
準
確
認
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
再
生
医
療
等
製
品
基
準
確
認
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
七

令
第
四
十
三
条
の
三
十
三
第
二
項
の
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
七

令
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第
二
項
の
申
請
書

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
八

令
第
四
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定
す

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四
の
八

令
第
四
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
に
規
定
す

る
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は

る
再
生
医
療
等
製
品
区
分
適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
緊
急
承
認
又
は
条
件
及
び
期
限
付
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
の
使

（
緊
急
承
認
又
は
条
件
及
び
期
限
付
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
の
使

用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
）

用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
法
第
二
十

第
百
三
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
法
第
二
十

三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第

三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第

二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
当
該
承
認

二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
当
該
承
認

を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
調
査
は
、
当
該
期
限
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二
項
（
法
第

じ
。
）
の
調
査
は
、
当
該
期
限
（
同
条
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）



に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
ま
で
の

後
の
も
の
）
ま
で
の
期
間
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等
そ
の
他
の

期
間
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ

使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
係
る
審
査
又
は

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
係
る
審
査
又
は

調
査
の
申
請
）

調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
百
三
十
七
条
の
三
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と

機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と

と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品

と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品

に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者

に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
者

は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
五
項
後
段
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
二
十
五
第
五
項
後
段
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
五

。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
四

に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又

に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又

は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ

は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
七
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
七
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に

係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申

係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申

請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構

に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二

に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の

二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か

二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十

ど
う
か
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十

五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第

四
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
又
は
同
項
に
よ
る
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申

者
又
は
同
項
に
よ
る
同
条
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）



６

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

６

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項

三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
再

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
再

生
医
療
等
製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二

生
医
療
等
製
品
審
査
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二

十
三
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一

十
三
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大

臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第

臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第

二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経

含
む
。
）
の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経

由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
七

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
七

（
略
）

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果

の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

４

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の

て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の

通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
例
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
調
査
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
七
の
二

令
第
四
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
第
一
号
の

（
新
設
）



厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
使

用
成
績
に
関
す
る
調
査
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況

並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た

め
に
行
う
調
査
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
効
能
、
効
果
又
は
性
能
及
び
安

全
性
に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
調

査
そ
の
他
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す

る
調
査
と
す
る
。

（
再
審
査
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

（
再
審
査
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
の
再
生
医
療
等
製

第
百
三
十
七
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第

品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

百
三
十
七
条
の
三
十
八
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、

定
め
る
資
料
は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資

申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
当
該
再

料
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効

生
医
療
等
製
品
の
効
能
、
効
果
又
は
性
能
及
び
安
全
性
に
関
し
そ
の
製
造
販

性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
に
関

売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料
と
す
る
。

す
る
資
料
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
効
能
、
効
果
又
は
性
能
及
び
安
全
性

に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料
と

す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
再
審
査
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

（
再
審
査
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す

第
百
三
十
七
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す

る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二

条
第
十
一
項
の
承
認
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え

は
、
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
終
了
の
日
」
と
読
み

る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
三
条
の
二

替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
機
構
に
対
す
る
再
審
査
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

（
機
構
に
対
す
る
再
審
査
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
百
三
十
七
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条

の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調

の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と
い

査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
八
に
規

う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
七
に
規

定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審

定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審

査
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け

査
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
等
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
等
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
六

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百

５

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百

三
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

三
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件

十
六
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件

及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十

及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
十
一
項
の
承
認
を
与
え

三
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件

る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
三
条
の
三

及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分

十
一
の
再
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
再
評
価
の
終
了
の
日

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
再
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

（
機
構
に
対
す
る
再
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
百
三
十
七
条
の
四
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

調
査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と

調
査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と

い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
四
十
に
規

い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
九
に

定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
評

規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再



価
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け

評
価
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
八

令
第
四
十
三
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
八

令
第
四
十
三
条
の
四
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、

る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十

令
第
四
十
三
条
の
四
十
三
第
二
項
に
規
定
す

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十

令
第
四
十
三
条
の
四
十
二
第
二
項
に
規
定
す

る
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次

る
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
一

令
第
四
十
三
条
の
四
十
五
の
規
定
に
よ
る

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
一

令
第
四
十
三
条
の
四
十
四
の
規
定
に
よ
る

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
四

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
確
認
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
四

の
七
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
七
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
の
申
請
）

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十

二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
一
項
の
確
認
を
行
わ
せ
る
こ

二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
一
項
の
確
認
を
行
わ
せ
る
こ

と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製

と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製

品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
確
認
の
申
請
者
は
、
機

品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
確
認
の
申
請
者
は
、
機

構
に
当
該
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
に
当
該
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
承
継
の
届
出
）

（
承
継
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
九

法
第
二
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

第
百
三
十
七
条
の
四
十
九

法
第
二
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省



令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
三
項

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
一
項

の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
販
売
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
手
続
）

（
製
造
販
売
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
手
続
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と

第
百
三
十
七
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と

し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸

し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸

入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

入
し
よ
う
と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は

そ
の
申
請

そ
の
申
請

二

（
略
）

二

（
略
）

（
製
造
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
手
続
）

（
製
造
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
手
続
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と
し
て

第
百
三
十
七
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と
し
て

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸
入
し
よ
う

、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
輸
入
し
よ
う

と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

と
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
又
は
そ
の
写
し
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
又
は

そ
の
申
請

そ
の
申
請

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
資
料
の
保
存
）

（
資
料
の
保
存
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
七

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に

第
百
三
十
七
条
の
六
十
七

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際

し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
場

二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項

合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法

第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
）
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、

第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
）
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

再
生
医
療
等
製
品
（
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二

再
生
医
療
等
製
品
（
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二

十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く

十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く

。
）
を
受
け
た
日
か
ら
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え

。
）
を
受
け
た
日
か
ら
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
再
審
査
が
終
了
す
る
ま

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
再
審
査
が
終
了
す
る
ま

で
の
期
間

で
の
期
間

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
九

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十

第
百
三
十
七
条
の
六
十
九

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百

条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百

三
十
七
条
の
三
十
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

三
十
七
条
の
三
十
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

（
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が

第
百
三
十
七
条
の
七
十

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が

遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
第
百
三
十
七
条
の
五
十
五
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
第
百
三
十
七
条
の
五
十
五
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。



イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の

ロ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ホ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の

ホ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項

（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
二

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
二

十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六

十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六

項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又

項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又

は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
六

は
機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
六

十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報

十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報

告
し
た
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
感
染
症
評
価
報
告
及
び
法
第
七
十
五

告
し
た
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
感
染
症
定
期
報
告
及
び
法
第
七
十
五

条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し

条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し

た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三

（
略
）

三

（
略
）

（
情
報
の
提
供
）

（
情
報
の
提
供
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
二

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は

第
百
三
十
七
条
の
七
十
二

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は

、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る

、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て

一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て

承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
十
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て

の
二
十
五
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

三

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し

る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し

た
資
料
の
写
し
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

た
資
料
の
写
し
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の

十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の



写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
三
十
一
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

条
の
三
十
一
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四

令
第
四
十
三
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四

令
第
四
十
三
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変

（
機
構
に
よ
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変

更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
）

更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四
の
二

令
第
四
十
三
条
の
四
十
六
第
三
項
の
規
定
に

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四
の
二

令
第
四
十
三
条
の
四
十
五
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特

よ
り
機
構
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特

例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
五
十
四

例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
五
十
四

の
二
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
二
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
の
承
認
に
つ
い

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
承
認
に
つ
い

て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
二
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
の
二
か
ら
第

て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
二
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
の
二
か
ら
第

百
三
十
七
条
の
二
十
九
ま
で
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七

百
三
十
七
条
の
二
十
九
ま
で
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七

条
の
三
十
五
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
四
十
九
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

条
の
三
十
五
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
四
十
九
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
中
「
様
式
第
七
十
五
の
三
」

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
中
「
様
式
第
七
十
五
の
三
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
十
八
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
九
第

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
十
八
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
九
第

一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
十
九
」

一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
十
九
」

と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る

と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
及

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
及

び
第
五
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二

び
第
五
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二

十
一
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
八
中
「
様
式
第
七
十
五
の
九
」
と
あ
る

十
一
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
八
中
「
様
式
第
七
十
五
の
九
」
と
あ
る



の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
二
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
四
第
二
項

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
二
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
四
第
二
項

中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
三
」
と

中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
三
」
と

、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
二
」
と
あ
る

、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
二
」
と
あ
る

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
四
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
四
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項

中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
」

中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
」

と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の

と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の

二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中

二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五

「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五

の
三
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
七
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の

の
三
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
七
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の

十
四
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
四
」
と
、
第
百
三

十
四
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
四
」
と
、
第
百
三

十
七
条
の
四
十
八
の
九
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
五
」
と
あ
る

十
七
条
の
四
十
八
の
九
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
五
」
と
あ
る

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
五
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の

の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
五
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の

十
三
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七

十
三
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七

十
五
の
二
十
五
の
六
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
四
第
二
項
中
「

十
五
の
二
十
五
の
六
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
四
第
二
項
中
「

様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の

様
式
第
七
十
五
の
十
四
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の

七
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
五
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の

七
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
八
の
十
五
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の

十
四
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
八
」
と
、
第
百
三

十
四
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
の
八
」
と
、
第
百
三

十
七
条
の
四
十
九
第
二
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様

十
七
条
の
四
十
九
第
二
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様

式
第
七
十
五
の
二
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

式
第
七
十
五
の
二
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
申
請
）

（
店
舗
販
売
業
の
許
可
の
申
請
）

第
百
三
十
九
条

（
略
）

第
百
三
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

３

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
二
類
医
薬
品
（
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
除
く
。
次
項
第
二
号
ニ
及
び

四

第
二
類
医
薬
品
（
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
除
く
。
次
項
第
二
号
ハ
及
び

第
百
四
十
七
条
の
七
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
百
四
十
七
条
の
七
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

４

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

４

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
販
売
を
行
う
医
薬
品
の
区
分

二

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
販
売
を
行
う
医
薬
品
の
区
分

イ

要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）

（
新
設
）

ロ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
販
売
等
）

第
百
四
十
七
条
の
三

削
除

第
百
四
十
七
条
の
三

店
舗
販
売
業
者
は
、
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品

（
一
般
用
医
薬
品
に
限
る
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又

は
登
録
販
売
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

イ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
若
年
者

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
及
び
年
齢

ロ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該

医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
他
の
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業

者
又
は
配
置
販
売
業
者
か
ら
の
当
該
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
以
外
の

濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
購
入
又
は
譲
受
け
の
状
況

ハ

当
該
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
適
正

な
使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
を
超
え
て
当
該
医
薬
品
を

購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

ニ

そ
の
他
当
該
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
目
的
と
す
る
購
入
又
は
譲
受

け
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二

当
該
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又

は
登
録
販
売
者
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
事
項
を
勘
案
し
、
適

正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
に
限
り
、
販
売
し
、
又
は

授
与
さ
せ
る
こ
と
。

（
特
定
販
売
の
方
法
等
）

（
特
定
販
売
の
方
法
等
）

第
百
四
十
七
条
の
七

店
舗
販
売
業
者
は
、
特
定
販
売
を
行
う
場
合
は
、
次
に

第
百
四
十
七
条
の
七

店
舗
販
売
業
者
は
、
特
定
販
売
を
行
う
場
合
は
、
次
に



掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
店
舗
に
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
い
る
要
指
導
医
薬
品
（
特

一

当
該
店
舗
に
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
て
い
る
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し

定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

、
又
は
授
与
す
る
こ
と
。

与
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
定
販
売
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と
き
は
、
要
指
導
医
薬

三

特
定
販
売
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と
き
は
、
第
一
類
医
薬

品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
第
一
類
医
薬
品
、
指
定
第
二
類

品
、
指
定
第
二
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の
区
分

医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
の
区
分
ご
と
に
表
示
す
る

ご
と
に
表
示
す
る
こ
と
。

こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
配
置
）

第
百
四
十
九
条
の
七

削
除

第
百
四
十
九
条
の
七

配
置
販
売
業
者
は
、
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品

（
一
般
用
医
薬
品
に
限
る
。
）
を
配
置
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
配
置
販
売
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登

録
販
売
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

イ

当
該
医
薬
品
を
配
置
販
売
に
よ
つ
て
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
若
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
及
び

年
齢

ロ

当
該
医
薬
品
を
配
置
販
売
に
よ
つ
て
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う

と
す
る
者
及
び
当
該
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
他
の
薬
局
開

設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
か
ら
の
当
該
医
薬
品
及
び

当
該
医
薬
品
以
外
の
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
の
購
入
又
は
譲

受
け
の
状
況

ハ

当
該
医
薬
品
を
配
置
販
売
に
よ
つ
て
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
、
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
を
超

え
て
当
該
医
薬
品
の
配
置
を
求
め
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

ニ

そ
の
他
当
該
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
目
的
と
す
る
配
置
販
売
に
よ

る
購
入
又
は
譲
受
け
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二

当
該
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
配
置
販
売
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登



録
販
売
者
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
事
項
を
勘
案
し
、
適
正
な

使
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
に
限
り
、
配
置
さ
せ
る
こ
と
。

（
薬
局
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

（
薬
局
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

第
百
五
十
八
条
の
八

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定

第
百
五
十
八
条
の
八

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局

に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ

に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

一

当
該
薬
局
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指

導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ

導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ

と
。

と
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

(

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
特
例)

(

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
特
例)

第
百
五
十
八
条
の
十

（
略
）

第
百
五
十
八
条
の
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
お

３

薬
局
開
設
者
は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ

い
て
は
、
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ

う
と
す
る
者
又
は
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

う
と
す
る
者
又
は
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受

け
ら
れ
た
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
令
第
七
十
四
条
の

け
ら
れ
た
当
該
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
令
第
七
十
四
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
六
条
の
四
第

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
六
条
の
四
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
対
面
又
は
電
話
に
よ
り
行
う
こ
と
を
希

四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
対
面
又
は
電
話
に
よ
り
行
う
こ
と
を
希

望
す
る
場
合
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す

望
す
る
場
合
は
、
そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す

る
薬
剤
師
に
、
対
面
又
は
電
話
に
よ
り
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
な
け

る
薬
剤
師
に
、
対
面
又
は
電
話
に
よ
り
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
等
）

（
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
等
）

第
百
五
十
八
条
の
十
一

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六

第
百
五
十
八
条
の
十
一

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六



条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
要
指
導
医
薬
品
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
方

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
要
指
導
医
薬
品
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従

法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従

事
す
る
薬
剤
師
に
販
売
さ
せ
、
又
は
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
す
る
薬
剤
師
に
販
売
さ
せ
、
又
は
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
七
条
の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
（
対
面
に
よ
る
も
の
を
除

（
新
設
）

く
。
）
で
情
報
提
供
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
要
指
導
医
薬
品
を
購
入

し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
薬
剤
師
に
よ
つ
て
当
該
情
報
提

供
が
行
わ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
情
報
提
供
を
行

つ
た
薬
剤
師
に
販
売
さ
せ
る
こ
と
。

（
特
定
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
等
）

第
百
五
十
八
条
の
十
一
の
二

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三

（
新
設
）

十
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
要
指
導
医
薬
品
に
つ
き
、
前
条

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又

は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
対
面
に

よ
り
販
売
さ
せ
、
又
は
授
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
定
要
指
導
医
薬
品
が
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
薬
剤
師
の

対
面
に
よ
る
販
売
又
は
授
与
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
さ
れ
た
理

由
を
踏
ま
え
た
対
応
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
ほ
か
、
当
該
特
定
要
指
導
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
際
に
留

意
す
べ
き
事
項
に
基
づ
き
、
販
売
又
は
授
与
を
行
う
こ
と
。

（
要
指
導
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

（
要
指
導
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
及
び
指
導
の
方
法
等
）

第
百
五
十
八
条
の
十
二

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六

第
百
五
十
八
条
の
十
二

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従

法
に
よ
り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従

事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局

一

当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局

等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号

等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
二
号

に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場

に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場

所
又
は
同
令
第
一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す

所
又
は
同
令
第
一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す



る
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を

る
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
を
い
う
。
）
に
お

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
）
に

い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
百
五
十
九
条

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六
条
の
六

第
百
五
十
九
条

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六
条
の
六

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
又
は
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
又
は
指
導
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る

り
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る

薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

薬
剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
要
指
導
医
薬
品
の
特
定
販
売
を
行

（
新
設
）

う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
指
導
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受

け
よ
う
と
す
る
者
、
当
該
要
指
導
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け

た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た

当
該
要
指
導
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
法
第
三
十
六
条
の
六
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
を
対
面
、
電
話
又
は
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に

お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
当
該
方
法
に
よ

り
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
用
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
の
方
法
等
）

（
一
般
用
医
薬
品
に
係
る
情
報
提
供
の
方
法
等
）

第
百
五
十
九
条
の
十
五

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六

第
百
五
十
九
条
の
十
五

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
三
十
六

条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬

、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬

剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

剤
師
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

一

当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
同
令
第
一
条
第

る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
同
令
第
一
条
第

一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常
陳
列

一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常
陳
列



し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
十
九
条
の
十
八

配
置
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
（
前
条
第
二

第
百
五
十
九
条
の
十
八

配
置
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
（
前
条
第
二

項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
三
条
の
規

項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
三
条
の
規

定
中
「
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
の
配
置
販
売
」

定
中
「
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
の
配
置
販
売
」

と
、
第
百
五
十
九
条
の
十
五
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
六

と
、
第
百
五
十
九
条
の
十
五
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
六

条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用

条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、

す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、

同
項
第
一
号
中
「
当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬

同
項
第
一
号
中
「
当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬

局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号

局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
二
条
第
十
二
号

に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
同
令
第

に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
同
令
第

一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常

一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常

陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て

陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

は
、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を
配
置
す
る
場
所
」
と
、

）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を
配
置
す
る
場
所
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
情
報
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
を
、
配
置
販
売
に
よ
つ

同
項
第
二
号
中
「
情
報
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
を
、
配
置
販
売
に
よ
つ

て
」
と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
配
置
し
た
」
と
、
同
条
第
二
項
各

て
」
と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
配
置
し
た
」
と
、
同
条
第
二
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
六
号

十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
六
号

中
「
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
配
置
す
る
」
と
、
同
条
第

中
「
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
配
置
す
る
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第

三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十

の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
三

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
三

十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て

十
六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
百
五
十
九
条
の
十
六
第
一
項
各
号
列
記
以

準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
第
百
五
十
九
条
の
十
六
第
一
項
各
号
列
記
以



外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の

外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の

十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と

十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と

あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報

あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
薬
局
又
は
店
舗
内
の
情
報

の
提
供
を
行
う
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を
配
置

の
提
供
を
行
う
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を
配
置

す
る
場
所
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

す
る
場
所
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
項
第

百
五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
項
第

三
号
中
「
情
報
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
を
、
配
置
販
売
に
よ
つ
て
」
と

三
号
中
「
情
報
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
を
、
配
置
販
売
に
よ
つ
て
」
と

、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
配
置
し
た
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三

、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
配
置
し
た
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三

十
六
条
の
十
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て

十
六
条
の
十
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
「
前
条
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
「
前
条
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
各
号
」
と
、
「
第
三
十

五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
各
号
」
と
、
「
第
三
十

六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
六
条
の

六
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
六
条
の

十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
、
前
条
第
一
項
各
号
列
記
以

十
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
、
前
条
第
一
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の

外
の
部
分
中
「
第
三
十
六
条
の
十
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
の

十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と

十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
」
と
、
「
薬
局
又
は
店
舗
」
と

あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」

あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
薬
局
又
は
店
舗
」

と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に

と
あ
る
の
は
「
区
域
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に

お
い
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

お
い
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

者
又
は
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し

者
又
は
そ
の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し

、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、

、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、

若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る

若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
配
置
販
売
に
よ
つ
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲

の
は
「
配
置
販
売
に
よ
つ
て
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
配
置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
配
置
し
た
当
該
一
般
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
提
供
の
方
法
等
）

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
二

薬
局
開
設
者
は
、
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
、
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
五
十
八
条
の
八
第
一
項
（
第
六
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、

そ
の
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
行
わ



せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
薬
局
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一

条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る

場
所
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と

二

当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
濫
用
し
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品

の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品

を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
指
定
濫
用
防

止
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
状
況
に
応
じ
て
個
別
に
提
供
さ
せ

る
こ
と

三

情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
が
当
該
情
報
の
提
供
の
内
容
を
理
解
し
た
こ

と
及
び
質
問
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
る
こ
と

２

要
指
導
医
薬
品
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本
文

中
「
薬
局
開
設
者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
」
と

、
「
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
百
五
十
八
条
の
八
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
各
号
」
と
、
「
薬
局
に
」
と
あ
る
の

は
「
薬
局
又
は
店
舗
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
薬
局
の
」
と
あ
る
の
は
「

薬
局
又
は
店
舗
の
」
と
、
「
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が

あ
る
場
所
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号
に
規

定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
又
は

同
令
第
一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品

を
通
常
陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

３

第
一
類
医
薬
品
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本

文
中
「
薬
局
開
設
者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は

配
置
販
売
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
五
十
八
条
の
八
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
の
十
五
第
一
項
各
号
（
第
百
五

十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、

「
薬
局
に
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都



道
府
県
の
区
域
に
」
と
、
「
又
は
授
与
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
授
与
又

は
配
置
販
売
」
と
、
「
薬
剤
師
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者

」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
薬
局
の
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し
く
は
店
舗
の

」
と
、
「
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提

供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
又
は
同
令
第
一
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く

は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
若
し
く
は
交
付
す

る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局
若
し
く
は
店

舗
内
の
場
所
を
い
う
。
）
又
は
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を
配
置
す
る
場

所
」
と
す
る
。

４

第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
本
文
中
「
薬
局
開
設
者
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
開
設
者
、

店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
五
十
八
条
の
八
第
一
項
（
第

六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
次
」
と
あ
る
の
は

「
次
」
と
、
「
薬
局
に
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し
く
は
店
舗
又
は
そ
の
業

務
に
係
る
都
道
府
県
の
区
域
に
」
と
、
「
又
は
授
与
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
授
与
又
は
配
置
販
売
」
と
、
「
薬
剤
師
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
師
又
は

登
録
販
売
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
薬
局
の
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し

く
は
店
舗
の
」
と
、
「
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る

場
所
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す

る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
又
は
同
令
第
一
条
第
一
項
第

五
号
若
し
く
は
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
若
し

く
は
交
付
す
る
場
所
又
は
特
定
販
売
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局

若
し
く
は
店
舗
内
の
場
所
を
い
う
。
）
又
は
当
該
区
域
に
お
け
る
医
薬
品
を

配
置
す
る
場
所
」
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
三

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
百
五
十
八
条
の
八
第
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か

、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
濫
用
を
し
た
場
合
に
お
け
る
保
健
衛
生
上
の
危

害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
旨
と
す
る
。



２

要
指
導
医
薬
品
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

第
百
五
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
八
条
の
十
二
第
二

項
各
号
」
と
す
る
。

３

第
一
類
医
薬
品
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
第
百
五
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
の
十
五
第

二
項
各
号
（
第
百
五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

４

第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
「
事
項
は
、
第
百
五
十
八
条
の
八
第
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ

か
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
は
」
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
四

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
五

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
五
十
八
条
の
八
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
の
薬
局
に
お
い
て
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
満
た
な
い
者
で
あ

る
場
合
は
当
該
者
の
氏
名

二

当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と

す
る
者
又
は
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
当

該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
及
び
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
以
外
の
指
定

濫
用
防
止
医
薬
品
の
購
入
又
は
譲
受
け
の
状
況

三

当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
そ
の
薬
局
に
お
い
て
購
入
し
、
又
は
譲

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
一
項
の
数
量
を
超
え
て
当
該
指
定
濫

用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
理

由
四

当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
を
目
的
と
す
る
購
入
又
は



譲
受
け
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

五

そ
の
他
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を

行
う
た
め
に
確
認
が
必
要
な
事
項

２

要
指
導
医
薬
品
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本
文

中
「
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
百
五
十
八
条
の
八
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
八
条
の
十
二

第
四
項
各
号
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「

薬
局
又
は
店
舗
」
と
す
る
。

３

第
一
類
医
薬
品
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本

文
中
「
第
百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第
百
五
十
八
条
の
八
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
の
十

五
第
四
項
各
号
（
第
百
五
十
九
条
の
十
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
薬
局
に
お
い
て
」

と
あ
る
の
は
「
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
又
は
配
置
販
売
に
よ
つ
て
」

と
す
る
。

４

第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
ほ
か
、
年
齢
及
び
他
の
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
使
用
の
状
況
を
確
認

さ
せ
る
こ
と
と
し
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本
文
中
「
第

百
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
百
五

十
八
条
の
八
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
」
と
あ
る
の
は
「
次

」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
薬
局
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
薬

局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
又
は
配
置
販
売
に
よ
つ
て
」
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
六

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
三
項
の
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
数
量
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
数
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
と
す
る
。

２

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
三
項
本
文
及
び
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
年
齢
は
、
十
八
歳
と
す
る
。

３

法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は

、
前
項
の
年
齢
に
満
た
な
い
者
で
あ
つ
て
、
第
一
項
の
数
量
の
範
囲
内
で
そ

の
薬
局
若
し
く
は
店
舗
に
お
い
て
又
は
配
置
販
売
に
よ
つ
て
当
該
指
定
濫
用



防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
等
）

第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
七

薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売

（
新
設
）

業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
順
を
記
載
し
た
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順

書
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
」
と
い
う
。

）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

販
売
又
は
授
与
の
方
法
に
関
す
る
手
順

二

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
へ

の
第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
二
の
規
定
に
よ
る
情
報
提
供
及
び
第
百
五
十

九
条
の
十
八
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
確
認
に
関
す
る

手
順

三

陳
列
に
関
す
る
手
順

四

前
条
第
一
項
の
数
量
を
超
え
て
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又

は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
該
数
量
以
下
の
数
量
の
指
定
濫
用
防

止
医
薬
品
を
頻
繁
に
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ

て
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
場
合
の
対
応
に
関
す
る
手
順

五

そ
の
他
適
正
な
販
売
又
は
授
与
に
関
し
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
関

す
る
手
順

２

薬
局
開
設
者
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
配
置
販
売
業
者
は
、
指
定
濫
用
防
止

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
薬
局
若
し
く

は
店
舗
又
は
そ
の
業
務
に
係
る
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売

若
し
く
は
授
与
又
は
配
置
販
売
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
に
、

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
に
基
づ
き
、
適
正
な
方
法
に
よ
り
指

定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
係
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
章

医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
査

第
六
章

医
薬
品
等
の
基
準
及
び
検
定



（
医
薬
品
の
検
査
の
申
請
及
び
検
査
機
関
）

（
医
薬
品
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
検
査
の
申
請
は
、
同
一

第
百
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
検
定
の
申
請
は
、
同
一

の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
ご
と
に
、
様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検

の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
ご
と
に
、
様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検

査
申
請
書
を
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

定
申
請
書
を
、
当
該
医
薬
品
を
保
有
す
る
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

当
該
各
号
に
掲
げ
る
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
製
造
期
間

た
だ
し
、
一
の
製
造
期
間
内
に
一
連
の
製
造
工
程
に
よ
り
均
質
性
を
有
す
る

内
に
一
連
の
製
造
工
程
に
よ
り
均
質
性
を
有
す
る
よ
う
に
製
造
さ
れ
た
同
一

よ
う
に
製
造
さ
れ
た
同
一
の
一
般
的
名
称
の
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
容
量
の
み

の
一
般
的
名
称
の
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
容
量
の
み
が
異
な
る
も
の
に
つ
い
て

が
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
同
時
に
検
査
の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
一
の
検
査

同
時
に
検
定
の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
一
の
検
定
申
請
書
に
お
い
て
行
う
こ

申
請
書
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
の
申
請
の
区
分
に
応
じ

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
定
の
申
請
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
製
剤
」
と
い
う
。

一

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
製
剤
」
と
い
う
。

）
の
検
査
の
申
請
（
当
該
指
定
製
剤
の
検
査
が
二
以
上
の
製
造
段
階
に
つ

）
の
検
定
の
申
請
（
当
該
指
定
製
剤
の
検
定
が
二
以
上
の
製
造
段
階
に
つ

い
て
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
終
段
階
の
検
査
の
申
請
に
限

い
て
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
終
段
階
の
検
定
の
申
請
に
限

る
。
）

申
請
に
係
る
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
に
つ

る
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

い
て
作
成
し
た
製
品
の
製
造
及
び
試
験
の
記
録
等
を
要
約
し
た
書
類
（
以

下
「
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

イ

申
請
に
係
る
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
に
つ
い
て

作
成
し
た
製
品
の
製
造
及
び
試
験
の
記
録
等
を
要
約
し
た
書
類
（
以
下

「
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
」
と
い
う
。
）

（
削
る
）

ロ

申
請
に
係
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承

認
の
際
に
交
付
さ
れ
る
書
類
（
当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十

六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
届
書
（
当
該
交
付
さ
れ
る

書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
内
容
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
を

含
む
。
次
項
、
第
百
九
十
七
条
の
四
及
び
第
百
九
十
七
条
の
五
に
お
い

て
「
承
認
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し

二

前
号
に
掲
げ
る
検
査
の
申
請
以
外
の
検
査
の
申
請

自
家
試
験
の
記
録

二

前
号
に
掲
げ
る
検
定
の
申
請
以
外
の
検
定
の
申
請

自
家
試
験
の
記
録

を
記
載
し
た
書
類

を
記
載
し
た
書
類

（
削
る
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
の
承
認
書
に
つ
い
て
は
、

前
回
の
検
定
の
際
に
既
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
承
認
書



の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
第
五
十
八
条
の
検
査
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に

４

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る

５

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販

売
業
者
又
は
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

売
業
者
又
は
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
医
薬
品

用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
と
す

等
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
と
す

る
。

る
。

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
及
び
変
更
）

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
及
び
変
更
）

第
百
九
十
七
条
の
三

製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
は
、
製
造
販
売
業

第
百
九
十
七
条
の
三

製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
は
、
製
造
販
売
業

者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
を
含
む
。
第
百
九
十
七
条
の

者
（
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
を
含
む
。
第
百
九
十
七
条
の

七
か
ら
第
百
九
十
七
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
に
基
づ
き
、

七
か
ら
第
百
九
十
七
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
に
基
づ
き
、

品
目
ご
と
に
、
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
が
作
成
し
、
又
は
変
更
す
る
も

品
目
ご
と
に
、
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
が
作
成
し
、
又
は
変
更
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
の
申
請
）

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
の
申
請
）

第
百
九
十
七
条
の
四

製
造
販
売
業
者
は
、
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ

第
百
九
十
七
条
の
四

製
造
販
売
業
者
は
、
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ

い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
品

い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
品

目
に
係
る
検
査
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成

目
に
係
る
検
定
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成

を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
同

を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
同

項
の
承
認
を
受
け
た
後
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ

項
の
承
認
を
受
け
た
後
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ

る
前
に
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
同
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お

る
前
に
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
同
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
法
第
十
四
条
の
承
認
の
際
に
交
付
さ
れ
る
書
類
（
当

一

当
該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し

該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
四
項
の
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
届
書
（
当
該
交
付
さ
れ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
内
容
に



係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
を
含
む
。
第
五
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「

承
認
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し
（
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
が
国
立
健

康
危
機
管
理
研
究
機
構
又
は
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申

請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製
造

請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製
造

販
売
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第

販
売
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お
い
て

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お
い
て

も
、
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の

も
、
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の

様
式
の
作
成
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
の
作
成
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
品
目
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
申
請
書
の
写
し
（
当

一

当
該
品
目
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
申
請
書
の
写
し

該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
が
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
又
は
国
立
医

薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に

つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け

品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
等
の
申
請
）

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
等
の
申
請
）

第
百
九
十
七
条
の
五

製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
製
造
・
試
験

第
百
九
十
七
条
の
五

製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
製
造
・
試
験

記
録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合

記
録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
に
対
し
、

に
該
当
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
に
対
し
、

当
該
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
又
は
変
更
の
確
認
の
申
請

当
該
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
又
は
変
更
の
確
認
の
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合

一

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合

二

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
四
項
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が

二

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
六
項
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が



行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必

要
と
な
る
場
合

要
と
な
る
場
合

三

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
申
請
に
お
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
申
請
に
お
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
資
料
は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
提
出

る
資
料
は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
提
出

し
た
承
認
書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
提
出
す
る
こ

し
た
承
認
書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
提
出
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

と
を
要
し
な
い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し
（
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
が
国

一

当
該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し

立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
又
は
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
で
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
の

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の

申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製

申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製

造
販
売
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

造
販
売
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お

い
て
も
、
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約

い
て
も
、
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約

書
の
様
式
の
変
更
又
は
変
更
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
の
様
式
の
変
更
又
は
変
更
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

料
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
第
一
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の

、
第
一
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
た
承
認
書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き

規
定
に
よ
り
提
出
し
た
承
認
書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き

は
、
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

は
、
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

当
該
品
目
の
承
認
書
及
び
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
に
係
る
申
請

一

当
該
品
目
の
承
認
書
及
び
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
に
係
る
申
請

書
の
写
し
（
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
が
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機

書
の
写
し

構
又
は
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に

つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当

つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当

該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
当
該
品
目
に
係
る
検
査
機
関
に
提
出
し
な

該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
当
該
品
目
に
係
る
検
定
機
関
に
提
出
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
が
当
該
品
目
に
つ

６

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
が
当
該
品
目
に
つ

い
て
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該

い
て
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該

申
請
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

申
請
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
九
十
七
条
の
六

第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

第
百
九
十
七
条
の
六

第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に

つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」

選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係
る
法
第

と
あ
る
の
は
「
当
該
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係
る
法
第

十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
」
と
、
「
同
条
第
十
三
項
」
と

十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
」
と
、
「
同
条
第
十
五
項
」
と

あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と

、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
二
の
承
認
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
百
九
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
製
造
医
薬
品

３

第
百
九
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
製
造
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条

等
特
例
承
認
取
得
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
た

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
五
第

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
五
第

一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造

一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造

販
売
業
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「

販
売
業
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
、

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第

同
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
十
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

４

前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

４

前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

認
取
得
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
の
二
第
五

認
取
得
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
の
二
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場



合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
第
十
四

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
第
十
四

条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
、
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
製

法
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
製

造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売

造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売

業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
、
同
条

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
、
同
条

第
五
項
中
「
製
造
販
売
業
者
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品

第
五
項
中
「
製
造
販
売
業
者
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品

等
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係

等
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係

る
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
三
項

る
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
五
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

第
十
三
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
任

第
十
五
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
任

外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係
る
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認

外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
に
係
る
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認

取
得
者
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第

取
得
者
」
と
、
「
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

（
資
料
の
提
出
）

（
資
料
の
提
出
）

第
百
九
十
七
条
の
七

検
査
機
関
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
申
請
を
行
つ
た

第
百
九
十
七
条
の
七

検
定
機
関
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
申
請
を
行
つ
た

製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
原
薬
等
を
製
造

製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
原
薬
等
を
製
造

す
る
者
に
対
し
て
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
又
は
変
更

す
る
者
に
対
し
て
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
又
は
変
更

の
た
め
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
た
め
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
機
関
と
製
造
販
売
業
者
と
の
協
議
）

（
検
定
機
関
と
製
造
販
売
業
者
と
の
協
議
）

第
百
九
十
七
条
の
八

検
査
機
関
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の

第
百
九
十
七
条
の
八

検
定
機
関
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の

作
成
又
は
変
更
に
当
た
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
申

作
成
又
は
変
更
に
当
た
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
申

請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
機
関
に
よ
る
様
式
の
変
更
）

（
検
定
機
関
に
よ
る
様
式
の
変
更
）

第
百
九
十
七
条
の
九

検
査
機
関
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ

第
百
九
十
七
条
の
九

検
定
機
関
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
作
成
し
た
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必
要
と
な

ら
ず
、
作
成
し
た
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必
要
と
な

つ
た
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
様
式
に
係
る
製
造
販
売
業
者
と
協
議
の
上
、

つ
た
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
様
式
に
係
る
製
造
販
売
業
者
と
協
議
の
上
、



当
該
様
式
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
様
式
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
製
造
販
売
業
者
へ
の
通
知
）

（
製
造
販
売
業
者
へ
の
通
知
）

第
百
九
十
七
条
の
十

検
査
機
関
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
を

第
百
九
十
七
条
の
十

検
定
機
関
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
を

作
成
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
作
成
又
は
変
更
の
申
請
を
行
つ
た
製
造

作
成
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
作
成
又
は
変
更
の
申
請
を
行
つ
た
製
造

販
売
業
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
様
式
に

販
売
業
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
様
式
に

係
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

係
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
検
査
の
申
請
及
び
検
査
機
関
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
検
査

第
百
九
十
七
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
検
定

の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
再
生
医
療
等
製
品
ご
と
に

の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
再
生
医
療
等
製
品
ご
と
に

、
様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検
査
申
請
書
を
、
第
三
項
に
掲
げ
る
検
査
機
関
に

、
様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
保
有

提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
五
十
八
条
の
検
査
機
関
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
国
立

３

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
国
立

医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品

目
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
承
認
を

目
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
承
認
を

取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
若
し

取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
若
し

く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項

く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項

の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に

の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に

係
る
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
と
す
る
。

係
る
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
と
す
る
。

（
医
療
機
器
の
検
査
の
申
請
及
び
検
査
機
関
）

（
医
療
機
器
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条
の
十
二

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
の

第
百
九
十
七
条
の
十
二

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
の

検
査
の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
療
機
器
ご
と
に
、

検
定
の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
療
機
器
ご
と
に
、

様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検
査
申
請
書
を
、
第
三
項
に
掲
げ
る
検
査
機
関
に
提

様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
医
療
機
器
を
保
有
す
る
施
設

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る

。

２

（
略
）

２

（
略
）



３

令
第
五
十
八
条
の
検
査
機
関
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
国
立
医
薬
品

３

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
国
立
医
薬
品

食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
承
認
若
し
く
は

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
承
認
若
し
く
は

基
準
適
合
性
認
証
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の

基
準
適
合
性
認
証
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

二
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
十
三
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

条
の
二
の
五
第
十
五
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
若
し
く

例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
若
し
く

は
基
準
適
合
性
認
証
を
取
得
し
て
い
る
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造

は
基
準
適
合
性
認
証
を
取
得
し
て
い
る
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造

等
事
業
者
（
以
下
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
」
と
い
う
。

等
事
業
者
（
以
下
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
」
と
い
う
。

）
に
係
る
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
す

）
に
係
る
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
す

る
。

る
。

（
管
理
及
び
記
録
等
）

（
収
納
及
び
表
示
）

第
百
九
十
八
条

令
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
出
願
者
は
、
検
査
を
受
け
よ
う

第
百
九
十
八
条

令
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
出
願
者
は
、
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
販
売
又
は

と
す
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
販
売
又
は

授
与
（
医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
、
販
売
、
授
与
又
は
貸
与
）
の
用
に
供
す
る

授
与
（
医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
、
販
売
、
授
与
又
は
貸
与
）
の
用
に
供
す
る

容
器
又
は
被
包
に
入
れ
、
こ
れ
を
適
切
な
識
別
表
示
に
よ
り
当
該
医
薬
品
、

容
器
又
は
被
包
に
入
れ
、
こ
れ
を
保
管
す
る
の
に
適
当
な
箱
そ
の
他
の
容
器

医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
以
外
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医

に
収
め
、
そ
の
容
器
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

療
等
製
品
と
区
分
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
管
理
し
、
出
納
を
行

な
い
。

う
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

（
削
る
）

二

製
造
番
号
又
は
製
造
記
号

（
削
る
）

三

製
造
年
月
日

（
削
る
）

四

数
量

（
削
る
）

２

出
願
者
は
、
生
物
学
的
製
剤
で
あ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
検
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
令
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
品
を
採
取
す
る
薬
事

監
視
員
の
立
会
い
の
も
と
で
、
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
検
査
が
二
以
上
の
製
造
段

３

医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
検
定
が
二
以
上
の
製
造
段



階
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
お
け
る
最
終
段
階
の
検
査
以
外
の
検
査

階
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
お
け
る
最
終
段
階
の
検
定
以
外
の
検
定

に
関
し
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

に
関
し
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
試
験
品
の
送
付
）

（
試
験
品
の
採
取
等
）

第
百
九
十
九
条

出
願
者
は
、
令
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
品
を
検
査

第
百
九
十
九
条

薬
事
監
視
員
は
、
令
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
品
を

機
関
に
送
付
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
数
量
の
試
験
品
を
適

採
取
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
数
量
の
試
験
品
を
採
取
し
て

当
な
容
器
に
収
め
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

適
当
な
容
器
に
収
め
、
封
印
し
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
削
る
）

２

出
願
者
は
、
前
条
第
一
項
の
容
器
に
収
め
ら
れ
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又

は
再
生
医
療
等
製
品
を
適
切
に
保
管
す
る
と
と
も
に
、
出
納
を
行
う
場
合
は

そ
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
削
る
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
定
合
格
証
明
書

を
交
付
し
た
と
き
は
、
薬
事
監
視
員
に
前
項
の
保
管
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
合
格
証
明
書
等
）

（
検
定
合
格
証
明
書
）

第
二
百
条

令
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
合
格
証
明
書
は
、
様
式
第

第
二
百
条

令
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
合
格
証
明
書
は
、
様
式
第

九
十
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

九
十
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

検
査
機
関
は
、
検
査
合
格
証
明
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
、

（
新
設
）

医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
検
査
機
関
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

二

製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
名
称

三

製
造
番
号
又
は
製
造
記
号

四

検
査
の
合
格
年
月
日

（
出
願
者
に
よ
る
表
示
等
）

第
二
百
一
条

削
除

第
二
百
一
条

出
願
者
は
、
検
定
に
合
格
し
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生

医
療
等
製
品
を
収
め
た
容
器
又
は
被
包
の
見
や
す
い
場
所
に
、
次
項
の
表
示



を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

検
定
に
合
格
し
た
旨
と
す
る
。

３

令
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の

数
量
及
び
当
該
数
量
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
要
な
資
料
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
査
記
録
表
）

（
検
定
記
録
表
）

第
二
百
二
条

出
願
者
は
、
検
査
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医

第
二
百
二
条

出
願
者
は
、
検
定
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医

療
等
製
品
に
つ
い
て
様
式
第
九
十
七
に
よ
る
検
査
記
録
表
を
作
成
し
て
お
か

療
等
製
品
に
つ
い
て
様
式
第
九
十
七
に
よ
る
検
定
記
録
表
を
作
成
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
特
例
）

（
検
定
の
特
例
）

第
二
百
三
条

（
略
）

第
二
百
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
ほ
か
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ

３

前
二
項
の
ほ
か
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ

れ
が
あ
る
感
染
性
の
疾
病
の
ま
ん
延
そ
の
他
の
健
康
被
害
の
拡
大
を
防
止
す

れ
が
あ
る
感
染
性
の
疾
病
の
ま
ん
延
そ
の
他
の
健
康
被
害
の
拡
大
を
防
止
す

る
た
め
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て

る
た
め
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

が
あ
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
を

受
け
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
限
り

受
け
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
限
り

、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目

販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
若
し
く
は
授
与
の
目

的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す

的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
要
指
導
医
薬
品
の
表
示
）

（
要
指
導
医
薬
品
の
表
示
）

第
二
百
九
条
の
二

法
第
五
十
条
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
二
百
九
条
の
二

法
第
五
十
条
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
「
要
指
導
医
薬
品
」
の
文
字
と
す
る
。

、
「
要
指
導
医
薬
品
」
の
文
字
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



（
法
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
の
表
示
）

（
法
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
の
表
示
）

第
二
百
九
条
の
三

法
第
五
十
条
第
八
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に

第
二
百
九
条
の
三

法
第
五
十
条
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定

す
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

す
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
表
示
）

第
二
百
九
条
の
四

法
第
五
十
条
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

内
容
量
が
第
百
五
十
九
条
の

要
確
認

十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

数
量
以
下
の
指
定
濫
用
防
止
医

薬
品

二

内
容
量
が
第
百
五
十
九
条
の

要
確
認
（
た
だ
し
、
要
の
文
字
を

十
八
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

囲
う
こ
と
。
）

数
量
以
下
の
指
定
濫
用
防
止
医

薬
品
以
外
の
指
定
濫
用
防
止
医

薬
品

２

前
項
の
字
句
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の

文
字
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
九
条
の
四
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
文
字
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
九
条

の
四
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）

（
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）

第
二
百
十
条

法
第
五
十
条
第
十
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
二
百
十
条

法
第
五
十
条
第
十
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）



（
容
器
等
へ
の
符
号
の
記
載
）

（
容
器
等
へ
の
符
号
の
記
載
）

第
二
百
十
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
令
第
七
十
五
条
第
六
項
の
規
定

第
二
百
十
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
令
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規

め
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
符
号
（
同

定
す
る
符
号
（
同
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
た

項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド
又
は

バ
ー
コ
ー
ド
又
は
二
次
元
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
法
第

二
次
元
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
法
第
六
十
八
条
の
二
第

六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
が
掲
載
さ

等
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る
方
法
と
す

れ
て
い
る
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る
方
法
と
す
る
。

る
。

（
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
十
一
条

次
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被

第
二
百
十
一
条

次
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被

包
の
面
積
が
狭
い
た
め
法
第
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
記
載
す

包
の
面
積
が
狭
い
た
め
法
第
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規

定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
当
該
事

定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
当
該
事

項
が
当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

項
が
当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ

る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す

る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
ア
ン
プ
ル
若
し
く

二

二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
ア
ン
プ
ル
若
し
く

は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
質
か
ら
な

は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
質
か
ら
な

る
直
接
の
容
器
で
、
そ
の
記
載
事
項
が
そ
の
容
器
に
直
接
印
刷
さ
れ
て
い

る
直
接
の
容
器
で
、
そ
の
記
載
事
項
が
そ
の
容
器
に
直
接
印
刷
さ
れ
て
い

る
も
の
に
収
め
ら
れ
た
医
薬
品

る
も
の
に
収
め
ら
れ
た
医
薬
品

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十

有
効
成
分
の
名
称

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十

有
効
成
分
の
名
称

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
二

（
一
般
的
名
称
が

条
第
十
号

（
一
般
的
名
称
が

号

あ
る
も
の
に
あ
つ

あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
一
般

て
は
、
そ
の
一
般

的
名
称
）
及
び
そ

的
名
称
）
及
び
そ



の
分
量
（
有
効
成

の
分
量
（
有
効
成

分
が
不
明
の
も
の

分
が
不
明
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
そ

に
あ
つ
て
は
、
そ

の
本
質
及
び
製
造

の
本
質
及
び
製
造

方
法
の
要
旨
）

方
法
の
要
旨
）

法
第
五
十

「
注
意
―
習
慣
性

「
習
慣
性
」
の
文
字
の
記
載
を
も

法
第
五
十

「
注
意
―
習
慣
性

「
習
慣
性
」
の
文
字
の
記
載
を
も

条
第
十
三

あ
り
」
の
文
字

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
一

あ
り
」
の
文
字

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

号

号

法
第
五
十

「
注
意
―
医
師
等

「
要
処
方
」
の
文
字
の
記
載
を
も

法
第
五
十

「
注
意
―
医
師
等

「
要
処
方
」
の
文
字
の
記
載
を
も

条
第
十
四

の
処
方
箋
に
よ
り

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
二

の
処
方
箋
に
よ
り

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

号

使
用
す
る
こ
と
」

号

使
用
す
る
こ
と
」

の
文
字

の
文
字

法
第
五
十

「
注
意
―
人
体
に

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十

「
注
意
―
人
体
に

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
五

使
用
し
な
い
こ
と

条
第
十
三

使
用
し
な
い
こ
と

号

」
の
文
字

号

」
の
文
字

法
第
五
十

使
用
の
期
限

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十

使
用
の
期
限

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
六

条
第
十
四

号

号

法
第
五
十

外
国
製
造
医
薬
品

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て

法
第
五
十

外
国
製
造
医
薬
品

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て

条
第
十
七

等
特
例
承
認
取
得

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
十
五

等
特
例
承
認
取
得

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

号

者
の
氏
名
及
び
そ

一

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

号

者
の
氏
名
及
び
そ

一

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

の
住
所
地
の
国
名

認
取
得
者
の
略
名

の
住
所
地
の
国
名

認
取
得
者
の
略
名

並
び
に
選
任
外
国

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ

並
び
に
選
任
外
国

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ

製
造
医
薬
品
等
製

た
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

製
造
医
薬
品
等
製

た
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承

造
販
売
業
者
の
氏

認
取
得
者
の
商
標

造
販
売
業
者
の
氏

認
取
得
者
の
商
標

名
及
び
住
所

名
及
び
住
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
百
十
二
条
の
三

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
外
部
の
容
器

（
新
設
）

又
は
外
部
の
被
包
に
第
二
百
九
条
の
四
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句



が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
字
句
が
当
該
指
定
濫
用
防
止
医

薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

（
製
造
専
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
製
造
専
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
十
四
条

（
略
）

第
二
百
十
四
条

（
略
）

２

製
造
専
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号

２

製
造
専
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま

ま
で
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

で
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
十
五
条

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
二
百
十
五
条

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は

る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項

の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と

の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
分
量

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
分
量

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
号

第
十
号

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に

「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
の
文
字
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の

「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
の
文
字
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
事
項
の
記
載
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の

る
事
項
の
記
載
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の

規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
、
そ
れ

規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載

を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む

を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
し
た
も
の
を
含
む

。
）
は
、
当
該
事
項
が
当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記

。
）
は
、
当
該
事
項
が
当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記

載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事

よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事

項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



法
第
五
十
条

名
称
（
日
本
薬
局
方

当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又

法
第
五
十
条

名
称
（
日
本
薬
局
方

当
該
医
薬
品
の
外
部
の
容
器
又

第
二
号

に
収
め
ら
れ
て
い
る

は
外
部
の
被
包
の
記
載
と
照
合

第
二
号

に
収
め
ら
れ
て
い
る

は
外
部
の
被
包
の
記
載
と
照
合

医
薬
品
（
そ
の
性
状

す
る
こ
と
に
よ
り
中
欄
に
掲
げ

医
薬
品
に
あ
つ
て
は

す
る
こ
と
に
よ
り
中
欄
に
掲
げ

又
は
品
質
が
日
本
薬

る
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る

、
日
本
薬
局
方
に
お

る
事
項
を
容
易
に
確
認
で
き
る

局
方
で
定
め
る
基
準

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
略
名

い
て
定
め
ら
れ
た
名

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
略
名

に
適
合
す
る
も
の
に

又
は
略
号
の
記
載
を
も
つ
て
代

称
、
そ
の
他
の
医
薬

又
は
略
号
の
記
載
を
も
つ
て
代

限
る
。
第
五
号
、
第

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

品
で
一
般
的
名
称
の

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
十
二
条
第
二
項
第

あ
る
も
の
に
あ
つ
て

二
号
及
び
第
六
十
八

は
、
そ
の
一
般
的
名

条
の
二
第
二
項
第
一

称
）

号
ロ
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
あ
つ
て
は
、

日
本
薬
局
方
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
名
称

、
そ
の
他
の
医
薬
品

で
一
般
的
名
称
の
あ

る
も
の
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
一
般
的
名
称

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
条

日
本
薬
局
方
に
収
め

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
六
号

ら
れ
て
い
る
医
薬
品

（
そ
の
性
状
又
は
品

質
が
日
本
薬
局
方
で

定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
い
も
の
で
あ
つ

て
、
当
該
性
状
又
は

品
質
に
つ
い
て
適
正

な
も
の
と
し
て
第
十

四
条
又
は
第
十
九
条

の
二
の
承
認
を
受
け



た
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
つ
て
は
、
そ
の

有
効
成
分
の
名
称
（

一
般
的
名
称
が
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
一
般
的
名
称
）

及
び
そ
の
分
量
（
有

効
成
分
が
不
明
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
本
質
及
び
製
造
方

法
の
要
旨
）

法
第
五
十
条

法
第
四
十
一
条
第
三

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

法
第
四
十
一
条
第
三

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

第
八
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

定
め
ら
れ
た
基
準
に

定
め
ら
れ
た
基
準
に

お
い
て
直
接
の
容
器

お
い
て
直
接
の
容
器

又
は
直
接
の
被
包
に

又
は
直
接
の
被
包
に

記
載
す
る
よ
う
に
定

記
載
す
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
た
事
項
（
有

め
ら
れ
た
事
項
（
有

効
期
間
を
除
く
。
）

効
期
間
を
除
く
。
）

法
第
五
十
条

法
第
四
十
一
条
第
三

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

法
第
四
十
一
条
第
三

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

第
九
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

定
め
ら
れ
た
基
準
に

定
め
ら
れ
た
基
準
に

お
い
て
直
接
の
容
器

お
い
て
直
接
の
容
器

又
は
直
接
の
被
包
に

又
は
直
接
の
被
包
に

記
載
す
る
よ
う
に
定

記
載
す
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
た
事
項
（
有

め
ら
れ
た
事
項
（
有

効
期
間
を
除
く
。
）

効
期
間
を
除
く
。
）

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
名
称
（

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
名
称
（

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
号

一
般
的
名
称
が
あ
る

第
十
号

一
般
的
名
称
が
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、

も
の
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
一
般
的
名
称
）

そ
の
一
般
的
名
称
）



及
び
そ
の
分
量
（
有

及
び
そ
の
分
量
（
有

効
成
分
が
不
明
の
も

効
成
分
が
不
明
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
本
質
及
び
製
造
方

の
本
質
及
び
製
造
方

法
の
要
旨
）

法
の
要
旨
）

法
第
五
十
条

外
国
製
造
医
療
機
器

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ

法
第
五
十
条

外
国
製
造
医
療
機
器

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ

第
十
七
号

等
特
例
承
認
取
得
者

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
号

等
特
例
承
認
取
得
者

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
氏
名
及
び
そ
の
住

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

の
氏
名
及
び
そ
の
住

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

所
地
の
国
名
並
び
に

例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製

所
地
の
国
名
並
び
に

例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製

選
任
外
国
製
造
医
療

造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取

選
任
外
国
製
造
医
療

造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取

機
器
等
製
造
販
売
業

得
者
の
略
名

機
器
等
製
造
販
売
業

得
者
の
略
名

者
の
氏
名
及
び
住
所

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ

者
の
氏
名
及
び
住
所

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ

又
は
外
国
製
造
医
療

れ
た
外
国
製
造
医
療
機
器
等

又
は
外
国
製
造
医
療

れ
た
外
国
製
造
医
療
機
器
等

機
器
等
特
例
認
証
取

特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国

機
器
等
特
例
認
証
取

特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国

得
者
の
氏
名
及
び
そ

製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証

得
者
の
氏
名
及
び
そ

製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証

の
住
所
地
の
国
名
並

取
得
者
の
商
標

の
住
所
地
の
国
名
並

取
得
者
の
商
標

び
に
選
任
外
国
製
造

三

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

び
に
選
任
外
国
製
造

三

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

指
定
高
度
管
理
医
療

例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製

指
定
高
度
管
理
医
療

例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製

機
器
等
製
造
販
売
業

造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取

機
器
等
製
造
販
売
業

造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取

者
の
氏
名
及
び
住
所

得
者
の
略
号
（
当
該
医
薬
品

者
の
氏
名
及
び
住
所

得
者
の
略
号
（
当
該
医
薬
品

の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の

の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の

被
包
の
記
載
と
照
合
す
る
こ

被
包
の
記
載
と
照
合
す
る
こ

と
に
よ
り
中
欄
に
掲
げ
る
事

と
に
よ
り
中
欄
に
掲
げ
る
事

項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
も

項
を
容
易
に
確
認
で
き
る
も

の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

（
調
剤
専
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
調
剤
専
用
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
十
六
条

薬
局
に
お
い
て
調
剤
の
用
に
供
す
る
た
め
当
該
薬
局
の
開
設

第
二
百
十
六
条

薬
局
に
お
い
て
調
剤
の
用
に
供
す
る
た
め
当
該
薬
局
の
開
設

者
に
、
薬
局
開
設
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接

者
に
、
薬
局
開
設
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接

の
被
包
を
開
き
、
分
割
販
売
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
分
割
販
売
さ
れ

の
被
包
を
開
き
、
分
割
販
売
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
当
該
分
割
販
売
さ
れ

る
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の

る
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
の



あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
薬
品
の
販
売
時
に
お
い
て
当
該
医
薬
品
の

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
薬
品
の
販
売
時
に
お
い
て
当
該
医
薬
品
の

分
割
販
売
の
相
手
方
た
る
薬
局
開
設
者
が
当
該
医
薬
品
に
関
す
る
次
の
表
の

分
割
販
売
の
相
手
方
た
る
薬
局
開
設
者
が
当
該
医
薬
品
に
関
す
る
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
文
書
又
は
容
器
若
し
く
は
被
包
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
同
表
の

た
文
書
又
は
容
器
若
し
く
は
被
包
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事

上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事

項
の
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に

項
の
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に

掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省

掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

第
九
号

項
の
規
定
に
よ
つ
て

定
め
ら
れ
た
基
準
に

定
め
ら
れ
た
基
準
に

お
い
て
直
接
の
容
器

お
い
て
直
接
の
容
器

又
は
直
接
の
被
包
に

又
は
直
接
の
被
包
に

記
載
す
る
よ
う
に
定

記
載
す
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
た
事
項
（
有

め
ら
れ
た
事
項
（
有

効
期
間
を
除
く
。
）

効
期
間
を
除
く
。
）

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
名
称
（

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

有
効
成
分
の
名
称
（

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
号

一
般
的
名
称
が
あ
る

第
十
号

一
般
的
名
称
が
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、

も
の
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
一
般
的
名
称
）

そ
の
一
般
的
名
称
）

及
び
そ
の
分
量
（
有

及
び
そ
の
分
量
（
有

効
成
分
が
不
明
の
も

効
成
分
が
不
明
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
本
質
及
び
製
造
方

の
本
質
及
び
製
造
方

法
の
要
旨
）

法
の
要
旨
）

法
第
五
十
条

「
注
意
―
習
慣
性
あ

「
習
慣
性
」
の
文
字
の
記
載
を

法
第
五
十
条

「
注
意
―
習
慣
性
あ

「
習
慣
性
」
の
文
字
の
記
載
を

第
十
三
号

り
」
の
文
字

も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

第
十
一
号

り
」
の
文
字

も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

法
第
五
十
条

「
注
意
―
医
師
等
の

「
要
処
方
」
の
文
字
の
記
載
を

法
第
五
十
条

「
注
意
―
医
師
等
の

「
要
処
方
」
の
文
字
の
記
載
を



第
十
四
号

処
方
箋
に
よ
り
使
用

も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

第
十
二
号

処
方
箋
に
よ
り
使
用

も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

す
る
こ
と
」
の
文
字

。

す
る
こ
と
」
の
文
字

。

法
第
五
十
条

「
注
意
―
人
体
に
使

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
五
十
条

「
注
意
―
人
体
に
使

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
号

用
し
な
い
こ
と
」
の

第
十
三
号

用
し
な
い
こ
と
」
の

文
字

文
字

法
第
五
十
条

外
国
製
造
医
薬
品
等

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認

法
第
五
十
条

外
国
製
造
医
薬
品
等

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認

第
十
七
号

特
例
承
認
取
得
者
の

取
得
者
の
略
名
の
記
載
を
も
つ

第
十
五
号

特
例
承
認
取
得
者
の

取
得
者
の
略
名
の
記
載
を
も
つ

氏
名
及
び
そ
の
住
所

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

氏
名
及
び
そ
の
住
所

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
の
国
名
並
び
に
選

地
の
国
名
並
び
に
選

任
外
国
製
造
医
薬
品

任
外
国
製
造
医
薬
品

等
製
造
販
売
業
者
の

等
製
造
販
売
業
者
の

氏
名
及
び
住
所

氏
名
及
び
住
所

２

（
略
）

２

（
略
）

（
添
付
文
書
等
の
記
載
）

（
添
付
文
書
等
の
記
載
）

第
二
百
十
七
条

（
略
）

第
二
百
十
七
条

（
略
）

２

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
性
状
又
は
品
質
が
日
本

２

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
添
付
文
書
等
に
日

薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
第
二
百
二
十
八
条
の
十

本
薬
局
方
で
定
め
ら
れ
た
名
称
と
異
な
る
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に

の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
添
付
文
書
等
に
日
本
薬
局
方

つ
い
て
は
、
日
本
薬
局
方
で
定
め
ら
れ
た
名
称
は
、
少
な
く
と
も
他
の
名
称

で
定
め
ら
れ
た
名
称
と
異
な
る
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

と
同
等
程
度
に
明
瞭
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
日
本
薬
局
方
で
定
め
ら
れ
た
名
称
は
、
少
な
く
と
も
他
の
名
称
と
同
等
程

度
に
明
瞭
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

販
売
、
授
与
等
の
禁
止
の
特
例)

(

販
売
、
授
与
等
の
禁
止
の
特
例)

第
二
百
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
百
十
八
条
の
二

（
略
）

２

製
造
販
売
業
者
が
、
そ
の
製
造
販
売
す
る
医
薬
品
の
二
項
医
薬
品
注
意
事

２

製
造
販
売
業
者
が
、
そ
の
製
造
販
売
す
る
医
薬
品
の
二
項
医
薬
品
注
意
事

項
等
情
報
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
の
際
現
に
変
更
前
の
二
項
医

項
等
情
報
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
の
際
現
に
変
更
前
の
二
項
医

薬
品
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
医

薬
品
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
医

薬
品(

前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

薬
品(

前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
変
更
後
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等
情
報
が
添
付
文
書
等
に

か
か
わ
ら
ず
、
変
更
後
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等
情
報
が
添
付
文
書
等
に



記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月(

法
第
四
十
三

一

当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月(

法
第
四
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
査
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多
数
の
医
薬
品
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等
情

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多
数
の
医
薬
品
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等
情

報
が
変
更
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
変
更
後
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等

報
が
変
更
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
変
更
後
の
二
項
医
薬
品
注
意
事
項
等

情
報
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
た
製
品
を
速
や
か
に
製
造

情
報
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
た
製
品
を
速
や
か
に
製
造

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年)

以
内
に
製
造
販

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年)

以
内
に
製
造
販

売
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

売
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
輸
入
の
確
認
を
し
な
い
場
合
）

（
輸
入
の
確
認
を
し
な
い
場
合
）

第
二
百
十
八
条
の
二
の
三

（
略
）

第
二
百
十
八
条
の
二
の
三

（
略
）

２

法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

２

法
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
申
請
者
又
は
申
請
者
に
代
わ
つ
て
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

る
場
合
は
、
申
請
者
又
は
申
請
者
に
代
わ
つ
て
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

の
確
認
の
申
請
に
関
す
る
手
続
を
す
る
者
が
法
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

の
確
認
の
申
請
に
関
す
る
手
続
を
す
る
者
が
法
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
そ
の
他
法
第
五
条
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
薬
事

十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
そ
の
他
法
第
五
条
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
薬
事

に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し

に
関
す
る
法
令
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し

、
そ
の
違
反
行
為
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る

、
そ
の
違
反
行
為
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る

。
た
だ
し
、
申
請
者
が
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
で
あ
る
場

。

合
で
あ
つ
て
、
当
該
申
請
者
が
臨
床
試
験
そ
の
他
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す

る
目
的
で
医
薬
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
）

（
一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
）

第
二
百
十
八
条
の
四

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
五
十
七
条

第
二
百
十
八
条
の
四

薬
局
開
設
者
又
は
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
五
十
七
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
用
医
薬
品
を
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
用
医
薬
品
を
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

陳
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

陳
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

指
定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

二

指
定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
又
は
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
又
は
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提



供
す
る
た
め
の
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
陳
列
す
る
こ
と
。

供
す
る
た
め
の
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
陳
列
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
又
は
指
定
第
二
類
医

た
だ
し
、
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
又
は
指
定
第
二
類
医

薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
医
薬

薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
医
薬

品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入

品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入

し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ

し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ

れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ

れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
陳
列
）

第
二
百
十
八
条
の
五

薬
局
開
設
者
及
び
店
舗
販
売
業
者
は
、
法
第
五
十
七
条

（
新
設
）

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
（
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
に
限
る
。
）
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
陳

列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第

一
項
第
十
三
号
ロ
に
規
定
す
る
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
を
い
う

。
）
の
内
部
の
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
鍵
を
か
け
た
陳

列
設
備
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者

又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ

、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ

ら
れ
な
い
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
又
は
第
二
条
第
十
三

号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の

範
囲
に
陳
列
し
、
当
該
設
備
に
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
い
て
薬
事
に
関

す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
を
継
続
的
に
配
置
す
る

こ
と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
二
十
条
の
三

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
及

第
二
百
二
十
条
の
三

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
及



び
第
二
項
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
第

び
第
二
項
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
、
第
二
百
十

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
並
び
に
第
二

八
条
の
二
（
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
百
十
八
条
の
二
の
三
ま

百
十
八
条
の
二
（
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
百
十
八
条
の
二
の

で
（
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
百
十
八
条
の
二
の
四

四
ま
で
（
同
条
第
一
項
の
表
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る

（
第
一
項
の
表
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
一

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
一

（
略
）

（
略
）

条
第
一
項

法
第
五
十
条
第
十
二
号

法
第
五
十
九
条
第
七
号

条
第
一
項

法
第
五
十
条
第
十
号

法
第
五
十
九
条
第
七
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
五
十
条
第
十
五
号

法
第
五
十
九
条
第
九
号

法
第
五
十
条
第
十
三
号

法
第
五
十
九
条
第
九
号

法
第
五
十
条
第
十
六
号

法
第
五
十
九
条
第
十
号

法
第
五
十
条
第
十
四
号

法
第
五
十
九
条
第
十
号

法
第
五
十
条
第
十
七
号

法
第
五
十
九
条
第
十
二

法
第
五
十
条
第
十
五
号

法
第
五
十
九
条
第
十
二

号

号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）

条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
二
号
か
ら

法
第
五
十
九
条
第
七
号

条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第

法
第
五
十
九
条
第
七
号

第
十
四
号
ま
で
及
び
第
五
十

及
び
第
八
号
並
び
に
法

十
二
号
ま
で
及
び
第
五
十
二

及
び
第
八
号
並
び
に
法

二
条
第
二
項
第
一
号

第
六
十
条
に
お
い
て
準

条
第
二
項
第
一
号

第
六
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
五
十
二
条

用
す
る
法
第
五
十
二
条

第
二
項
第
一
号

第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

条
の
二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規

多
数
の

条
の
二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規

多
数
の

定
に
基
づ
き
検
査
を
要
す
る

定
に
基
づ
き
検
定
を
要
す
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多

数
の

数
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
二
十
一
条
の
三

化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
百
二
十
一
条
の
三

化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
項
、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
百
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
、
第
二
百
十
八
条
の
二
（
第
二
項

第
二
百
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
並
び
に
第
二
百
十
八
条
の
二
（
第

第
二
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
百
十
八
条
の
二
の
三
ま
で
（
同
条
第
二
項
た

二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
百
十
八
条
の
二
の
四
ま
で
（
同
条
第
一

だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
百
十
八
条
の
二
の
四
（
第
一
項
の
表
に
係

項
の
表
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
一

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
一

（
略
）

（
略
）

条
第
一
項

法
第
五
十
条
第
十
六
号

法
第
六
十
一
条
第
五
号

条
第
一
項

法
第
五
十
条
第
十
四
号

法
第
六
十
一
条
第
五
号

法
第
五
十
条
第
十
七
号

法
第
六
十
一
条
第
七
号

法
第
五
十
条
第
十
五
号

法
第
六
十
一
条
第
七
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）

条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
二
号
か
ら

法
第
六
十
一
条
第
四
号

条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第

法
第
六
十
一
条
第
四
号

第
十
四
号
ま
で
及
び
第
五
十

及
び
法
第
六
十
二
条
に

十
二
号
ま
で
及
び
第
五
十
二

及
び
法
第
六
十
二
条
に

二
条
第
二
項
第
一
号

お
い
て
準
用
す
る
法
第

条
第
二
項
第
一
号

お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一

五
十
二
条
第
二
項
第
一

号

号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

条
の
二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規

多
数
の

条
の
二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規

多
数
の

定
に
基
づ
き
検
査
を
要
す
る

定
に
基
づ
き
検
定
を
要
す
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多

の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多

数
の

数
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
医
療
機
器
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
医
療
機
器
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
二
十
四
条

（
略
）

第
二
百
二
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
の
記
載
場
所
の
面
積
が
狭
い
た
め
法
第
六
十

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
器
に
添
付
す

三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
医
療
機

る
文
書
に
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
符
号
（
同
項
に
規
定
す

器
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
器
に
添
付
す
る
文
書
に
同
項
に
規
定
す
る
符

る
医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド
又
は
二
次
元
コ

号
（
同
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
た
バ
ー
コ

ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
符
号

ー
ド
又
は
二
次
元
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

が
当
該
医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い

合
に
は
、
当
該
符
号
が
当
該
医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い

。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
削
る
）

一

医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
の
記
載
場
所
の
面
積
が
狭
い
た
め
法
第
六

十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
符
号
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
医

療
機
器

（
削
る
）

二

そ
の
構
造
及
び
性
状
に
よ
り
容
器
又
は
被
包
に
収
め
ら
れ
な
い
医
療
機

器
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

く
。
）

５

そ
の
構
造
及
び
性
状
に
よ
り
容
器
又
は
被
包
に
収
め
ら
れ
な
い
医
療
機
器

（
新
設
）

（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
器
が
使
用
さ
れ
る
間
そ
の
使
用
者
そ
の
他
の

関
係
者
が
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
符
号
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
符
号
が

当
該
医
療
機
器
の
容
器
又
は
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６
～
８

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
二
十
八
条

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
四

（
略
）

（
略
）



条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
二
号
か
ら

法
第
六
十
三
条
の
二
第

条
第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第

法
第
六
十
三
条
の
二
第

第
十
四
号
ま
で
及
び
第
五
十

二
項
第
一
号

十
二
号
ま
で
及
び
第
五
十
二

二
項
第
一
号

二
条
第
二
項
第
一
号

条
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

条
の
二
の
三

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

（
略
）

条
の
二
の
三

法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

（
略
）

第
二
項

医
薬
品

医
療
機
器

第
二
項

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
二
十
八
条
の
九

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条
の
九

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
八

（
略
）

（
略
）

条
の
二
の
三

医
薬
品

再
生
医
療
等
製
品

条
の
二
の
三

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項

第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
の
方
法
等
）

（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
の
方
法
等
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
二

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
（
令
第
七
十
五
条

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
二

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
（
令
第
七
十
五
条

第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
公
表
は
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

定
に
よ
る
公
表
は
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
注
意
事
項
等
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
）

（
注
意
事
項
等
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
六

法
第
六
十
八
条
の
二
の
二
（
令
第
七
十
五
条
第

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
六

法
第
六
十
八
条
の
二
の
二
（
令
第
七
十
五
条
第

十
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
が

に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
が



整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意

事
項
等
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と

事
項
等
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
法
第
六
十
八
条
の
二
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
等
）

（
法
第
六
十
八
条
の
二
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
等
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
十

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
の
十

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お

２

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
条

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
、
法
第
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条

四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、

る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
条
第
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
四
条
若
し

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八

く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬
品
、
法
第

第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二

の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示

外
診
断
用
医
薬
品
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十

さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第

六
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く

条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生
医
療

る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を

等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医

受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
法

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
特
定
す
る
た
め
の
符
号
の
こ
れ
ら
の
容
器
又

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

は
こ
れ
ら
の
被
包
へ
の
表
示
に
よ
り
流
通
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三

が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

れ
た
再
生
医
療
等
製
品
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
法
第

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若

し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生



医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
特
定
す
る
た
め
の
符
号
の
こ
れ
ら
の
容

器
又
は
こ
れ
ら
の
被
包
へ
の
表
示
に
よ
り
流
通
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い

。
３

（
略
）

３

（
略
）

（
副
作
用
等
報
告
）

（
副
作
用
等
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
医
薬
品

に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
又
は
外
国
医
薬

ハ

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
又
は
外
国
医
薬

品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該

品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該

医
薬
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

医
薬
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
又
は
当
該
医
薬
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ

も
の
又
は
当
該
医
薬
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
若
し
く
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害

き
な
い
も
の
若
し
く
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害

の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る

の
発
生
又
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項

事
項
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(5)

(1)

(5)

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得

２

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得

者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
次

者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
と
形
状
、
構
造
、
原
材
料
、

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
と
形
状
、
構
造
、
原
材
料
、

使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
以
下
「
外
国
医
療
機
器
」
と

る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
以
下
「
外
国
医
療
機
器
」
と

い
う
。
）
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て

い
う
。
）
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て

、
か
つ
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
（
法
第
六
十
三

、
か
つ
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
（
法
第
六
十
三

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意
又
は
法
第
六

条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意
又
は
法
第
六

十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意
を
い

十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
使
用
上
の
必
要
な
注
意
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
又
は
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す

い
も
の

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

当
該
死
亡
の
発
生
傾
向
を
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注

（
新
設
）

(1)
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

当
該
死
亡
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又

（
新
設
）

(2)
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

ハ

前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、

ハ

前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、

(1)

(5)

(1)

(5)

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と

疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要

疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意

な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
当
該
医
療
機
器

等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
若
し
く
は

そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大

の
お
そ
れ
を
示
す
も
の
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ニ

不
具
合
（
死
亡
若
し
く
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

ニ

不
具
合
（
死
亡
若
し
く
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

(1)

(5)

(1)

(5)

症
例
等
の
発
生
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ

症
例
等
の
発
生
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ

及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と

及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
医
療
機
器
に
係

が
で
き
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
医
療
機
器
に
係

る
不
具
合
の
発
生
率
の
変
化
の
う
ち
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造

る
不
具
合
の
発
生
率
の
変
化
の
う
ち
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造

医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
た
当
該
医
療
機

医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
た
当
該
医
療
機



器
に
係
る
不
具
合
の
発
生
率
を
上
回
つ
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
事
項
を

器
に
係
る
不
具
合
の
発
生
率
を
上
回
つ
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
事
項
を

除
く
。
）

除
く
。
）

（
削
る
）

ホ

前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、

(1)

(5)

医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て

、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ニ

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

発
生
傾
向
を
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予

(1)
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お

(2)
そ
れ
を
示
す
も
の

ホ
・
ヘ

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

ト

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ

チ

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ

る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

(1)

(5)

(1)

(5)

症
例
等
の
発
生
（
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

症
例
等
の
発
生
（
ト
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

チ

（
略
）

リ

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生

イ

死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生

(1)

(5)

(1)

(5)

の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る

の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響

も
の
（
前
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
次
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
次
号
イ
に
掲
げ

）

る
事
項
並
び
に
前
号
ヘ
に
規
定
す
る
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生

率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

ロ

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、

ロ

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、

当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲

当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲

(1)

(5)

(1)

(5)

げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前
号
ニ
及
び
次
号
イ

げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前
号
ニ
及
び
次
号
イ

に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か

に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
前
号
ヘ
に
規
定
す
る
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合

ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
を
除
く
。
）

の
発
生
率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特

４

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特



例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等

例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等

製
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

製
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
と
構
成
細
胞
、
導
入

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
と
構
成
細
胞
、
導
入

遺
伝
子
、
構
造
、
製
造
方
法
、
使
用
方
法
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認

遺
伝
子
、
構
造
、
製
造
方
法
、
使
用
方
法
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
「
外
国

め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
「
外
国

再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑

再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑

わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の

わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の

必
要
な
注
意
等
（
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
使

必
要
な
注
意
等
（
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
使

用
上
の
必
要
な
注
意
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

用
上
の
必
要
な
注
意
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

当
該
死
亡
の
発
生
傾
向
を
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
必

（
新
設
）

(1)
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

当
該
死
亡
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又

（
新
設
）

(2)
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

ハ

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち

ハ

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち

(1)

(5)

(1)

(5)

、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ

、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ

る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
再
生
医
療

る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品

等
製
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

も
の
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予

測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
若
し
く
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生

上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

（
削
る
）

ニ

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち

(1)

(5)

、
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら



予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

発
生
傾
向
を
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等

(1)
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お

(2)
そ
れ
を
示
す
も
の

ニ

（
略
）

ホ

（
略
）

ホ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
よ
る

ヘ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
よ
る

も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

(1)

(1)

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
（
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

(5)

(5)

ヘ

（
略
）

ト

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発

イ

死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発

(1)

(5)

(1)

(5)

生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と

生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不

疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ロ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発

ロ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発

生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

(1)

(1)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
当

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

(5)

(5)

該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
必
要
な
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
五

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
五

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品

き
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品

特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業

特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業

者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ

者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
厚

い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め

ら
れ
る
疾
病
の
研
究
報
告
で
あ
つ
て
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾

病
と
そ
の
病
状
若
し
く
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
又
は
人

の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
に
関
す

る
も
の

二

外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
成
分

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

（
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用

さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
同
一
性

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し

、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生

上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め

に
行
わ
れ
た
措
置
で
あ
つ
て
、
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
で
あ

つ
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と
そ
の
病
状
若
し
く
は
治
療
の

結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
に
関
す
る
も
の
又
は
人
の
生
命
及
び
健
康

に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
に
関
す
る
も
の

（
削
る
）

三

調
査
期
間

（
削
る
）

四

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
数
量

（
削
る
）

五

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係

る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認

め
ら
れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告

（
削
る
）

六

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当

該
再
生
医
療
等
製
品
の
成
分
（
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又

は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る

も
の
に
限
る
。
）
と
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物

に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て

い
る
製
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
種
類
別
発
生
状
況
及
び
発
生



症
例
一
覧

（
削
る
）

七

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く

は
拡
大
の
防
止
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行

わ
れ
た
措
置

（
削
る
）

八

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見

解

（
削
る
）

九

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
注
意
事
項
等
情
報

（
削
る
）

十

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

２

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
生
医
療
等
製
品
の

２

前
項
の
報
告
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く

日
等
か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て

は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
以
内
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了

し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

後
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
邦
文
以
外
で
記
載
さ

る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を

れ
て
い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い

受
け
た
日
等
か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に

て
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
以
内
ご
と
に
、
そ
の
期
間

の
満
了
後
一
月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
邦
文
以
外
で
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係

（
新
設
）

る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認

め
ら
れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

二

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当

（
新
設
）

該
再
生
医
療
等
製
品
の
成
分
（
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又

は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る

も
の
に
限
る
。
）
と
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物

に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て

い
る
製
品
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
該
再
生
医
療
等
製
品



等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生

三

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く

（
新
設
）

は
拡
大
の
防
止
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行

わ
れ
た
措
置
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

３

前
項
の
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間

四

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
数
量

五

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係

る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認

め
ら
れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告

六

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
種
類
別

発
生
状
況
及
び
発
生
症
例
一
覧

七

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く

は
拡
大
の
防
止
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行

わ
れ
た
措
置

八

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見

解

九

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
）

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
六

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
六

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は

調
査
の
結
果
の
通
知
）

調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
七

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
七

（
略
）

（
生
物
由
来
製
品
で
あ
る
製
造
専
用
医
薬
品
等
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

（
生
物
由
来
製
品
で
あ
る
製
造
専
用
医
薬
品
等
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）



第
二
百
三
十
三
条
の
二

生
物
由
来
製
品
に
お
け
る
第
二
百
十
四
条
の
規
定
の

第
二
百
三
十
三
条
の
二

生
物
由
来
製
品
に
お
け
る
第
二
百
十
四
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
四

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号

号
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
第

ま
で
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
第
十

十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
法
第
六
十
八

号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
法
第
六
十
八
条
の

条
の
十
七
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
八
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
六
十

十
七
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
八
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
六
十
八
条

八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条

の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
二

の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
法
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
各
号

第
二
項
第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
法
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
各
号
」
と

」
と
す
る
。

す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
）

（
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
四
十
一
条

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生

第
二
百
四
十
一
条

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生

物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く

物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く

は
外
国
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
選
任
製
造

は
外
国
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
選
任
製
造

販
売
業
者
若
し
く
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
選
任
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の

販
売
業
者
若
し
く
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
選
任
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の

製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
次
に
掲

製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
三
十
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に

げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る

一

当
該
生
物
由
来
製
品
の
名
称

人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら
れ

る
疾
病
の
研
究
報
告
で
あ
つ
て
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と

そ
の
病
状
若
し
く
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
又
は
人
の
生

命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
に
関
す
る
も

の
二

外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
生
物
由
来
製
品
の
成
分
（

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

当
該
生
物
由
来
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
同
一
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し
、
若

し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
製
品
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の

危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
そ
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行



わ
れ
た
措
置
で
あ
つ
て
、
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
で
あ
つ
て

既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と
そ
の
病
状
若
し
く
は
治
療
の
結
果

が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
に
関
す
る
も
の
又
は
人
の
生
命
及
び
健
康
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
に
関
す
る
も
の

（
削
る
）

三

調
査
期
間

（
削
る
）

四

当
該
生
物
由
来
製
品
の
出
荷
数
量

（
削
る
）

五

当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る

人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら

れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告

（
削
る
）

六

当
該
生
物
由
来
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該

生
物
由
来
製
品
の
成
分
（
当
該
生
物
由
来
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造

工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に

限
る
。
）
と
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来

す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
製

品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
生
物
由
来
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
種
類
別
発
生
状
況
及
び
発
生
症
例
一
覧

（
削
る
）

七

当
該
生
物
由
来
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は

拡
大
の
防
止
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行
わ
れ

た
措
置

（
削
る
）

八

当
該
生
物
由
来
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見
解

（
削
る
）

九

当
該
生
物
由
来
製
品
の
添
付
文
書
又
は
注
意
事
項
等
情
報

（
削
る
）

十

当
該
生
物
由
来
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

２

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
物
由
来
製
品
の
製

２

前
項
の
報
告
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日

造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
生
物
由
来
製
品
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
選

等
か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、

任
外
国
製
造
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
以
内
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
一

は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
邦
文
以
外
で
記
載
さ
れ
て

知
つ
た
と
き
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等

い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
厚

、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
以
内
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
一
月



以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
邦
文
以

外
で
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る

人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら

れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

二

当
該
生
物
由
来
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該

生
物
由
来
製
品
の
成
分
（
当
該
生
物
由
来
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造

工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に

限
る
。
）
と
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来

す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
製

品
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
該
生
物
由
来
製
品
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生

三

当
該
生
物
由
来
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は

拡
大
の
防
止
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行
わ
れ

た
措
置
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

３

前
項
の
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

一

当
該
生
物
由
来
製
品
の
名
称

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間

四

当
該
生
物
由
来
製
品
の
出
荷
数
量

五

当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る

人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら

れ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
研
究
報
告

六

当
該
生
物
由
来
製
品
等
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
種
類
別
発

生
状
況
及
び
発
生
症
例
一
覧

七

当
該
生
物
由
来
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は



拡
大
の
防
止
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行
わ
れ

た
措
置

八

当
該
生
物
由
来
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見
解

九

当
該
生
物
由
来
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

（
機
構
に
対
す
る
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
）

（
機
構
に
対
す
る
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
四
十
二
条

（
略
）

第
二
百
四
十
二
条

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
評
価
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は
調

（
機
構
に
よ
る
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は
調

査
の
結
果
の
通
知
）

査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
百
四
十
三
条

（
略
）

第
二
百
四
十
三
条

（
略
）

（
特
定
用
途
医
薬
品
、
特
定
用
途
医
療
機
器
及
び
特
定
用
途
再
生
医
療
等
製

（
特
定
用
途
医
薬
品
、
特
定
用
途
医
療
機
器
及
び
特
定
用
途
再
生
医
療
等
製

品
の
指
定
の
申
請
）

品
の
指
定
の
申
請
）

第
二
百
五
十
一
条
の
三

（
略
）

第
二
百
五
十
一
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

次
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
用
途
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
七
十
七
条

の
二
第
三
項
の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請

の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
係
る
申
請

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ

既
に
法
第
十
四
条
又
は
法
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
医

薬
品
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
既
承
認
の
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

そ
の
用
法
又
は
用
量
を
変
更
し
て
次
条
第
一
号
イ
の
用
途
に
用
い

(1)
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

そ
の
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
を
変
更
し
て
次
条
第
一
号
ロ

(2)
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

ロ

既
承
認
の
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効



果
等
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
剤
形

を
当
該
既
承
認
の
医
薬
品
と
異
な
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
次
条
第
一
号

イ
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
申
請

既
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又

は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
お
り
、
次
の
イ
又
は
ロ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ

そ
の
使
用
目
的
又
は
使
用
方
法
を
変
更
し
て
次
条
第
一
号
イ
の
用
途

に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

ロ

そ
の
使
用
目
的
又
は
使
用
方
法
を
変
更
し
て
次
条
第
一
号
ロ
の
用
途

に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

三

再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
申
請

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と

イ

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
次
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
用
途
に
用
い

る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

ロ

既
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

を
受
け
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

そ
の
用
法
、
用
量
又
は
使
用
方
法
を
変
更
し
て
次
条
第
一
号
イ
の

(1)
用
途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

そ
の
効
能
、
効
果
、
性
能
、
用
法
、
用
量
又
は
使
用
方
法
を
変
更

(2)
し
て
次
条
第
一
号
ロ
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と

（
削
る
）

４

次
条
第
二
号
の
用
途
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
七
十
七
条
の
二
第
三

項
の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
次
条
第
二

号
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
、
又
は
既
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理
又
は
使
用
方
法
を
変
更
し
て
次
条
第
二
号
の
用

途
に
用
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）



第
二
百
六
十
四
条

（
略
）

第
二
百
六
十
四
条

（
略
）

２

法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第

２

法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第

五
十
条
及
び
第
五
十
二
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準

五
十
条
及
び
第
五
十
二
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
六
項

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
七
項

（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項

（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項

又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造

又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四

十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

「
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の

八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」

条
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等

と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
適
合

適
合
性
調
査
」
と
、
「
様
式
第
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
百
十
三
」

性
調
査
」
と
、
「
様
式
第
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
百
十
三
」
と
、

と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
に

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「

て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬

医
薬
品
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
の
二

品
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
三

の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三

十
三
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医

条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品

薬
品
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
「
に
お
け
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
「
に
お
け
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
に

「
に
お
け
る
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、

お
け
る
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
第
五

第
五
十
二
条
中
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

十
二
条
中
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
」

令
」
と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
適
合
性
調

と
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
又

査
又
は
令
第
七
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
三
十
七
条
の
二
十
四

は
令
第
七
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
三
十
七
条
の
二
十
四
に
規

に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
医
薬
品
等

定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
医
薬
品
等
外
国

外
国
製
造
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
医
療

製
造
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
医
療
機
器

機
器
等
外
国
製
造
業
者
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
許
可
年
月
日
」
と
あ
る
の

等
外
国
製
造
業
者
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
許
可
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
許
可
年
月
日
若
し
く
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
」
と
、
「
認
定
年

許
可
年
月
日
若
し
く
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
」
と
、
「
認
定
年
月
日

月
日
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
年
月
日
若
し
く
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

」
と
あ
る
の
は
「
認
定
年
月
日
若
し
く
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
若
し

若
し
く
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
」
と

く
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
」
と
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条

３

法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条

の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。

の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。

）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一

）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一



第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準

第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の

二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品

二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
若
し
く
は
品

質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

八
十
条
第
三
項
」
と
、
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
、
「
様
式

八
十
条
第
三
項
」
と
、
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
、
「
様
式

第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
百
十
三
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
百
十
三
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
八
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
」

第
八
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
」

と
、
「
に
お
け
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
第
二
百
六
十
四
条
第

と
、
「
に
お
け
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
第
二
百
六
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
中
「
令

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
中
「
令

」
と
あ
る
の
は
「
令
第
七
十
三
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
」
と
読
み
替

」
と
あ
る
の
は
「
令
第
七
十
三
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

（
緊
急
承
認
又
は
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等

（
緊
急
承
認
又
は
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等

製
品
に
関
す
る
添
付
文
書
等
の
記
載
）

製
品
に
関
す
る
添
付
文
書
等
の
記
載
）

第
二
百
六
十
六
条

令
第
七
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
二
条
又

第
二
百
六
十
六
条

令
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
二
条
又

は
法
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第

は
法
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第

八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
医
薬
品
」
又
は
「
注
意
―
特
例
承
認
医

な
い
事
項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
医
薬
品
」
又
は
「
注
意
―
特
例
承
認
医

薬
品
」
の
文
字
と
す
る
。

薬
品
」
の
文
字
と
す
る
。

２

令
第
七
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
二
又
は
法
第
六

２

令
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
二
又
は
法
第
六

十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第
八
項
に
規

十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第
八
項
に
規

定
す
る
医
療
機
器
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

定
す
る
医
療
機
器
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
医
療
機
器
」
又
は
「
注
意
―
特
例
承
認
医
療
機

項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
医
療
機
器
」
又
は
「
注
意
―
特
例
承
認
医
療
機

器
」
の
文
字
と
す
る
。

器
」
の
文
字
と
す
る
。

３

令
第
七
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
五
条
の
三
又
は
法
第
六

３

令
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
五
条
の
三
又
は
法
第
六

十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第
八
項
に
規

十
八
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第
八
項
に
規

定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
再
生
医
療
等
製
品
」
又
は
「
注
意
―
特

な
い
事
項
は
、
「
注
意
―
緊
急
承
認
再
生
医
療
等
製
品
」
又
は
「
注
意
―
特



例
承
認
再
生
医
療
等
製
品
」
の
文
字
と
す
る
。

例
承
認
再
生
医
療
等
製
品
」
の
文
字
と
す
る
。

（
薬
物
に
係
る
治
験
に
関
す
る
副
作
用
等
の
報
告
）

（
薬
物
に
係
る
治
験
に
関
す
る
副
作
用
等
の
報
告
）

第
二
百
七
十
三
条

（
略
）

第
二
百
七
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

る
医
薬
品
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

る
医
薬
品
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
の
変

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
の
変

更
（
当
該
変
更
が
第
四
十
七
条
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申

更
（
当
該
変
更
が
第
四
十
七
条
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申

請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す

請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ

て
当
該
治
験
に
係
る
治
験
使
用
薬
等
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も

て
当
該
治
験
に
係
る
治
験
使
用
薬
等
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も

の
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て

の
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

は
、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
機
械
器
具
等
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
）

（
機
械
器
具
等
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
）

第
二
百
七
十
四
条
の
二

（
略
）

第
二
百
七
十
四
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

る
医
療
機
器
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

る
医
療
機
器
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
承
認
事
項
の
一
部
の
変
更
（
当
該
変
更
が
第
百
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

る
承
認
事
項
の
一
部
の
変
更
（
当
該
変
更
が
第
百
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な

第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
に

は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
治
験
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
治
験
に

係
る
治
験
使
用
機
器
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

係
る
治
験
使
用
機
器
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の



又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は

又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
加
工
細
胞
等
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
）

（
加
工
細
胞
等
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
）

第
二
百
七
十
五
条
の
三

（
略
）

第
二
百
七
十
五
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
法
第

る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
の
変
更
（
当
該
変
更
が
第
百
三
十
七
条
の
二
十
八

に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
の
変
更
（
当
該
変
更
が
第
百
三
十
七
条
の
二
十
八

第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な

第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
に

は
、
第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
治
験
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
治
験
に

係
る
治
験
使
用
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
又
は

係
る
治
験
使
用
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
又
は

そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は

そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
等
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
等
に
よ
る
手
続
）

第
二
百
八
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

第
二
百
八
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

書
類
（
医
薬
品
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化

書
類
（
医
薬
品
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化

粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒

て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒

体
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、

体
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、

届
出
又
は
申
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い

届
出
又
は
申
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い

て
「
電
磁
的
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え

て
「
電
磁
的
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
削
る
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条
の
四

様
式
第
二
十
二
の
二
に
よ

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
三
条
の
七

（
略
）

第
五
十
三
条
の
七

（
略
）

第
五
十
三
条
の
十

様
式
第
二
十
六
の
五
に
よ

（
新
設
）

（
新
設
）

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

様
式
第
五
十
四
の
四
に
よ

五
条
の
四

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十

（
略
）

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十

（
略
）

条
第
一
項

条
第
一
項

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十

様
式
第
五
十
七
の
二
に
よ

（
新
設
）

（
新
設
）

三
条
の
九

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六

（
略
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
二

様
式
第
二
十
六
の
五
に
よ

（
新
設
）

（
新
設
）

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す

（
略
）

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す

（
略
）

る
第
百
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項

る
第
百
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す

様
式
第
五
十
七
の
二
に
よ

（
新
設
）

（
新
設
）

る
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
二

る
申
請
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一

業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

一

業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）



⑷

薬
局
の
業
務
内
容

⑷

薬
局
の
業
務
内
容

～

（
略
）

～

（
略
）

(ⅰ)

(ⅷ)

(ⅰ)

(ⅷ)

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
（
第
七
条
の
二
第
二
項
に
よ
る
も
の
に

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
の
実
施

(ⅸ)

(ⅸ)

限
る
。
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施

(ⅸ)

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(ⅹ)

(xviii)

(ⅹ)

(xviii)

⑸

（
略
）

⑸

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

別
表
第
一
の
二
（
第
十
五
条
の
六
、
第
十
五
条
の
十
五
、
第
百
四
十
七
条
の
七

別
表
第
一
の
二
（
第
十
五
条
の
六
、
第
十
五
条
の
十
五
、
第
百
四
十
七
条
の
七

、
第
百
四
十
七
条
の
十
二
関
係
）

、
第
百
四
十
七
条
の
十
二
関
係
）

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
及
び
指

第
二

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
販

定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
販
売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

一

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
、
第
三
類
医
薬

一

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医

品
及
び
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
定
義
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
解
説

薬
品
の
定
義
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
解
説

二

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
、
第
三
類
医
薬

二

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医

品
及
び
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
表
示
に
関
す
る
解
説

薬
品
の
表
示
に
関
す
る
解
説

三

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
、
第
三
類
医
薬

三

要
指
導
医
薬
品
、
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医

品
及
び
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
に
関
す
る
解

薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
に
関
す
る
解
説

説
四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
陳
列
等
に
関
す
る
解
説

（
新
設
）

十

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場

（
新
設
）

合
は
、
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
薬
剤
師
又
は
登

録
販
売
者
に
相
談
す
る
こ
と
を
勧
め
る
旨

十
一
～
十
三

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

別
表
第
一
の
三
（
第
十
五
条
の
六
、
第
百
四
十
七
条
の
七
関
係
）

別
表
第
一
の
三
（
第
十
五
条
の
六
、
第
百
四
十
七
条
の
七
関
係
）



一

（
略
）

一

（
略
）

二

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要
指
導
医
薬
品
を
除

二

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
の
状
況
を
示
す
写

く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
の
状
況
を
示
す
写
真

真

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

特
定
販
売
を
行
う
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
（
特
定
要

五

特
定
販
売
を
行
う
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
使
用

指
導
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
使
用
期
限

期
限

別
表
第
一
の
四
（
第
百
四
十
九
条
の
十
関
係
）

別
表
第
一
の
四
（
第
百
四
十
九
条
の
十
関
係
）

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

第
二

一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
関
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
定
義
等
に
関
す
る
解
説

（
新
設
）

八

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場

（
新
設
）

合
は
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
薬
剤
師
又
は
登
録

販
売
者
に
相
談
す
る
こ
と
を
勧
め
る
旨

九
～
十
一

（
略
）

七
～
九

（
略
）



様
式
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第六（第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第九十九条、第百条、第百十四条の

六十九、第百十四条の七十、第百二十七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六

十六、第百七十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百六十五条、第二百六十五条

の二、第二百六十五条の三関係） 

 

変 更 届 書 

 

業 務 等 の 種 別 
  

許可番号、認定番号又は登録番号及

び年月日 

  

薬局、主たる機能を有す

る事務所、製造所、店舗、

営業所又は事業所 

名 称 
  

所在地 
  

変更

内容 

事 項 変 更 前 変 更 後 

      

変 更 年 月 日 
  

備 考 
  

 上記により、変更の届出をします。 

    年  月  日 

 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名   

 

   厚 生 労 働 大 臣 

   地 方 厚 生 局 長 

   都 道 府 県 知 事 

   保健所設置市市長 

   特 別 区 区 長 

  殿 



 （注意） 

   １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   ２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   ３ 業務等の種別欄には、薬局、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局、第１種医薬品、第２種

医薬品、医薬部外品、化粧品、第１種医療機器、第２種医療機器、第３種医療機器、体外診断

用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造販売業、医薬品、医薬部外品、

化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造

業、認定外国製造業者若しくは登録外国製造業者、登録認証機関、店舗販売業、配置販売業若

しくは卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業（指定視力補正用レンズ又は

プログラム高度管理医療機器のみの販売業又は貸与業を除く。）、指定視力補正用レンズ若し

くはプログラム高度管理医療機器のみの販売業若しくは貸与業、特定管理医療機器の販売業若

しくは貸与業（補聴器、家庭用電気治療器又はプログラム管理医療機器以外の特定管理医療機

器を販売又は貸与する場合に限る。）、補聴器、家庭用電気治療器若しくはプログラム管理医

療機器のみの販売業若しくは貸与業、管理医療機器（特定管理医療機器を除く。）の販売業若

しくは貸与業又は医療機器の修理業の別を記載すること。 

   ４ 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この届

書は地方厚生局長に提出する場合にあつては正本１通及び副本２通を、厚生労働大臣、都道府

県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本１通を提

出すること。 

   ５ 管理医療機器の販売業又は貸与業にあつては、許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日

欄にその販売業又は貸与業の届出を行つた年月日を記載すること。 

   ６ 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。 

   ７ 管理者の変更の場合は、変更後の管理者が薬剤師又は登録販売者であるときはその者の薬剤

師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を、責任技術者の変更の

場合は、変更後の責任技術者が第91条第１項若しくは第２項、第91条の２又は第114条の53第

１項から第３項までの各号のいずれに該当するかを、医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造

販売責任者の変更の場合は、変更後の総括製造販売責任者が薬剤師であるときは薬剤師名簿登

録番号及び登録年月日を、薬剤師以外の者であるときはその者が第86条第１項第１号イ若しく

はロ、第２号イからハまで、第３号イ若しくはロ又は第114条の49の２第１項第１号若しくは

第２号のいずれに該当するかを、医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者補佐薬剤

師の変更の場合は、変更後の総括製造販売責任者補佐薬剤師の薬剤師名簿登録番号及び登録年

月日を、医薬品又は体外診断用医薬品の製造管理者補佐薬剤師の変更の場合は、変更後の製造

管理者補佐薬剤師の薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を、営業所管理者の変更の場合は、変

更後の営業所管理者が薬剤師であるときは薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を、薬剤師以外

の者であるときはその者が第154条各号のいずれに該当するかを、高度管理医療機器等営業所

管理者の変更の場合は、変更後の高度管理医療機器等営業所管理者が第162条第１項から第４

項までの各号のいずれに該当するかを、特定管理医療機器営業所管理者等の変更の場合は、変

更後の特定管理医療機器営業所管理者等が第175条第１項各号のいずれに該当するかを、再生

医療等製品営業所管理者の変更の場合は、変更後の再生医療等製品営業所管理者が第196条の

４第１項各号のいずれに該当するかを変更後欄に付記すること。 



   ８ 医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者の変更の場合のうち、新たに総括製造販

売責任者として薬剤師以外の者を置く場合には、総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名、住

所、薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。 

９ 医薬品又は体外診断用医薬品の製造管理者の変更の場合のうち、第88条第１項第３号又は第

114条の53の２第２項第２号に該当する場合において新たに製造管理者として薬剤師以外の者

を置くときは、製造管理者補佐薬剤師の氏名、住所、薬剤師名簿登録番号及び登録年月日を変

更後欄に付記すること。 

   10 管理者以外の薬剤師又は登録販売者に変更があつた場合のうち、新たに薬事に関する実務に

従事する薬剤師又は登録販売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び

登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。 

   11 薬事に関する業務に責任を有する役員の変更の場合は、備考欄に、変更後の役員が法第５条

第３号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときはそのいずれに該当するかを記載

し、該当しないときは「なし」と記載すること。 

   12 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を

並記すること。 

   13 様式第114、様式第114の２又は様式第114の３による届出に記載された事項に変更を生じた

場合における令第74条第１項、令第74条の２第１項又は令第74条の３第１項の規定による届出

の場合は、正副２通を提出すること。 



様
式
第
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第十二（第二十六条、第百三十七条の九関係） 

 

収 入

印 紙 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

製造業 許可申請書 

 

製 造 所 の 名 称   

製 造 所 の 所 在 地   

許 可 の 区 分   

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要   

（ 法 人 に あ つ て は ） 
薬 事 に 関 す る 業 務 に 
責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

 

管理者又は責任技術者 

（医薬品製造管理者補佐薬

剤師を置く場合にあつて

は 、 そ の 者 を 含 む 。） 

氏 名   資 格   

住 所 

  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

(1) 法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日
から３年を経過していない者 

 

(2) 法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消し
の日から３年を経過していない者 

 

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた後、３年を経過していない者 

 

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事
に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反
し、その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当た
つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな
い者 

 

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有
すると認められない者 

 

備 考   

 

 上記により、 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

の製造業の許可を申請します。 

     年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

 

   地 方 厚 生 局 長 

   都 道 府 県 知 事 

   保健所設置市市長 

   特 別 区 区 長 

  殿 



 （注意） 

   １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   ２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本１通及び副本２通、都道府県知事、保

健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本１通提出すること。 

   ３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   ４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 

   ５ 許可の区分欄には、第25条第１項から第３項までの各号又は第137条の８各号のいずれに該当するか

を記載すること。 

   ６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

   ７ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤

師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第91条第１項及び第２項各号のい

ずれに該当するかを記載すること。 

８ 管理者又は責任技術者の氏名、住所及び資格欄には、医薬品製造管理者補佐薬剤師を置く場合にあ

つては、「医薬品製造管理者／医薬品製造管理者補佐薬剤師」の氏名、住所及び資格をそれぞれ記載す

ること。この場合、資格欄には、第88条第１項第３号に該当する旨／医薬品製造管理者補佐薬剤師の

薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載すること。 

   ９ 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1) 欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日

及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはそ

の違反の事実及び違反した年月日を記載すること。 

   10 薬局製造販売医薬品の製造業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を記載

すること。 

   11 申請者が他の区分の製造業の許可又は登録を取得している場合には、備考欄に当該許可の区分及び

許可番号又は当該登録の登録番号を記載すること。 



様
式
第
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第十四（第三十条、第百三十七条の十三関係） 

 

収 入

印 紙 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 
再生医療等製品 

製造業 許可更新申請書 

 

許 可 番 号 及 び 年 月 日   

製 造 所 の 名 称   

製 造 所 の 所 在 地   

許 可 の 区 分   

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要   

（ 法 人 に あ つ て は ） 
薬 事 に 関 す る 業 務 に 
責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

 

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 
（医薬品製造管理者補佐薬剤
師を置く場合にあつては、そ
の 者 を 含 む 。 ） 

氏 名   資 格   

住 所 
  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条

項 (1) 法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日
から３年を経過していない者  

 

(2) 法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消し
の日から３年を経過していない者 

 

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた後、３年を経過していない者 

 

(4) 法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬
事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に
違反し、その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(6) 精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当た
つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな
い者 

 

(7) 製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有
すると認められない者 

 

備 考   

 

 上記により、 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

の製造業の許可の更新を申請します。 

    年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

 
   地 方 厚 生 局 長 

   都 道 府 県 知 事 

   保健所設置市市長 

   特 別 区 区 長 

殿 



 （注意） 

   １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   ２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本１通及び副本２通、

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつ

ては正本１通提出すること。 

   ３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   ４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこ

と。 

   ５ 許可の区分欄には、第25条第１項から第３項までの各号又は第137条の８各号の

いずれに該当するかを記載すること。 

   ６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないと

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

   ７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と

記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあ

つてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した

年月日を記載すること。    

   ８ 申請者が他の区分の製造業の許可又は登録を取得している場合には、備考欄に

当該許可の区分及び許可番号又は当該登録の登録番号を記載すること。 



様
式
第
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第十五(第三十一条、第百三十七条の十四関係) 

 

収 入

印 紙 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 
再生医療等製品 

製造業許可区分 
変更 
追加 

申請書 

 

許 可 の 区 分 
  

許 可 番 号 及 び 年 月 日 
  

製 造 所 の 名 称 
  

製 造 所 の 所 在 地 
  

変 更 し 、 又 は 追 加 す る 区 分 
  

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 
  

管理者又は責任技術者 
（医薬品製造管理者補
佐薬剤師を置く場合に
あつては、その者を含
む。） 

氏 名 
  

資格 
  

住 所 
  

備 考 
  

 

 上記により、 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

の製造業の区分の 
変更 
追加 

を申請します。 

 

    年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
  

 
   地 方 厚 生 局 長 

   都 道 府 県 知 事 

   保健所設置市市長 

   特 別 区 区 長 

殿 

 



 (注意) 

   1 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   2 この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都

道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつて

は正本1通提出すること。 

   3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   4 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこ

と。 

   5 許可の区分欄には、第25条第1項から第3項までの各号又は第137条の8各号のいず

れに該当するかを記載すること。 

   6 製造所の構造設備の概要欄には、変更し、又は追加する区分に係る部分について

のみ記載すること。また、その記載事項の全てを記載することができないときは、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

   7 管理者又は責任技術者欄には、変更し、又は追加する許可区分に係る者について

記載すること。 



様
式
第
十
六

中
「第

2
6
条
第
１
項

」
を
「第

2
5
条
第
１
項

」
に
、
「第

1
37
条
の
９
各
号

」
を
「第

1
37
条
の
８
各

（一）

号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六

及
び
様
式
第
二
十
一
中
「第

3
6
条
第
１
項

」
を
「第

3
5
条
第
１
項

」
に
、
「第

1
37
条
の
1
9
各
号

」

（二）

を
「第

13
7
条
の

18
各
号

」
に
、
「A

rti
cle

36

」
を
「Ar

tic
le

35

」
に
、
「A

rti
cl
e

1
37

―

19

」
を

「Art
icl

e
137

―18

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
中
「第

14
条
の
２
の
２
第
１
項

」
を
「第

14
条
の
２
の
２
の
２
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
の
二
を
削
る
。

様
式
第
二
十
六
の
二
中
「第
十
四
条
第
八
項

」
を
「第

十
四
条
第
七
項

」
に
、
「P

ar
agr

aph
８

」
を
「P

ara
gra

ph

７

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
六
の
四
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。



様式第二十六の五(第五十三条の十、第百十四条の三十六の三関係) 

      

医 薬 品 
医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

  条件付承認 申請書 
収入

印紙 

  

 

承 認 番 号 
  承 認 年 月 日   

承認事項一部変更年月日   

名
称 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名   

備 考   

 

上記により、 
医 薬 品 
医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

 条件付承認を申請します。 

 

   年  月  日 

住 所 

法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
  

 

    厚生労働大臣    殿 

 

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 

 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 



様
式
第
二
十
七
の
二
中
「条

件
付
き
承
認

」
を
「条

件
付
承
認

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
一
中
「使

用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査

」
を
「品

質
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査

」
に
改
め
る
。

、
様
式
第
五
十
三
中
「第

1
4
条
の
２
の
２
第
１
項

」
を
「第
1
4
条
の
２
の
２
の
２
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
四
の
四
を
削
る
。

様
式
第
五
十
七
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。



様式第五十七の二(第百十一条、第百十四条の八十一関係) 

  

外国製造 

医 薬 品 

医 療 機 器 

体外診断用医薬品 

条件付承認 申請書 
収入

印紙 

  
 

承 認 番 号 

  承 認 年 月 日   

承認事項一部変更年月日   

名
称 

一般的名称   

販 売 名   

備 考 
  

 

上記により、外国製造 

医 薬 品 

医 療 機 器 

体外診断用医薬品 

条件付承認を申請します。 

 

   年  月  日 

住 所  
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

氏 名  
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
  

   厚生労働大臣   殿 

 

(注意) 

 1 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 2 この申請書は、正本１通及び副本２通提出すること。 

 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 



様
式
第
五
十
八
の
二
中
「条

件
付
き
承
認

」
を
「条

件
付
承
認

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第六十三の二（第百十四条の九関係） 

 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

製造業 登録申請書 

 

製 造 所 の 名 称   

製 造 所 の 所 在 地   

（ 法 人 に あ つ て は ） 

薬 事 に 関 す る 業 務 に 

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

 

管理者又は責任技術者 

（体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師を置く場合

にあつては、その者を含

む。） 

氏 名   資格   

住 所 

  

 
 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関
す
る
業

務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

(1) 
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日

から３年を経過していない者  

 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消し

の日から３年を経過していない者 

 

(3) 
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなつた後、３年を経過していない者 

 

(4) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反し、その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(6) 

精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者 

 

(7) 
製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有

すると認められない者 

 

備 考   

 

 上記により、 
医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

の製造業の登録を申請します。 

 

    年  月  日 

 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

   都道府県知事   殿 



 （注意） 

   １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   ２ この申請書は、正本１通提出すること。 

   ３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   ４ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師である

ときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはそ

の者が第114条の52第１項から第３項までの各号のいずれに該当するかを記載する

こと。 

５ 管理者又は責任技術者の氏名、住所及び資格欄には、体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師を置く場合にあたつては、「製造管理者／体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師」の氏名、住所及び資格をそれぞれ記載すること。この場合、資格

欄には、第114条の53の２第２項第２号に該当する旨／体外診断用医薬品製造管理

者補佐薬剤師の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載すること。 

   ６ 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を記載すること。 

   ７ 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。 



様
式
第
六
十
三
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第六十三の四（第百十四条の十三関係） 

 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

製造業 登録更新申請書 

 

登 録 番 号 及 び 年 月 日   

製 造 所 の 名 称   

製 造 所 の 所 在 地   

（ 法 人 に あ つ て は ） 

薬 事 に 関 す る 業 務 に 

責 任 を 有 す る 役 員 の 氏 名 

 

管理者又は責任技術者 

（体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師を置く場合

にあつては、その者を含む。）  

氏 名 
  

資格 
  

住 所 
  

 
 

申
請
者(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
薬
事
に
関

す
る
業
務
に
責
任
を
有
す
る
役
員
を
含

む
。)

の
欠
格
条
項 

(1) 
法第75条第１項の規定により許可を取り消され、取消しの日か

ら３年を経過していない者  

 

(2) 
法第75条の２第１項の規定により登録を取り消され、取消しの

日から３年を経過していない者 

 

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた後、３年を経過していない者 

 

(4) 

法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事

に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反

し、その違反行為があつた日から２年を経過していない者 

 

(5) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  

(6) 

精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

者 

 

(7) 
製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有す

ると認められない者 

 

備 考   

 

 上記により、 
医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

の製造業の登録の更新を申請します。 

 

    年  月  日 

 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 
 

 

   都道府県知事   殿 



 （注意） 

   １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

   ２ この申請書は、正本１通提出すること。 

   ３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

   ４ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師である

ときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつては

その者が第114条の52第１項から第３項までの各号のいずれに該当するかを記載す

ること。 

５ 管理者又は責任技術者の氏名、住所及び資格欄には、体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師を置く場合にあたつては、「製造管理者／体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師」の氏名、住所及び資格をそれぞれ記載すること。この場合、資

格欄には、第114条の53の２第２項第２号に該当する旨／体外診断用医薬品製造管

理者補佐薬剤師の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載すること。 

   ６ 申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」

と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄

にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違

反した年月日を記載すること。 

   ７ 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。 



様
式
第
六
十
三
の
八

及
び
様
式
第
六
十
三
の
八

中
「第

2
3
条
の
２
の
６
の
２
第
１
項

」
を
「第

2
3
条
の
２
の
６
の

（一）

（二）

３
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
三
の
十
三
中
「第

2
3
条
の
２
の
５
第
９
項

」
を
「第

2
3
条
の
２
の
５
第
８
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
三
の
二
十
二

及
び
様
式
第
六
十
三
の
二
十
二

中
「第

23
条
の
２
の
６
の
２
第
１
項

」
を
「第

23
条
の

（一）

（二）

２
の
６
の
３
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
三
の
二
十
六
中
「第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

」
を
「第

23
条
の
２
の
17
第
５
項

」
に
、
「第

23

条
の
２
の
５
第
９
項

」
を
「第

23
条
の
２
の
５
第
８
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
五
の
五
及
び
様
式
第
七
十
五
の
二
十
中
「第

13
7
条
の
９
又
は
第
13
7
条
の
19
の
各
号

」
を
「第

13
7
条

の
８
各
号
又
は
第
137
条
の
18
各
号

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
五
の
六
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第七十五の六の三（第百三十七条の三十四の三、第百三十七条の三十七関係） 

 

再生医療等製品 区分適合性調査 結果 通知書 

 

製 造 工 程 の 区 分   

申 請 者 名   

区分適合性調査申請年月日   

調査を行つた製造所の名称   

調査を行つた製造所の所在地   

製造業者の氏名（法人にあつて

は、名称及び代表者の氏名） 

  

製造業者の住所（法人にあつて

は、主たる事務所の所在地） 

  

製造業の許可区分又は外国製造

業者の認定区分 

  

製造業の許可番号又は外国製造

業者の認定番号及び年月日 

  

調 査 結 果   

備 考   

 

上記により、再生医療等製品の区分適合性調査の結果を通知します。 

    年  月  日 

 

適合性調査権者      

   厚生労働大臣 

   都道府県知事 
殿 

 

（注意） 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
かい 



様
式
第
九
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第九十五(第百九十七条、第百九十七条の十一、第百九十七条の十二関係) 

検 査 申 請 書 

 

製造販売業者又は選任製造販売業者の氏名   

製造販売業者又は選任製造販売業者の住所   

検査に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製
品を保有する施設の名称及び所在地 

  

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の一般的名称   

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の販売名   

製 造 番 号 又 は 製 造 記 号   

製 造 年 月 日   

容 器 又
は 被 包 

種 類   

数 量   

試 験 品 の 数 量   

手 数 料  

手 数 料 納 付 年 月 日  

備 考   

 

 上記により、 

医 薬 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 

の検査を受けたく申請します。 

    年  月  日 

住 所  
法人にあつては、主
たる事務所の所在地 

  

氏 名  
法人にあつては、名
称及び代表者の氏名 

  

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

国 立 健 康 危 機 管 理 研 究 機 構 理 事 長 

国 立 医 薬 品 食 品 衛 生 研 究 所 所 長 

殿 



(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 3 この申請書は、各品目の製造番号又は製造記号ごとに作成すること。 

 4 この申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の検査が2以上の製造段階につ

いて行われるべき場合にあつては、この申請に係る製造段階の別について、医薬品、

医療機器又は再生医療等製品の一般的名称欄に併せて記載すること。 

 5 容器又は被包の数量には、試験品の容器又は被包の数量を含めないこと。 



様
式
第
九
十
六
中
「検

定
合
格
証
明
書

」
を
「検

査
合
格
証
明
書

」
に
、
「検

定
に

」
を
「検

査
に

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第九十七(第二百二条関係) 

 

 

 

検 査 記 録 表 

 

 

製造販売業者又は選任
製造販売業者の氏名 

  

製造業者の氏名   

品目の名称   
合否決定年月日及び対象

数量 
  

製造番号又は製造記号   
出納を行った年月日及び

対象数量 
  

製造年月日及び製造数
量 

  
検査申請年月日及び申請

数量 
 

抜取り年月日及び抜取

り数量 
  出荷判定年月日及び対象

数量 
  

合

否

の

別

 

  
合格番号   

  
不合格品の処置   

備 考   

 
 

(注意) 

 1 この記録表は、各品目の製造番号又は製造記号ごとに作成すること。 

 2 検査合格証明書の交付を受けた場合にあつては、この記録表とともに保管すること。 



様
式
第
九
十
七
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第九十七の三（第二百十八条の二の二関係） 

 

 

 

 

 

 

 

上記により、         の輸入に係る確認を申請します。 

 

 

 

年  月  日     

（送付先の名称） 

（送付先の住所） 

                        （送付先の連絡先） 

厚生労働大臣（地方厚生局長） 殿 

品     名 数  量 業許可等の有無及びその種類 

   

 

輸入の目的 
①治験(企業)用、②臨床試験(医師)用、③試験研究･社内見本用、④展示用、⑤個人用、 

⑥医療従事者個人用、⑦再輸入品･返送品用、⑧その他(                 ) 

誓 約 事 項 

□上記輸入の目的のために使用するもので、他に販売、貸与又は授与するものではありません。 

□当該輸入に係る必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の必要な協力を行います。 

□医薬品等の輸入に関して厚生労働省等から提供される情報を輸入する前及び輸入した後に確認するよ

う努めます。 

確 認 事 項 
□過去二年以内に薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反したことはありま

せん。 

輸入しようとする品目の製造業者名及び国名 

（製造業者名）                 （国名） 

輸 入 年 月 日 船荷証券、航空運送状等の番号 到着空港､到着港又は蔵置場所 

   

当該申請に関する

手続を申請者に代

わつて行う者がい

る場合 

氏 名  

住 所  

連絡先  

確認事項 
□過去二年以内に薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違

反したことはありません。 

備 

考 

 

確 

認 

欄 

特記事項 

 

 

 

厚生労働大臣（地方厚生局長）         ㊞ 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 

輸入 確認申請書 

住所 

連絡先 

氏名                  

医 薬 品 
体外診断用医薬品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 



 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ この申請書は、正副２通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 品名及び数量の欄には、仕入書（invoice）に記載されている品名及び数量を記載すること。こ

れらの欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、これらの欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 

５ 業許可等の有無及びその種類の欄には、医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は

医療機器の製造販売業にあつては法第12条第１項又は法第23条の２第１項に掲げる許可の種類の

うち該当するもの、再生医療等製品の製造販売業にあつては再生医療等製品製造販売業許可と、

薬局製造販売医薬品製造販売業にあつては薬局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。 

６ 誓約事項の欄には、当該誓約事項を確認の上、☑と記入すること。 

７ 確認事項の欄には、当該事実がないときに☑と記入すること。なお、当該事実があるときに、

申請者が医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者であつて、臨床試験

その他の試験研究の用に供する目的で医薬品等を輸入しようとする場合は、☑と記入せず、備考

の欄に当該場合に該当することを記載すること。 

８ 到着空港､到着港又は蔵置場所の欄には、当該申請書を提出する時点で予定している到着空港､

到着港又は蔵置場所を記載すること。 

９ 当該申請に関する手続を申請者に代わつて行う者がいる場合の欄には、その者の氏名、住所及

び連絡先を記載するとともに、確認事項の欄を確認の上、当該事実がないときに☑と記入するこ

と。 

10 備考の欄には、再輸入品･返送品用の場合には再輸入･返送に至つた理由及び今後の措置につい

て記載すること。 

11 氏名の記載について、法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

12 住所の記載について、法人にあつては、主たる事務所の所在地を記載すること。 

13 連絡先の記載について、電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。 

14  申請者の住所と品目の送付先が異なる場合、送付先の名称及び住所を記載すること。 

 



様
式
第
百
及
び
様
式
第
百
一
中
「感

染
症
定
期
報
告

」
を
「感

染
症
評
価
報
告

」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
三
及
び
様
式
第
百
五
中
「第

15
項
若
し
く
は
第
16
項

」
を
「第

13
項
若
し
く
は
第
14
項

」
に
、
「第

11

項
若
し
く
は
第
1
2
項

」
を
「第

1
3
項
若
し
く
は
第
1
4
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
百
十
三

中
「第

13
7
条
の
９
の
各
号

」
を
「第

13
7
条
の
８
各
号

」
に
改
め
る
。

（三）



（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
の
構
造
設
備
）

（
薬
局
の
構
造
設
備
）

第
一
条

薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条

薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
（
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
に
限

（
新
設
）

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与

す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳
列
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ロ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
一
・
二
メ
ー
ト

ル
以
内
の
範
囲
（
以
下
「
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
」
と
い
う

。
）
に
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者

に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す

る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い

る
こ
と
又
は
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く

は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ

な
い
陳
列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を

陳
列
し
な
い
場
合
又
は
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備

か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
置

き
、
当
該
設
備
に
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
を
継
続
的
に
配
置
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

ハ

開
店
時
間
の
う
ち
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与

し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
を



閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
四

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

十
三

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項

百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項

及
び
第
五
項
、
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に

及
び
第
五
項
、
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に

第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
、
及
び

第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
、
及
び

指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項

指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
に
基
づ
き
情
報
を
提

及
び
第
五
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
数
の
設
備
を
有
す
る

た
だ
し
、
複
数
の
設
備
を
有
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
設
備
が
適
合
し

場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
設
備
が
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医

（
新
設
）

薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
に
医
薬
品
を
購
入
し

、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
又
は
鍵
を
か
け
た

陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲

り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
陳

列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ト

（
略
）

ヘ

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
）

（
店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
）

第
二
条

店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
二
条

店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）



十
二

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
あ
つ
て

（
新
設
）

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳
列
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ロ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
に
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受

け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
又
は
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
そ

の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く

は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の

者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用

す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
陳
列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
し
な
い
場
合
又
は
指
定
濫
用
防
止

医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
情
報

を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
置
き
、
当
該
設
備
に
そ
の
店
舗
に
お
い
て

薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
を
継
続
的

に
配
置
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

開
店
時
間
の
う
ち
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与

し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
を

閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び

十
二

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び

第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び

第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び

に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
法
第
三
十

に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
き
情
報
を

六
条
の
十
一
第
一
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る

提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
数
の
設
備
を
有
す

こ
と
。
た
だ
し
、
複
数
の
設
備
を
有
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
設
備
が

る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
設
備
が
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る

適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
指
定
濫
用
防
止
医

（
新
設
）

薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
陳
列
区
画
に
医
薬
品
を
購
入
し



、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
又
は
鍵
を
か
け
た

陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲

り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲

り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
陳

列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）

十
四

（
略
）

十
三

（
略
）



（
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お

。
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お

い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局

十

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局

に
あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品

に
あ
つ
て
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品

の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤

の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤

務
時
間
数
の
総
和
を
当
該
薬
局
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び

務
時
間
数
の
総
和
を
当
該
薬
局
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び

指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令

指
導
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令

第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び

第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
し
、
及
び

指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

）
並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の

備
規
則
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
で
除
し
て
得

設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
で
除
し
て
得

た
数
が
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す

た
数
が
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す

る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
一
～
十
三

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

十
四

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十

十
四

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十

六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
第
一

六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
第
一

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十

六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
一

六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与

の
他
の
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
医
薬
品
の
貯
蔵
及
び
要
指
導

の
業
務
（
医
薬
品
の
貯
蔵
及
び
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販

医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
以
外

売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る

の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理



業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定

を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販
売

、
従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販
売
を
行
う
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
特
定

を
行
う
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販
売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の
実

販
売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
薬
局
開
設
者
が
講
じ
な
け

２

前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
薬
局
開
設
者
が
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
薬
品
の
安
全
使
用
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
情
報
提

四

医
薬
品
の
安
全
使
用
並
び
に
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
及
び
医
薬
品
の
情
報
提

供
及
び
指
導
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
手
順
書

供
及
び
指
導
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
手
順
書

に
基
づ
く
業
務
の
実
施
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
あ

に
基
づ
く
業
務
の
実
施

つ
て
は
、
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
七
に
規
定
す
る
指
定
濫
用

防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
（
以
下
「
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手

順
書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手

順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
を
含
む
。
）

五

調
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管
理
の
た

五

調
剤
及
び
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管
理
の
た

め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の

め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の

実
施
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
あ
つ
て
は
、
指
定
濫

実
施

用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品

販
売
等
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
を
含
む
。
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
店
舗
販
売
業
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

定
め
る
店
舗
販
売
業
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
店
舗
に
お
い
て
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又

四

当
該
店
舗
に
お
い
て
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又

は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時
間
数

は
授
与
に
従
事
す
る
薬
剤
師
及
び
登
録
販
売
者
の
週
当
た
り
勤
務
時
間
数

の
総
和
を
当
該
店
舗
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行

の
総
和
を
当
該
店
舗
内
の
要
指
導
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
及
び
指
導
を
行

う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を

う
場
所
（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
情
報
を

提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に

提
供
し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に



お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
一
般
用
医
薬
品
の
情
報
の
提
供
を
行
う
場
所
（

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る

た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
で
除

た
め
の
設
備
が
あ
る
場
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
で
除

し
て
得
た
数
が
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は

し
て
得
た
数
が
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は

授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る
こ
と
。

授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

六

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並

及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の

び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
部

規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
要
指
導
医
薬
品
及

の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
貯
蔵

び
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般

並
び
に
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る

用
医
薬
品
の
貯
蔵
並
び
に
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し

開
店
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係

、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
業
務

る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
要
指
導
医
薬
品
等
の
適
正
販
売
等
」
と
い
う
。

を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
要
指
導
医
薬
品
等
の
適
正
販

）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販

売
等
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す

売
を
行
う
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販
売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の

る
研
修
（
特
定
販
売
を
行
う
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販
売
に
関
す
る
研

実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

修
を
含
む
。
）
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
店
舗
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

２

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
店
舗
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

要
指
導
医
薬
品
等
の
適
正
販
売
等
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の

三

要
指
導
医
薬
品
等
の
適
正
販
売
等
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の

作
成
及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品

作
成
及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施

の
販
売
又
は
授
与
に
あ
つ
て
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書

の
作
成
及
び
当
該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
に
基
づ
く
業
務

の
実
施
を
含
む
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

（
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
三
条

法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
配

第
三
条

法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
配

置
販
売
業
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
配
置
販
売
の
業
務
を
行

置
販
売
業
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
医
薬
品
の
配
置
販
売
の
業
務
を
行

う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。



一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
、
第
三

五

法
第
三
十
六
条
の
十
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
、
第
三

項
及
び
第
五
項
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
一
般
用
医
薬
品
の

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
一
般
用
医
薬
品

配
置
販
売
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
一
般
用
医
薬
品
の
適
正

の
配
置
販
売
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
一
般
用
医
薬
品
の
適

配
置
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す

正
配
置
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対

る
研
修
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

す
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
配
置
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

２

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
配
置
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
用
医
薬
品
の
適
正
配
置
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成

二

一
般
用
医
薬
品
の
適
正
配
置
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成

及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
（
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
の
配

及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施

置
に
あ
つ
て
は
、
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
の
作
成
及
び
当

該
指
定
濫
用
防
止
医
薬
品
販
売
等
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
を
含
む

。
）

三

（
略
）

三

（
略
）



（
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二

て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二

）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に

項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

じ
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ

法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚

れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
も

同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の

の
並
び
に
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
厚

実
施
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

第
三
条

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

第
三
条

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第

十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集

十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い

及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（

て
は
、
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（
第
二
十
九
条
第
一

第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項

項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第

及
び
第
七
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。

三
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め

）
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
が
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法

２

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
が
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ



集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
、
第
三
章
第
二
節
及
び
第
四
章

い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
、
第
三
章
第
二
節
及
び
第
四
章
（
第
二
十
九
条
第

（
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
第
六
項
及
び
第
八
項
並
び
に

一
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
第
六
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二

第
四
十
八
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
治
験
の
中
止
等
）

（
治
験
の
中
止
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

治
験
依
頼
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

３

治
験
依
頼
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

に
関
す
る
資
料
を
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
五
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
添

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
添

付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医

付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医

療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
記
録
の
保
存
等
）

（
記
録
の
保
存
等
）

第
二
十
六
条

治
験
依
頼
者
は
、
次
に
掲
げ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
（
文
書
及

第
二
十
六
条

治
験
依
頼
者
は
、
次
に
掲
げ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
（
文
書
及

び
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
を
被
験
薬
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の

び
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
を
被
験
薬
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の

承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限

承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付

を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
二
十
六
条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
及
び
第
四
十

し
た
も
の
を
除
く
。
第
二
十
六
条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
及
び
第
四
十
一
条

一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は

よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験

治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅

の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日

い
日
ま
で
の
期
間
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
で
の
期
間
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
治
験
の
中
止
等
）

（
治
験
の
中
止
等
）

第
二
十
六
条
の
十

（
略
）

第
二
十
六
条
の
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験

３

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験



の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
が
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機

の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
が
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

五
十
三
条
の
十
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
り
得
た
場
合

四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
り
得
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知

に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

（
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

第
五
十
六
条

法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
者
が
行
う

第
五
十
六
条

法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
者
が
行
う

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

二
の
二
の
二
第
五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
四
条
の

二
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十

四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成

四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
（
第
三
項
第
一
号
を
除

び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
（
第
三
項
第
一

く
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
か

号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十

ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
第
一

一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四

項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
七
条
か
ら
第

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
七
条

五
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中
「
治
験

ら
の
規
定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画
書
」
と

「
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師

書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験
国
内
管

任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験

理
人
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、
「
治
験

国
内
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、

調
整
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と
、
「
治

「
治
験
調
整
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と

験
調
整
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員
会
」
と

、
「
治
験
調
整
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員

、
「
治
験
分
担
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担
医
師
」

会
」
と
、
「
治
験
分
担
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担

と
、
「
治
験
責
任
医
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医

医
師
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

師
等
」
と
、
「
治
験
依
頼
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼

責
任
医
師
等
」
と
、
「
治
験
依
頼
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試

者
」
と
、
「
治
験
薬
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
管

験
依
頼
者
」
と
、
「
治
験
薬
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試

理
者
」
と
、
「
治
験
協
力
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力

験
薬
管
理
者
」
と
、
「
治
験
協
力
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試

者
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審

験
協
力
者
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床

査
委
員
会
」
と
、
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
製
造
販

試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
専
門

売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」
と
あ



「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用
薬
」
と
あ
る

る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用
薬
」

の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
薬
」
と
、
「
治
験
使
用
薬
等
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
薬
」
と
、
「
治
験
使
用
薬
等
」

の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
薬
等
」
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見
出
し

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
薬
等
」
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
（

を
含
み
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第
二
項
並

見
出
し
を
含
み
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第

び
に
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
並
び
に

二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

第
三
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
治
験
薬
」
と

並
び
に
第
三
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
治
験

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「

薬
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
第
七
条
第
一
項
第
二

全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
一
条
中
「
治
験
薬
」
と

号
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
一
条
中
「
治
験

あ
る
の
は
、
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等
又
は
製
造
販

薬
」
と
あ
る
の
は
、
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等
又
は

売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
薬
及
び
対
照
薬
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
（

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
薬
及
び
対
照
薬
の
識
別
を
で
き
な
い

以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、

状
態
（
以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の

」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と

は
「
一
部
」
と
、
第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五

あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第
二
項

項
及
び
第
七
項
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売

、
第
五
項
及
び
第
七
項
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製

後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「

造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
被
験
者
、
治

の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
被
験

験
責
任
医
師
等
若
し
く
は
治
験
協
力
者
が
被
験
薬
及
び
対
照
薬
の
識
別
を
で

者
、
治
験
責
任
医
師
等
若
し
く
は
治
験
協
力
者
が
被
験
薬
及
び
対
照
薬
の
識

き
な
い
状
態
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と
あ
る
の

別
を
で
き
な
い
状
態
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と

は
「
拡
大
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
予
定
さ

あ
る
の
は
「
拡
大
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「

れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
、
第
十
七
条
（
見
出
し
を
含

予
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
、
第
十
七
条
（
見
出

む
。
）
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床

し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売

試
験
薬
」
と
、
第
二
十
条
第
二
項
中
「
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す

後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
第
二
十
条
第
二
項
中
「
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に

る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（

規
定
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

事
項
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

法
律
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
お
い
て
発
生
し
た
も

号
に
規
定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
お
い
て
発
生

の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
被
験
薬
に
つ
い
て
初
め
て
治
験
の
計
画
を
届

し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
被
験
薬
に
つ
い
て
初
め
て
治
験
の
計

け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
験
薬
に
係
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承

画
を
届
け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
験
薬
に
係
る
医
薬
品
の
製
造
販

認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
日
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
治
験
薬

売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
日
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
文
書
若
し
く
は
注
意
事
項
等
情
報
」
と
、
「

治
験
薬
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
文
書
若
し
く
は
注
意
事
項
等
情
報
」

直
ち
に
そ
の
旨
を
治
験
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該

と
、
「
直
ち
に
そ
の
旨
を
治
験
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
そ
の
旨



製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
治
験
実
施
計
画

を
当
該
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
治
験
実

書
及
び
治
験
薬
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画

施
計
画
書
及
び
治
験
薬
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実

書
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売

施
計
画
書
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製

の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期

造
販
売
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び

限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
二
十
六
条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
及
び
第
四

期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
二
十
六
条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
及
び
第

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
の

四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項

規
定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又

の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）

は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か

又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ

遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
し
た

か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
し

日
後
五
年
間
」
と
、
第
三
十
四
条
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販

た
日
後
五
年
間
」
と
、
第
三
十
四
条
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造

売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
十
第
三

販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
十
第

項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
）
又
は
治
験
の

三
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
）
又
は
治
験

中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日

で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で
」

ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で

と
、
第
三
十
八
条
見
出
し
中
「
治
験
事
務
局
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後

」
と
、
第
三
十
八
条
見
出
し
中
「
治
験
事
務
局
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売

臨
床
試
験
事
務
局
」
と
、
第
三
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
薬

後
臨
床
試
験
事
務
局
」
と
、
第
三
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験

」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
「
第

薬
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
薬
」
と
、
「

十
六
条
第
六
項
又
は
第
二
十
六
条
の
二
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条

第
十
六
条
第
六
項
又
は
第
二
十
六
条
の
二
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六

第
六
項
」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

条
第
六
項
」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者

り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者

者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼

か
ら
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施

者
か
ら
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実

す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
通
知
を

施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
通
知

受
け
た
と
き
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
申

を
受
け
た
と
き
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら

請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
旨
の
通
知
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の

申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
旨
の
通
知
若
し
く
は
第
二
十
六
条

十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
さ

の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
か
ら
申
請
書
に
添
付

れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
第
四
十
一

さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
第
四
十

条
第
二
項
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日

一
条
第
二
項
中
「
に
係
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る

（
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

日
（
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通

を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験

知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治



の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日

験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い

ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で

日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
ま

」
と
、
第
四
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施
計
画
書
、
治
験
薬
概
要
書
」
と

で
」
と
、
第
四
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施
計
画
書
、
治
験
薬
概
要
書
」

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の

す
る
。

と
す
る
。



（
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
法
第
十
九
条

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
及

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二

び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
十
四
条

第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
法
第
十

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

下
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
医
薬
品
の
安
全

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、

性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

一
号
）
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
（
第
百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
（
第
百
二
条
第
二
項
に

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
本
文
（
第
百
十
一
条
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
本
文
（
第
百

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
法
第
十

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
六
第

九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の
う
ち
急
性
毒
性

四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の

、
亜
急
性
毒
性
、
慢
性
毒
性
、
遺
伝
毒
性
、
催
奇
形
性
そ
の
他
の
毒
性
に
関

う
ち
急
性
毒
性
、
亜
急
性
毒
性
、
慢
性
毒
性
、
遺
伝
毒
性
、
催
奇
形
性
そ
の

す
る
も
の
の
収
集
及
び
作
成
の
た
め
に
、
試
験
施
設
又
は
試
験
場
所
に
お
い

他
の
毒
性
に
関
す
る
も
の
の
収
集
及
び
作
成
の
た
め
に
、
試
験
施
設
又
は
試

て
試
験
系
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）

験
場
所
に
お
い
て
試
験
系
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
試
験

に
係
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
の
実
施
に
係
る
基
準
）

（
試
験
の
実
施
に
係
る
基
準
）

第
三
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ

第
三
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
行
う
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
十
四
条
第
三

う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
行
う
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
十
四
条
第
三

項
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
、
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四

項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第

条
の
六
第
四
項
の
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
十
九

四
項
の
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の



条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
十
二
年

厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

の
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

の
厚
生
労
働
省
令
で
定

(2)

(4)

(2)

(4)

め
る
資
料
）

め
る
資
料
）

第
三
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

の
厚
生
労
働
省
令

第
三
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び

の
厚
生
労
働
省
令

(2)

(4)

(2)

(4)

で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に

一

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
及
び
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に

関
す
る
資
料
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
資
料
（

関
す
る
資
料
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
資
料

診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
個
人
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し

て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
承
認
の
た
め
に
必
要
な
試
験
の
対
象
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

（
削
る
）

第
六
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、

同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

(7)

う
ち
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
保
健
衛
生
上
特

別
の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
感
染
症
の
診

断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
血
液
型
を
判
定
す

る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
。

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

第
六
条

手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
及

第
六
条
の
二

手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五

び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条

項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
十

第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の

製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係

製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係



る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い

る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項

い
て
手
数
料
令
第
三
十
二
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同
項

各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上

各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上

の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
「
製
造

の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
「
製
造

所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る

に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に

費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の
品
目
に

係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
六
条
の
二
・
第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三
・
第
六
条
の
四

（
略
）

（
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省

（
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
料
）

令
で
定
め
る
資
料
）

第
七
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労

第
七
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に

一

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

関
す
る
資
料
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
資
料
（

診
療
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
個
人
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し

て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

第
十
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
か

第
十
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
か

ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二

ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二

十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十

十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十

三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診

を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る

断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る



部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二

二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま

を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま

で
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

で
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条

手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項

第
十
一
条

手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項

及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十

及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十

三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造

三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準

二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同

お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
六
条
第
七
項
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
同

項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以

項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以

上
の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ

上
の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通

の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の

の
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の

う
ち
一
の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。

う
ち
一
の
品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。



（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
副
作
用
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
の
算
定
方
法
）

（
副
作
用
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
三
条

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
取
引
額
（
以
下
「

第
二
十
三
条

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
取
引
額
（
以
下
「

副
作
用
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

副
作
用
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
可
医
薬
品
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
可
医
薬
品
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再

生
医
療
等
製
品
を
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
許
可
医
薬
品
又
は
副
作
用
救

生
医
療
等
製
品
を
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
許
可
医
薬
品
又
は
副
作
用
救

済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
品
目
ご
と
の
出
荷
数
量
に
そ
の
単

済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
品
目
ご
と
の
出
荷
数
量
に
そ
の
単

価
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
副
作
用
拠
出
金
に
係
る
品
目
ご
と
の
出
荷
額

価
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
副
作
用
拠
出
金
に
係
る
品
目
ご
と
の
出
荷
額

」
と
い
う
。
）
を
当
該
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
額
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

」
と
い
う
。
）
を
当
該
区
分
ご
と
に
合
計
し
た
額
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

係
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

係
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
医
薬
品
の
う
ち
医
療
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一

許
可
医
薬
品
の
う
ち
医
療
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

医
薬
品
（
以
下
「
許
可
医
薬
品
の
う
ち
の
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）

医
薬
品
（
以
下
「
許
可
医
薬
品
の
う
ち
の
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）

又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の

又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二
・
〇

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二
・
〇

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
医

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
医
薬
品

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等

器
等
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
副

法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
副
作
用

作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
医
薬
品

救
済
給
付
に
係
る
許
可
医
薬
品

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
安
全
対
策
等
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
の
算
定
方
法
）

（
安
全
対
策
等
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
取
引
額
（
以
下

第
三
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
取
引
額
（
以
下

「
安
全
対
策
等
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

「
安
全
対
策
等
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の



各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品

各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品

を
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品

を
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品

の
品
目
ご
と
の
出
荷
数
量
に
そ
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
安
全
対

の
品
目
ご
と
の
出
荷
数
量
に
そ
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
安
全
対

策
等
拠
出
金
に
係
る
品
目
ご
と
の
出
荷
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
区
分
ご
と

策
等
拠
出
金
に
係
る
品
目
ご
と
の
出
荷
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
区
分
ご
と

に
合
計
し
た
額
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し

に
合
計
し
た
額
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し

て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
用
医
薬
品
（
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ

一

医
療
用
医
薬
品
（
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
前
条
の
医
薬
品
を
除
く
。
）

二
・
〇

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
前
条
の
医
薬
品
を
除
く
。
）

二
・
〇

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
医
薬
品

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
医
薬
品
医
療

医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等

）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
承
認
事
項
の
遵
守
）

（
承
認
事
項
の
遵
守
）

第
三
条
の
二

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に

第
三
条
の
二

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に

係
る
製
品
の
製
造
業
者
等
は
、
当
該
製
品
を
同
項
若
し
く
は
同
条
第
十
三
項

係
る
製
品
の
製
造
業
者
等
は
、
当
該
製
品
を
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は

（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
事

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承

項
（
以
下
「
承
認
事
項
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
製
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

認
を
受
け
た
事
項
（
以
下
「
承
認
事
項
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
製
造
し
な

い
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
軽
微
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
軽
微
な
変
更
を
行

て
は
、
同
条
第
十
四
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
十
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
限
り

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間

で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
九
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
省
令
で
「
医
療
機
器
等
リ
ス
ク
管
理
」
と
は
、
安
全
確
保
業
務
の
う

４

こ
の
省
令
で
「
医
療
機
器
等
リ
ス
ク
管
理
」
と
は
、
安
全
確
保
業
務
の
う

ち
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
、
安
全
性
及

ち
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
、
安
全
性
及

び
有
効
性
に
関
し
特
に
検
討
す
べ
き
事
項
を
有
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

び
有
効
性
に
関
し
特
に
検
討
す
べ
き
事
項
を
有
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
そ
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
、
調

断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
そ
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係
る
情
報
収
集
、
調

査
、
試
験
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に

査
、
試
験
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に

伴
う
リ
ス
ク
の
最
小
化
を
図
る
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

伴
う
リ
ス
ク
の
最
小
化
を
図
る
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

結
果
に
基
づ
く
評
価
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

結
果
に
基
づ
く
評
価
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係

り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
安
全
性
及
び
有
効
性
に
係

る
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六

る
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条

を
含
む
。
）
又
は
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の

の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承

二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

認
に
条
件
と
し
て
付
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

に
条
件
と
し
て
付
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

10

10



（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
植
込
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
追
跡
可
能
性
の
確
保
）

（
植
込
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
追
跡
可
能
性
の
確
保
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医

七
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ

い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お

い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
八
十
一
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
同

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
八
十
一
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
の
規

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項

定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
法
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
若
し

の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
法
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
若
し

く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働

く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働

大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
三
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
医
療
機

大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
三
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
医
療
機

器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
前
項
の
記
録
を
提

器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
前
項
の
記
録
を
提

示
で
き
る
よ
う
に
販
売
業
者
等
に
保
管
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

示
で
き
る
よ
う
に
販
売
業
者
等
に
保
管
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
追
跡
可
能
性
の
確
保
）

（
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
追
跡
可
能
性
の
確
保
）

第
八
十
一
条
の
二
の
六

（
略
）

第
八
十
一
条
の
二
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
記
録
は
、
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
等
が
当
該

３

前
項
の
記
録
は
、
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
等
が
当
該

製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
若
し
く

製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く

は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三

は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
法
第
六
十
九
条
第
一
項

条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
法
第
六
十
九
条
第
一
項

、
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
受
け

、
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
受
け

た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
三
十
七
条
の
二

た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
三
十
七
条
の
二

十
三
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場

十
三
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場



合
に
、
販
売
業
者
等
が
こ
れ
を
提
示
で
き
る
よ
う
に
保
管
さ
せ
て
お
か
な
け

合
に
、
販
売
業
者
等
が
こ
れ
を
提
示
で
き
る
よ
う
に
保
管
さ
せ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。



（
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の

て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第

規
定
を
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
法

び
に
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で

を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省

定
め
る
基
準
の
う
ち
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
に
係
る
も
の
（
医
薬
品

令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
に
係
る
も
の
（
医

の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十

薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外

二
十
八
号
）
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又

国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

生
省
令
第
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
用
医
薬
品
（
体
外
診

年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
用
医
薬
品
（
体

断
用
医
薬
品
及
び
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て

外
診
断
用
医
薬
品
及
び
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

て
行
う
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
業
務
に
関
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項

つ
い
て
行
う
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
業
務
に
関
し
て
遵
守
す
べ
き

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
医
薬
品
の
製

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
医
薬
品
の
製

造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製
造
販

造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製
造
販

売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関

売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関

す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査
又
は
試
験

す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査
又
は
試
験

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売



後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
医
薬
品
に
つ
い
て
法
第

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
医
薬
品
に
つ
い
て
法
第

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

を
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
係

第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
に

る
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
に
従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ

従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

。
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
記
録
の
区
分
に
応
じ
、

文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
記
録
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

よ
る
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

準
に
関
す
る
省
令
第
五
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
二

準
に
関
す
る
省
令
第
五
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
二

十
六
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
期
間
と
す
る
。

十
六
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
期
間
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法
第

一

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法
第
十
四

十
四
条
の
承
認
に
係
る
記
録

製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の

条
の
承
認
に
係
る
記
録

製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第

二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。

一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け

）
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
調
査
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年

る
日
又
は
製
造
販
売
後
調
査
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し

を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間

た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
の
規

第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条

第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
四
条
の
四
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四

の
二
第
五
項
及
び
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で



。
）
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八

、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実

条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
医
薬
品
の
臨
床
試

施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
及
び
法
第

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二
十

の
三
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
第
二
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る

。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
医

施
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に

療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
医
療
機

十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
医
療
機

器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
二

器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
十

十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い

二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
、

て
は
、
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（
第
四
十
八
条
第
一

第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
条
第

項
第
二
号
、
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
五

四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第

十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る

六
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。



２

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
が
行
う
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る

２

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
が
行
う
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集

に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
、
第
三

及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
、
第
三
章
第
二
節
及
び
第
四
章
（

章
第
二
節
及
び
第
四
章
（
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
一
条
第
六

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
一
条
第
六
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第

項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る

六
十
八
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
治
験
の
中
止
等
）

（
治
験
の
中
止
等
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

治
験
依
頼
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

３

治
験
依
頼
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機

に
関
す
る
資
料
を
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
三
第
一
項
に

昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及

規
定
す
る
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の
長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
記
録
の
保
存
等
）

（
記
録
の
保
存
等
）

第
三
十
四
条

治
験
依
頼
者
は
、
次
に
掲
げ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
（
文
書
及

第
三
十
四
条

治
験
依
頼
者
は
、
次
に
掲
げ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
（
文
書
及

び
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
を
被
験
機
器
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販

び
デ
ー
タ
を
含
む
。
）
を
被
験
機
器
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販

売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及

売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及

び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十

び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規

一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は

定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は

治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅

治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅

い
日
ま
で
の
期
間
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
日
ま
で
の
期
間
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
治
験
の
中
止
等
）

（
治
験
の
中
止
等
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験

３

自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
治
験
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
臨
床
試
験

の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
医
薬

の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
三
十
六
の
三
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い

施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
二
十
二
の
四
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い

こ
と
を
知
り
得
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の

こ
と
を
知
り
得
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
実
施
医
療
機
関
の

長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
成
績
評
価
の
資
料
の
基
準
）

（
使
用
成
績
評
価
の
資
料
の
基
準
）

第
七
十
六
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承

第
七
十
六
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承

認
を
受
け
た
者
が
行
う
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三

認
を
受
け
た
者
が
行
う
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
に
お
い
て
適

条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項

資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条

に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま

（
第
三
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除

で
、
第
七
条
（
第
三
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
第
一
項

く
。
）
、
第
十
一
条
本
文
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
四
条

第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
本
文
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、

か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
三
条

第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第

第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条

二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
七
項
を

（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条

除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
（
第
三
項

（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
八

を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す

条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
二
十
四

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見
出
し
を
含
み

条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中
「
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後

、
第
二
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中
「
治
験
」
と
あ
る
の
は
「

臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造

試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後

販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「

臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験
国
内
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験
国
内
管
理
人
」
と
あ
る
の

売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、
「
治
験
調
整
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製

は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、
「
治
験
調
整
医
師
」
と
あ

造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と
、
「
治
験
調
整
委
員
会
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と
、
「
治
験
調
整
委
員
会
」

「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員
会
」
と
、
「
治
験
分
担
医
師
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員
会
」
と
、
「
治
験
分
担
医



の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担
医
師
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
等
」
と

師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担
医
師
」
と
、
「
治
験
責
任

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等
」
と
、
「
治
験
依
頼
者
」

医
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等
」
と
、
「
治

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
治
験
機
器
管
理
者

験
依
頼
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
治
験

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
管
理
者
」
と
、
「
治
験
協
力

機
器
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
管
理
者
」
と
、

者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
」
と
、
「
治
験
審
査
委

「
治
験
協
力
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
」
と
、
「

員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
専
門

治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」

治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員

と
、
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
製
造
販
売
後
臨
床
試

会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売

審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨

後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
製

床
試
験
使
用
機
器
」
と
、
「
治
験
使
用
機
器
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売

造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
機
器
」
と
、
「
治
験
使
用
機
器
等
」
と
あ
る
の
は

後
臨
床
試
験
使
用
機
器
等
」
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
十

「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
機
器
等
」
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見
出
し
を

一
条
本
文
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

含
み
、
第
十
一
条
本
文
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五

二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
治
験
機
器
」
と
あ

並
び
に
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
治
験

る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「

機
器
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
第
七
条
第
一
項

全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
一
条
本
文
中
「
治
験
機

第
二
号
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
一
条
本
文

器
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等
又
は
製

中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医

造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
機
器
及
び
対
照
機
器
の
識
別
を
で
き
な

師
等
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
機
器
及
び
対
照
機
器
の
識

い
状
態
（
以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

別
を
で
き
な
い
状
態
（
以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に
し
た
製
造
販
売

機
器
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
全
部
又
は
一
部

後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
全

」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項

部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に

、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る

同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験
機

の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
同
条
第
一
項

器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、

第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同

同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
被
験
者
、
治
験
責
任
医
師
等
若
し
く
は
治
験
協
力

用
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
被
験
者
、
治
験
責
任
医
師
等
若
し
く

者
が
被
験
機
器
及
び
対
照
機
器
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
」
と
あ
る
の
は
「

は
治
験
協
力
者
が
被
験
機
器
及
び
対
照
機
器
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
」
と

盲
検
状
態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
拡
大
製
造
販
売
後
臨
床
試

あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
拡
大
製
造
販

験
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
予
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ

売
後
臨
床
試
験
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
予
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は

て
い
る
」
と
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
機
器
」
と
あ

「
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験

る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
第
二
十
八

機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と

条
第
二
項
中
「
治
験
使
用
機
器
に
つ
い
て
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定

、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
治
験
使
用
機
器
に
つ
い
て
法
第
八
十
条
の
二
第



す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

六
項
に
規
定
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

定
す
る
事
項
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

る
法
律
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
及

規
定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
お
い
て
発
生
し
た

び
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
お
い

も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
被
験
機
器
に
つ
い
て
初
め
て
治
験
の
計
画

て
発
生
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
被
験
機
器
に
つ
い
て
初
め
て

を
届
け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
験
機
器
に
係
る
医
療
機
器
の
製
造

治
験
の
計
画
を
届
け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
験
機
器
に
係
る
医
療

販
売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
日
」
と
、
同
条
第
三
項
中

機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
日
」
と
、
同

「
治
験
機
器
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
文
書
若
し
く
は
注
意
事
項
等
情

条
第
三
項
中
「
治
験
機
器
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
文
書
若
し
く
は
注

報
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
機
器
概
要
書
」
と

意
事
項
等
情
報
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
機
器

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一

概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
第
三

項
中
「
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条

十
四
条
第
一
項
中
「
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法

の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除

第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し

く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
に

。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了

し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若

の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る

し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期

の
は
「
の
使
用
成
績
評
価
が
終
了
し
た
日
後
五
年
間
」
と
、
第
五
十
三
条
中

間
」
と
あ
る
の
は
「
の
使
用
成
績
評
価
が
終
了
し
た
日
後
五
年
間
」
と
、
第

「
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
三
十

五
十
三
条
中
「
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る

二
条
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受

、
通
知
を
受
け
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過

け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後

し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
使
用
成

三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は

績
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で
」
と
、
第
五
十
七
条
の
見
出
し
中
「
治
験
事
務

「
の
使
用
成
績
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で
」
と
、
第
五
十
七
条
の
見
出
し
中

局
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
事
務
局
」
と
、
第
五
十
八
条
（

「
治
験
事
務
局
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
事
務
局
」
と
、
第

見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製

五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状

造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
「
第
二
十
四
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条

態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
「
第
二
十
四
条
第
六
項
又
は

第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
と
、
第
六
十
条
第
一
項
中

第
三
十
五
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
と
、
第
六
十

「
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は

条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の

者
か
ら
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者

は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
二
条

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
二
項
の

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
若
し
く
は
第
四
十
三

規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造



試
験
依
頼
者
」
と
、
「
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規

販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
第
三
十
二
条

定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
旨
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決

通
知
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る

定
し
た
旨
の
通
知
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験

者
か
ら
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知
」
と
あ
る
の
は

を
実
施
す
る
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知
」

「
通
知
」
と
、
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
製

と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
に
係
る
医
療
機
器
に

造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三

つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
後
三
年
を
経

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日

過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の

後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経

う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
使
用
成
績
評
価
が

過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
使
用

終
了
す
る
日
ま
で
」
と
、
第
六
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施
計
画
書
、
治

成
績
評
価
が
終
了
す
る
日
ま
で
」
と
、
第
六
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施

験
機
器
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と

計
画
書
、
治
験
機
器
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

計
画
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
十
二
項
（
同
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第

第
十
五
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

合
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
医
療

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

め
る
基
準
の
う
ち
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

厚
生
省
令
第
一
号
）
第
百
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
（
第
百

行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
百
十
四
条
の
十
九
第
一
項

十
四
条
の
七
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百

第
一
号
ロ
及
び
ハ
（
第
百
十
四
条
の
七
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

十
四
条
の
四
十
第
一
項
（
第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
十
四
条
の
四
十
第
一
項
（
第
百
十
四
条
の
八
十
一

を
含
む
。
）
の
資
料
の
う
ち
生
物
学
的
安
全
性
に
関
す
る
も
の
の
収
集
及
び

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の
う
ち
生
物
学
的
安
全
性
に

作
成
の
た
め
に
、
試
験
施
設
又
は
試
験
場
所
に
お
い
て
試
験
系
を
用
い
て
行

関
す
る
も
の
の
収
集
及
び
作
成
の
た
め
に
、
試
験
施
設
又
は
試
験
場
所
に
お

わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
定
め
る

い
て
試
験
系
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。

も
の
と
す
る
。

）
に
係
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
の
実
施
に
係
る
基
準
）

（
試
験
の
実
施
に
係
る
基
準
）

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
行
う
試
験
の
実
施
に

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
行
う
試
験
の
実
施
に

係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二

係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条

項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
の
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て

の
二
の
九
第
四
項
の
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
十

は
、
次
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

九
条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。





（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替

の
二
の
六
の
三
第
五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三

え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
九
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び

。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九

第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
二
条
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の

お
い
て
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
製
造
販
売
後
の

う
ち
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
に
係
る
も
の
（
医
療
機
器
の
臨
床
試
験

調
査
及
び
試
験
に
係
る
も
の
（
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号

す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
も
の
を

）
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国

除
く
。
）
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特

製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に

例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器

規
定
す
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
行
う
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
業
務

に
つ
い
て
行
う
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
業
務
に
関
し
て
遵
守
す
べ

に
関
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
医
療
機
器
の

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
医
療
機
器
の

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製

造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
医
療
機
器
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
医
療
機
器
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査

性
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査

又
は
試
験
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

又
は
試
験
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

使
用
成
績
調
査
（
医
療
機
関
か
ら
収
集
し
た
情
報
を
用
い
て
、
診
療
に

一

使
用
成
績
調
査
（
医
療
機
関
か
ら
収
集
し
た
情
報
を
用
い
て
、
診
療
に

お
い
て
、
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並

お
い
て
、
医
療
機
器
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並

び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の

び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の

た
め
に
行
う
調
査
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

た
め
に
行
う
調
査
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）

）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）



二

製
造
販
売
後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査(

医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
取
扱
事

二

製
造
販
売
後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査(

医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
取
扱
事

業
者
が
提
供
す
る
医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
医
療
機
器
の
不
具

業
者
が
提
供
す
る
医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
医
療
機
器
の
副
作

合
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安

用
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
等
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
を
い
う
。

全
性
等
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

以
下
同
じ
。)

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売

後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
医
療
機
器
に
つ
い
て

及
び
安
全
性
等
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
医
療
機
器
に
つ
い
て

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
係
る
性
能
、
使
用
目
的
、
効
能
及
び

三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
係
る
性
能
、
使
用
目
的
、
効
能
及
び

効
果
に
従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

効
果
に
従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
記
録
の
区
分
に
応
じ
、

文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
記
録
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

よ
る
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の

基
準
に
関
す
る
省
令
第
七
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第

基
準
に
関
す
る
省
令
第
七
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第

三
十
四
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
期
間
と
す
る
。

三
十
四
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
期
間
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
法

第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
係
る
記
録

製
造
販
売
の
承
認
（
法
第

第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
に
係
る
記
録

製
造
販
売
の
承
認
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し

た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
調
査
の
中
止
若
し
く

た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
調
査
の
中
止
若
し
く

は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間

は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
使
用
成
績
評
価
の
資
料
の
基
準
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
使
用
成
績
評
価
の
資
料
の
基
準
）

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五

項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
第
二
十
三

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
法

条
の
二
の
五
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九

て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

ほ
か
、
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と

）
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条

こ
ろ
に
よ
る
。

ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
医
療
機
器
の
臨
床
試

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
及
び

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
及
び

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法

第
二
十
六
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

第
二
十
六
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
二

じ
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並

十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の

び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項

規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
再
生
医
療
等
製
品
の

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
再
生
医

安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項

六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
七
条
の
二

第
六
号
（
規
則
第
百
三
十
七
条
の
六
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
三
第
一
項
第
六
号
（
規
則
第
百
三
十
七
条
の
六
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準

を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
十
七
条
の
四
十
第
一
項
（
規
則
第
百
三
十
七
条
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
十
七
条
の
四
十
第
一
項
（
規
則
第
百

七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
三

三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二

十
一
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る

。
）
の
資
料
の
う
ち
非
臨
床
安
全
性
に
関
す
る
も
の
の
収
集
及
び
作
成
の
た

場
合
を
含
む
。
）
の
資
料
の
う
ち
非
臨
床
安
全
性
に
関
す
る
も
の
の
収
集
及

め
に
、
試
験
施
設
又
は
試
験
場
所
に
お
い
て
試
験
系
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も

び
作
成
の
た
め
に
、
試
験
施
設
又
は
試
験
場
所
に
お
い
て
試
験
系
を
用
い
て

の
に
限
る
。
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
定
め

る
。

る
も
の
と
す
る
。



（
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
二

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二
十
三
条

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
二
十
三
条

の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三

の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
二
十

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び

第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九

第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十

第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十

九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労

三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定

働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験

る
も
の
並
び
に
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る

の
実
施
に
係
る
も
の
並
び
に
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

（
承
認
審
査
資
料
の
基
準
）

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十

第
三
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
再
生
医
療
等

条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製

製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条

品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第

第
十
三
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
一
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ

つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（
第
四
十
八
条

い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
四
章
（
第
四
十
八
条
第



第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、

一
項
第
二
号
、
第
五
十
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第

第
五
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定

五
十
二
条
第
三
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
定
め

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

（
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

第
七
十
六
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

第
七
十
六
条

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

を
受
け
た
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二

を
受
け
た
者
が
行
う
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
法
第
二

十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十

十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四

十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は

項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成

、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
（
第
三
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
（
第
三
項
第
一
号
を
除

九
条
、
第
十
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条

く
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
か

ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条

ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、

、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条

第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条

、
第
五
十
一
条
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま

、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
か
ら
第

で
、
第
六
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
五

六
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
九
条
か

条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見

ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

出
し
を
含
み
、
第
二
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中
「
治
験
」
と

の
規
定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
二
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
中

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画
書
」
と
あ
る

「
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と
、
「
治
験
実
施
計
画

の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
」
と

書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
「
治
験
責

あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験
国
内
管
理
人

任
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
」
と
、
「
治
験

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、
「
治
験
調
整

国
内
管
理
人
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
国
内
管
理
人
」
と
、

医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と
、
「
治
験
調

「
治
験
調
整
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
医
師
」
と

整
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員
会
」
と
、
「

、
「
治
験
調
整
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
調
整
委
員

治
験
分
担
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担
医
師
」
と
、

会
」
と
、
「
治
験
分
担
医
師
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
分
担

「
治
験
責
任
医
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任
医
師
等

医
師
」
と
、
「
治
験
責
任
医
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

」
と
、
「
治
験
依
頼
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」

責
任
医
師
等
」
と
、
「
治
験
依
頼
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試

と
、
「
治
験
協
力
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
」
と

験
依
頼
者
」
と
、
「
治
験
協
力
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

、
「
治
験
製
品
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
管
理

協
力
者
」
と
、
「
治
験
製
品
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試



者
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審

験
製
品
管
理
者
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後

査
委
員
会
」
と
、
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
製
造
販

臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「

売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は

専
門
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
」
と
、
「
治
験
審
査
委
員
会
等
」

「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用
製
品
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
審
査
委
員
会
等
」
と
、
「
治
験
使
用

る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
製
品
」
と
、
「
治
験
使
用
製
品
等
」

製
品
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
製
品
」
と
、
「
治
験
使

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
製
品
等
」
と
、
こ
れ
ら
の
規
定

用
製
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
使
用
製
品
等
」
と
、
こ

（
見
出
し
を
含
み
、
第
十
一
条
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項

れ
ら
の
規
定
（
見
出
し
を
含
み
、
第
十
一
条
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
及
び

、
第
二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含

同
条
第
一
項
、
第
二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
（

む
。
）
並
び
に
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
中

見
出
し
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
を

「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
七
条

除
く
。
）
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」

第
一
項
第
二
号
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
十
一

と
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」

条
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
責
任

と
、
第
十
一
条
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
者
、
製
造
販
売
後
臨

医
師
等
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
製
品
及
び
対
照
製
品
の

床
試
験
責
任
医
師
等
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
協
力
者
が
被
験
製
品
及
び

識
別
を
で
き
な
い
状
態
（
以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に
し
た
製
造
販

対
照
製
品
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
（
以
下
「
盲
検
状
態
」
と
い
う
。
）
に

売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
中
「
全
部
又

し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条

は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第

中
「
全
部
又
は
一
部
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
」
と
、
第
二
十
四
条
の
見
出
し

一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験
製
品
」
と

及
び
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治

あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
一
号

験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」

中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同
条
第
一

と
、
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と

項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験
製
品
」
と
あ

、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験

る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
同
条
第
二

製
品
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と

項
た
だ
し
書
中
「
被
験
者
、
治
験
責
任
医
師
等
若
し
く
は
治
験
協
力
者
が
被

、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
被
験
者
、
治
験
責
任
医
師
等
若
し
く
は
治
験

験
製
品
及
び
対
照
製
品
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状

協
力
者
が
被
験
製
品
及
び
対
照
製
品
の
識
別
を
で
き
な
い
状
態
」
と
あ
る
の

態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
拡
大
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
」
と

は
「
盲
検
状
態
」
と
、
「
拡
大
治
験
」
と
あ
る
の
は
「
拡
大
製
造
販
売
後
臨

、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
予
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
さ
れ
て
い
る

床
試
験
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
予
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
承
認

」
と
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は

さ
れ
て
い
る
」
と
、
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
製
品
」

「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二

と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
第
二

項
中
「
治
験
使
用
製
品
に
つ
い
て
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
事

十
八
条
第
二
項
中
「
治
験
使
用
製
品
に
つ
い
て
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
医
薬

規
定
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

事
項
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
二
十



第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
製
造
販
売
後

八
条
の
二
十
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該

臨
床
試
験
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
被
験
製
品

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当

に
つ
い
て
初
め
て
治
験
の
計
画
を
届
け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
験

該
被
験
製
品
に
つ
い
て
初
め
て
治
験
の
計
画
を
届
け
出
た
日
」
と
あ
る
の
は

製
品
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣

「
当
該
被
験
製
品
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
際
に
厚

が
指
定
し
た
日
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
治
験
製
品
概
要
書
」
と
あ
る
の
は

生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
日
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
治
験
製
品
概
要
書
」

「
添
付
文
書
若
し
く
は
注
意
事
項
等
情
報
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
治
験
実

と
あ
る
の
は
「
添
付
文
書
若
し
く
は
注
意
事
項
等
情
報
」
と
、
同
条
第
四
項

施
計
画
書
及
び
治
験
製
品
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

中
「
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
製
品
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売

実
施
計
画
書
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に

後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
に
係
る
再
生
医

つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二

療
等
製
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一

十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も

項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限

の
を
除
く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い

を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
四
十
五
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
第

て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く

り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の

は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」

中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
し
た
日
後
五
年
間
（
法
第
二

で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
し
た
日
後
五
年

十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
に
お
い
て
適

間
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
行
っ
た
製

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
資
料
を
収

造
販
売
後
臨
床
試
験
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

集
す
る
た
め
に
行
っ
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売
の

二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第

承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を

七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
同

付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
及
び

じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き

第
六
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規

は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
。
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

定
に
よ
り
通
知
し
た
と
き
は
、
通
知
し
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
。
第
七

る
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
製
造
販
売
後
臨

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

床
試
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か

。
）
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過

遅
い
日
）
ま
で
の
期
間
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
ま
で
の
期
間
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「

に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第

に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第

四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日

三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
と

）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず

き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を

れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了

経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再

す
る
日
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第

審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法

五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
資
料
を
収
集
す
る

第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限



た
め
に
行
っ
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売
の
承
認
を

る
。
）
に
規
定
す
る
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
行
っ
た
製
造
販
売
後
臨
床
試

受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を

験
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試

経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
ま
で
の
期
間
」
と
、
第
五
十
七
条

験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い

の
見
出
し
中
「
治
験
事
務
局
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
事
務

日
）
ま
で
の
期
間
」
と
、
第
五
十
七
条
の
見
出
し
中
「
治
験
事
務
局
」
と
あ

局
」
と
、
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の

る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
事
務
局
」
と
、
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を

は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
製
品
」
と
、
「
第
二
十
四
条

含
む
。
）
中
「
治
験
製
品
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後

第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」

臨
床
試
験
製
品
」
と
、
「
第
二
十
四
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
第
六
項
」

と
、
第
六
十
条
第
一
項
中
「
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
と
、
第
六
十
条
第
一
項
中
「
治
験
依

規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床

頼
者
か
ら
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る

試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
治
験
依
頼
者
か
ら
若
し
く
は
第
四
十

者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製

「
治
験
依
頼
者
か
ら
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治

造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
「
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
第
三
十
二

験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を

「
通
知
を
受
け
た
と
き
又
は
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼

決
定
し
た
旨
の
通
知
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治

者
か
ら
申
請
書
に
添
付
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
旨
の
通
知
若
し
く
は
第
四

験
を
実
施
す
る
者
か
ら
申
請
書
に
添
付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
か
ら
申
請
書
に
添

」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
に
係
る
再
生
医
療

付
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
旨
の
通
知
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
第
六

等
製
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項

十
一
条
第
二
項
中
「
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
製
造
販
売
の
承

又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を

認
を
受
け
る
日
（
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

受
け
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）
又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後

よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
後
三
年
を
経
過
し
た
日
）

三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は

又
は
治
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ

「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す
る
日
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三

か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
の
再
審
査
又
は
再
評
価
が
終
了
す

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。

る
日
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五

）
に
規
定
す
る
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
行
っ
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
資
料
を

つ
い
て
は
、
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
の

収
集
す
る
た
め
に
行
っ
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
に
つ
い
て
は
、
製
造
販
売

中
止
若
し
く
は
終
了
の
後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）

の
承
認
を
受
け
る
日
又
は
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
の
中
止
若
し
く
は
終
了
の

ま
で
の
期
間
」
と
、
第
六
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施
計
画
書
、
治
験
製

後
三
年
を
経
過
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
ま
で
の
期
間
」
と
、
第

品
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
読
み

六
十
二
条
第
二
号
中
「
治
験
実
施
計
画
書
、
治
験
製
品
概
要
書
」
と
あ
る
の

替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
実
施
計
画
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二

十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
一
条
第
一
号
及

十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
一
条
第
一
号
及

び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三

び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十

及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の

三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お

三
十
七
第
五
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち

含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
製
造
販
売
後
の
調
査
及

製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
に
係
る
も
の
（
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試

び
試
験
に
係
る
も
の
（
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十

す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）
に
定
め
る
も
の

九
号
）
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売

を
除
く
。
）
並
び
に
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承

業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
が
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
行
う
製
造

認
取
得
者
が
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
行
う
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試

販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
業
務
に
関
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
も

験
の
業
務
に
関
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
再
生
医
療
等

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
販
売
後
調
査
等
」
と
は
、
再
生
医
療
等

製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製
造
販
売
業

製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
（
以
下
「
製
造
販
売
業

者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査
又
は

に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
検
出
、
確
認
又
は
検
証
の
た
め
に
行
う
調
査
又
は

試
験
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

試
験
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

使
用
成
績
調
査(

医
療
機
関
か
ら
収
集
し
た
情
報
を
用
い
て
、
診
療
に

一

使
用
成
績
調
査(

医
療
機
関
か
ら
収
集
し
た
情
報
を
用
い
て
、
診
療
に

お
い
て
、
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現

お
い
て
、
再
生
医
療
等
製
品
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現

状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確

状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確

認
の
た
め
に
行
う
調
査
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

認
の
た
め
に
行
う
調
査
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同



じ
。)

じ
。)

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二

製
造
販
売
後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査(

医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
取
扱
事

二

製
造
販
売
後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査(

医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
取
扱
事

業
者
が
提
供
す
る
医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
再
生
医
療
等
製
品

業
者
が
提
供
す
る
医
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
再
生
医
療
等
製
品

の
不
具
合
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性

の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
等
の
種
類
別
の
発
現
状
況
並
び
に
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
を
い

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
検
出
又
は
確
認
の
た
め
に
行
う
調
査
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

う
。
以
下
同
じ
。)

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売

三

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
（
治
験
、
使
用
成
績
調
査
若
し
く
は
製
造
販
売

後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

後
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
査
の
成
績
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
結
果
得
ら
れ
た

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

推
定
等
を
検
証
し
、
又
は
診
療
に
お
い
て
は
得
ら
れ
な
い
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ

及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ

い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十

い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、

二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、

効
能
、
効
果
及
び
性
能
に
従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

効
能
、
効
果
及
び
性
能
に
従
い
行
う
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

（
製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
再
審
査
等
の
資
料
の
基
準
）

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の

第
十
二
条

製
造
販
売
後
調
査
等
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
並

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
二

び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項

十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
（
こ
れ
ら
の

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の

規
定
を
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
及

規
定
す
る
資
料
の
収
集
及
び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で

び
作
成
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条

、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関

試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号

に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項

第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
区
分
（
以
下
「
製
品
群
区
分
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

令
で
定
め
る
区
分
（
以
下
「
製
品
群
区
分
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品

又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
区
分
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
区
分
を
定
め
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の

す
る
法
律
第
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の

製
造
工
程
の
区
分
を
定
め
る
省
令

製
造
工
程
の
区
分
を
定
め
る
省
令

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
（

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
（

以
下
「
製
造
工
程
区
分
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

以
下
「
製
造
工
程
区
分
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
工
程
区
分
）

（
製
造
工
程
区
分
）

第
二
条

製
造
工
程
区
分
は
、
品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚

第
二
条

製
造
工
程
区
分
は
、
品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
同

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
医
薬
部
外
品
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定

じ
。
）
及
び
医
薬
部
外
品
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
新
医
薬
品
（
法
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と

す
る
新
医
薬
品
（
法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と

に
行
わ
れ
る
調
査
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
承
認
の
取
得
後
初
め
て
行
わ
れ
る

に
行
わ
れ
る
調
査
の
う
ち
同
条
第
一
項
の
承
認
の
取
得
後
初
め
て
行
わ
れ
る

調
査
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
区
分

調
査
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
区
分

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）



（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
十
一

（
略
）

第
一
条
の
十
一

（
略
）

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
体
制
の
確
保
に
当
た
つ
て
は

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
体
制
の
確
保
に
当
た
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
第
三
号
の
二

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
第
三
号
の
二

に
あ
つ
て
は
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
第
二
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
二

に
あ
つ
て
は
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
第
二
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
の
二

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
に
、
第

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
に
、
第

四
号
に
あ
つ
て
は
特
定
機
能
病
院
及
び
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
以
下
「
特
定

四
号
に
あ
つ
て
は
特
定
機
能
病
院
及
び
臨
床
研
究
中
核
病
院
（
以
下
「
特
定

機
能
病
院
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病
院
に
限
る
。
）
。

機
能
病
院
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病
院
に
限
る
。
）
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

医
薬
品
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
係
る
措
置
と
し
て

二

医
薬
品
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
係
る
措
置
と
し
て

、
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
安
全
な
管
理
（
以
下
「
安
全
使
用
」
と
い
う
。

、
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
安
全
な
管
理
（
以
下
「
安
全
使
用
」
と
い
う
。

）
の
た
め
の
責
任
者
（
以
下
「
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）

）
の
た
め
の
責
任
者
（
以
下
「
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）

を
配
置
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

を
配
置
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
の

ハ

医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
の

使
用
（
以
下
「
未
承
認
等
の
医
薬
品
の
使
用
」
と
い
う
。
）
の
情
報
そ

使
用
（
以
下
「
未
承
認
等
の
医
薬
品
の
使
用
」
と
い
う
。
）
の
情
報
そ

の
他
の
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
医
薬
品
の
安
全
使
用
を
目
的
と
し
た
改

の
他
の
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
医
薬
品
の
安
全
使
用
を
目
的
と
し
た
改

善
の
た
め
の
方
策
の
実
施

善
の
た
め
の
方
策
の
実
施

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第

⑵

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬

一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ

を
含
む
。
）
の
変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
の
使
用
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用

。
）
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
の
使
用
（
当
該
承
認
に
係
る
用
法
、
用

量
、
効
能
又
は
効
果
（
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
「
用
法
等
」
と
い
う

量
、
効
能
又
は
効
果
（
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
「
用
法
等
」
と
い
う

。
）
と
異
な
る
用
法
等
で
用
い
る
場
合
に
限
り
、
⑶
に
該
当
す
る
場

。
）
と
異
な
る
用
法
等
で
用
い
る
場
合
に
限
り
、
⑶
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

三

医
療
機
器
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
係
る
措
置
と
し

三

医
療
機
器
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
係
る
措
置
と
し



て
、
医
療
機
器
の
安
全
使
用
の
た
め
の
責
任
者
（
以
下
「
医
療
機
器
安
全

て
、
医
療
機
器
の
安
全
使
用
の
た
め
の
責
任
者
（
以
下
「
医
療
機
器
安
全

管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
配
置
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
せ
る

管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
配
置
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
せ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

医
療
機
器
の
安
全
使
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
医
療
機

ハ

医
療
機
器
の
安
全
使
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
医
療
機

器
の
使
用
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
医
療
機
器
の
安
全

器
の
使
用
の
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
医
療
機
器
の
安
全

使
用
を
目
的
と
し
た
改
善
の
た
め
の
方
策
の
実
施

使
用
を
目
的
と
し
た
改
善
の
た
め
の
方
策
の
実
施

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は

⑵

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

変
更
の
承
認
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
認
証

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
認
証

（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同

（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
て
い
る
医
療
機
器
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

じ
。
）
を
受
け
て
い
る
医
療
機
器
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の

十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。

規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
行
わ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
使
用
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届

）
が
行
わ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
使
用
（
当
該
承
認
、
認
証
又
は
届

出
に
係
る
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
（
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
「

出
に
係
る
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
（
以
下
こ
の
⑵
に
お
い
て
「

使
用
方
法
等
」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
で
用
い
る
場
合

使
用
方
法
等
」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
使
用
方
法
等
で
用
い
る
場
合

に
限
り
、
⑶
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
限
り
、
⑶
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二
・
四

（
略
）

三
の
二
・
四

（
略
）

（
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

第
二
十
四
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
七
の
三

（
略
）

一
～
七
の
三

（
略
）

八

病
院
又
は
診
療
所
に
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ

八

病
院
又
は
診
療
所
に
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ

て
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影
装
置
に
よ
る
画
像
診
断
に
用
い
る
も
の
の
う
ち

て
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影
装
置
に
よ
る
画
像
診
断
に
用
い
る
も
の
の
う
ち

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
陽
電
子
断

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
陽
電
子
断



層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
と
い
う
。
）
を
備
え
よ
う
と
す
る
場

層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
」
と
い
う
。
）
を
備
え
よ
う
と
す
る
場

合

合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条

十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
変
更
の
承

承
認
を
含
む
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二

認
を
含
む
。
）
若
し
く
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の

の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
）

二
十
三
第
一
項
の
認
証
（
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
証
を
含
む
。
）
を

を
受
け
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

受
け
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規

三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規
定

定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医

に
よ
る
変
更
の
届
出
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬

薬
品
で
あ
る
こ
と
。

品
で
あ
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

八
の
二
～
十
三

（
略
）

八
の
二
～
十
三

（
略
）



（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

(

使
用
接
種
液)

(

使
用
接
種
液)

第
二
条

予
防
接
種
に
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

第
二
条

予
防
接
種
に
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う

。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
医
薬
品
医

。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
、
か
つ
、
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

療
機
器
等
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
現
に
適
合
し
て
い
る
接
種
液
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
基
準
に
現
に
適
合
し
て
い
る
接
種
液
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

(

総
務
部
の
所
掌
事
務)

(

総
務
部
の
所
掌
事
務)

第
四
百
九
十
九
条

総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
百
九
十
九
条

総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

試
験
、
検
査
、
製
造
並
び
に
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
庶
務
を
行
う
こ

二

検
定
、
試
験
、
検
査
、
製
造
並
び
に
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
庶
務
を

と
。

行
う
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

(

業
務
課
の
所
掌
事
務)

(

業
務
課
の
所
掌
事
務)

第
五
百
三
条

業
務
課
は
、
試
験
、
検
査
、
製
造
並
び
に
調
査
及
び
研
究
に
関

第
五
百
三
条

業
務
課
は
、
検
定
、
試
験
、
検
査
、
製
造
並
び
に
調
査
及
び
研

す
る
庶
務
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

究
に
関
す
る
庶
務
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。



附

則

１

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


